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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

                                           

 

1．建学の精神 

本学園は昭和 13(1938)年に創設され、開校以来、全人教育を目標とし、「学園訓 3 ヵ条

“報恩感謝”“常識涵養”“実践躬行”を具体的信条として、知・情・意の円満にして高度

に発達した人材を育成することを目的」(学校法人野又学園寄附行為第 3 条)として教育を

行ってきた。 

建学の精神について、創立者野又貞夫は次のように記している。  

 

「惟うに真の学問とは言うまでもなく知・情・意を円満にして而も高度に発展せしむるこ

とである。従って学問と徳性とは別々に考えるものでなく不離一体の関係にある。徳性の

涵養を離れた学問はなく、学問とはあくまでも、知・情・意の総合的体得に外ならない。

換言すれば学問とは信の一字につきる。信は真に通じ『かの天に斗あるが如く人は信を常

とすべし』の古語にある通り、天空の道しるべは、斗である。即ち星であるが如く人間生

活の道標は実に信の一字に要約されている 。こうした意味に於いて、本学園訓の 3 ヵ条た

る報恩感謝、常識涵養、実践躬行の終局的発展は真の学問追究を意味しているのである。」

(野又貞夫著『解道自楽』より) 

 

本学園の建学の精神は、創立者が記した意味の「学問」を通じて、人はすべからく職業

教育を受け、立派な専職を持ち、地域社会に貢献し得るような人材の養成にある。 

 

2．学園訓３か条 

・報恩感謝 

四恩即ち、神仏の恩、父母の恩、師の恩、社会の恩に感謝しながら日常生活をすること

こそ人間の幸福と言えよう。これを体得することは家庭教育の中心であり、仁の行ないで

あり、情の世界であり、真実の人生はここから生まれる。 

 

・常識涵養 

常識とは健康なる判断力である。正邪、善悪の判断をわきまえて行動しさえすれば人間

生活は悔いることはない。それには知識が前提となる。世の中の進歩と共に一定の知識を

身につけなければ正確な判断をすることが不可能となる。学校教育の目的もここにある。 

 

・実践躬行 

人間は一定の職業を持って社会生活をしなければならない。自ら実際に践み行なわなけ

ればならない。依頼心は禁物である。そのためには大いなる勇気を要し、堅固な意志の強

さがなければならない。他人に迷惑をかけず、自律の生活をする姿こそ貴賤の差なく美し

いものである。社会教育の真髄はここにある。 
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3．大学の基本理念、使命・目的 

 函館大学は、北海道道南の学術の中心として広く知識を授けると共に、商業および経済

に関する高度の学芸を教育研究し、北海道開発および産業の興隆並びに文化の発展に役立

つ専門的職業教育を施すことを目的とし、知・情・意の高度にして円満な人格の持主とし

ての職業人を養成することを使命とする。（函館大学学則第１条） 

 

この使命・目的を達成するため、商学科を設置し、教育研究上の目的を「広くビジネス

に関連する専門の学芸を教育研究し、豊かな人間性を備えた幅広い職業人を養成する。」と

定める。（学則第１条の２） 

 

4．大学の個性・特色等 

本学を設置した昭和 40(1965)年の函館は、北海道の玄関口であるとともに、貿易港であ

った。行政の中心は札幌に移ったものの、経済の中心は函館であり、経済・商学へのニー

ズが高かった。また、学校法人野又学園は、昭和 13(1938)年の函館計理専門学校（現在の

函館大学付属有斗高等学校）を母体として発展してきていた。さらに、学園の創立者であ

る野又貞夫は、小樽高等商業学校（現在の小樽商科大学）の卒業生であったことも影響し

て、経済・商・経営系の学部が設置されることとなった。 

 経済活動を研究の対象とする学問には、経済学、商学、経営学があり、それぞれが関連

し、時には重複している。これらの中で、函館大学が「商学」を研究教育の中心とする理

由は次のとおりである。 

 

① 商取引（Commerce）は経済活動を支える原理の一つである。財の交換が成立しなけ

れば、経済社会は発展しない。学問として普遍的であり、大学で教育する内容とし

て適切であること。 

② 北海道・東北地方は、歴史的な背景により製造業の割合が低く、特に函館はその傾

向が顕著であるため、企業の商取引に焦点を当てる商学が適していること。 

③ 経済学の応用分野であるマーケティングや金融系統の実践的な内容を含み、比較的

身近な事象を題材として学ぶことのできる商学が、この地域の学生にとっては適切

であること。 

 

 本学では、この函館の地に商学部を設置し、地域の経済活動を担う幅広い職業人を育成

すること、そして、地域の産業を教育研究の題材として商学を修めることを個性・特色と

している。 

 

Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

昭和 40. 1.25 函館大学商学部設置認可 

昭和 40. 4. 1 函館大学開学 

  附設函館大学北海道産業開発研究所開設 

昭和 41. 3. 5 函館大学教職課程認定 
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昭和 44. 8.20 函館大学震災復興校舎落成 

昭和 44. 8.20 函館大学商品学実験室設置 

昭和 45. 5.11 函館大学経営研究所開設 

昭和 45.12.20 函館大学電子計算室設置 

昭和 46.10.18 函館大学Ｌ.Ｌ.施設開設 

昭和 50.12. 7 函館大学創立 10 周年記念式典挙行 

  増築校舎落成 談話室開設 

昭和 58. 4.17 函館大学とハワイロア大学（現ハワイパシフィック大学）、姉妹校提携 

昭和 61. 1.25 函館大学創立 20 周年記念式典挙行 

  図書館、研究棟等増築校舎落成 

昭和 62. 6.15 函館大学体育館、武道館、学生会館落成 

平成 4. 4. 1  函館大学臨時的定員増（平成 11 年度まで入学定員 200 名を 300 名とする） 

平成 5. 5.21 函館大学新講義棟落成 

平成 6. 7. 5  ハワイロア大学とハワイパシフィック大学との合併によりハワイパシフ

ィック大学と姉妹校提携 

平成 8. 2.22 函館大学とニューカッスル大学（オーストラリア）、姉妹校提携 

平成 9. 5.29 函館大学とバララット大学（オーストラリア）、姉妹校提携 

平成 12. 4. 1 函館大学恒常的定員増（入学定員 300 名、収容定員 1,200 名） 

平成 12.12.21 函館大学教職課程（高校・情報）認定 

平成 13. 4. 1 5 専攻塾 6 コース制の開始 

平成 13.10.19 函館大学と南開大学（中国）、姉妹校提携 

平成 13.11.12 函館大学講義棟・図書館・音楽練習棟落成 

平成 13.11.22 函館大学とウォルバーハンプトン大学（イギリス）、姉妹校提携 

平成 13.11.26 函館大学とチチェスター学園大学（イギリス）、姉妹校提携 

平成 13.11.27 函館大学とバース・スパ大学（イギリス）、姉妹校提携 

平成 14. 9. 3 函館大学と中部大学校（大韓民国）、姉妹校提携 

平成 15. 3. 5 函館大学教職課程（中学校・英語、高校・英語）認定  

平成 15.10.29 北海道函館商業高等学校と高大連携協定調印 

平成 15.11.25 北海道函館西高等学校と高大連携協定調印 

平成 16. 3. 1 小学校英語指導者認定協議会登録団体認定 

平成 16. 4. 1 函館大学入学定員減（入学定員 200 名、収容定員 800 名） 

  教職教育センター設置 

平成 17. 1.19 北海道知内高等学校と高大連携協定調印 

平成 17. 3.11 函館大学と南開大学浜海学院（中国）、姉妹校提携 

平成 17. 4. 1 函館大学商学部に英語国際ビジネス学科新設 

  企業家養成専攻塾、福祉ビジネス専攻塾新設 

平成 17.10. 7 北海道八雲高等学校と高大連携協定調印 

平成 18. 1.14 放送大学と単位互換協定調印 

平成 18. 4. 1 函館大学キャリア開発センター開設 

平成 18. 5.30 青森県立青森商業高等学校と高大連携協定調印 

平成 18. 6. 1 放送大学函館学習室（函館大学内）開設 

平成 19. 7.26 北海道森高等学校と高大連携協定調印 

平成 20. 3.19 （財）日本高等教育評価機構より大学機関別認証評価を受ける 

平成 20. 9.22 南開大学浜海学院と「本科生共同育成プログラム（DDP）」合意 

平成 20.12.24 函館大学教職課程（中学校・社会、高校・公民）認定 

平成 21. 1.30 函館大学第二学生寮完成 

平成 22. 4. 1 函館大学英語国際ビジネス学科募集停止、商学科を 3 コース制に再編成 

平成 23. 6.15 北海道戸井高等学校と高大連携協定調印 
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平成 25. 4. 1 函館大学ベイエリア・サテライト開設 

     入学定員を 150 名から 120 名に変更 

平成 27. 3.30 函館市との包括連携協定を締結 

平成 27. 4. 1 入学定員を 120 名から 100 名に変更 

平成 27. 8.26 長栄大学（中華民国・台湾）との学術協力協定を締結 

平成 27. 9.18 北海道中小企業家同友会函館支部との包括連携協定を締結 

平成 27.10.31 函館大学創立５０周年式典を挙行 

 

2．本学の現況 (平成 30 年 5 月 1 日現在) 

・大学名 函館大学 

・所在地 北海道函館市高丘町 51 番-1 号 

・学部の構成 商学部商学科（１学部１学科） 

学部 学科 
入学定員 

総定員 
学年 人数 

商学部 商学科 

1 年次 100 

400 
2 年次 100 

3 年次 100 

4 年次 100 

 

・学生数、教員数、職員数 

学生数 

学部 学科 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 計 

商学部 商学科 107 85 73 76 341 

 

教員数、職員数 

学長 副学長 学部長 教授 准教授 専任講師 
非常勤 

講師 

1 1 1 10 6 5 19 

 

職員数 

専任 嘱託（パート含む） 

24 3 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

（1）1－1 の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

学校法人野又学園函館大学の建学の精神は、学園訓 3 か条「報恩感謝」「常識涵養」「実

践躬行」を具体的信条として知・情・意を高度にして円満に発達させる真の学問追究をす

ることである。 

学園訓 3 か条は法人が設置するすべての学校において、各教室に掲示されている。入学

式や卒業式においても、すべての所属長が学園訓 3 か条を式辞の中でふれるなど、教職員・

学生に浸透させている。【資料 1-1-1：（学長の入学式・卒業式式辞）】 

建学の精神に基づいて本学の使命・目的があり。教養教育と専門教育である商業・経済

に関する教育研究は、地域の産業・文化の発展に資することが目的であり、円満な人格の

持ち主としての職業人の養成を使命としている。本学は商学部商学科の単科大学であるた

め、使命・目的で目指す人間像は具体的であり、わかりやすくなっている。 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学の使命・目的は学則第１条および学則第 1 条の 2 に掲げてあるが、この中で「知・

情・意の高度にして円満な人格の持主」「豊かな人間性」を理解するためには、建学の精神

に立ち戻る必要がある。 

 本学の建学の精神は 1 ページに収まる簡潔なものであり、とくに学園訓 3 か条は本学で

学ぶ者が目指すべき具体的信条を 12 文字に集約している。この学園訓 3 か条は、大学のみ

ならず幼稚園児でもわかるように作られており【資料 1-1-2：（函館短期大学付属幼稚園で

の学園訓３か条の説明例）】、年代を問わず記憶に残る普遍的なものとなっている。 

 

1-1-③ 個性・特色の明示 

 本学では、この函館の地に商学部を設置し、地域の経済活動を担う幅広い職業人を育成

すること、そして、時代の変化と共に地域の基幹産業となっている食と観光を教育研究の

題材として地域に関わる活動を多くして商学を修めることを個性・特色としている。 

 商学は実践的な学問であるが、抽象度が高く企業での勤務経験のない大学生や高校生に

は伝わりづらい面がある。学生が明確な目的意識を持たずに大学に進学してくるのは、我

が国の義務教育・中等教育を含んだ課題の一つである。これは伝統的な経済系学部で顕著
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に見られる傾向である。また、経済系学部の中でも実践的であると言われる商学において

も同様の傾向にある。大学として明確に教育の到達目標を掲げ、学生に目的意識を植え付

けることが重要であると考え、平成 18(2006)年度に「本学の教育目標（具体的人間像）」【資

料 1-1-3：（旧・教育目標（具体的人間像））】を策定し、平成 25(2013)年度に見直しを行っ

ている。（図 1-1-1） 

 

図 1-1-1 函館大学の教育目標（具体的人間像） 

商学の専門知識

豊かな人間性

経済活動について「企業」「市場」「国際」の３
つの観点から分析し、幅広い教養に基づい
た本質的な理解を得ること

学園訓３か条を具体的信条とし、職業人とし
て活躍し、真の学問を追究すること

紅色 ： 人を想うあたたかい心、人を育むエネルギーの象徴 〔 報恩感謝 〕
黄色 ： 人に豊かさをもたらす、変わることのない知識の象徴 〔 常識涵養 〕
緑色 ： 人が生きるための勇気、力強く成長する意志の象徴 〔 実践躬行 〕

企業 ：経済活動のルールを理解し、企業の財務、組織の知識・技能を修得
市場 ：商取引の機構を理解し、顧客の経済活動を円滑に進める知識・技能を修得
国際 ：国際的視点で経済活動を行う知識・技能および外国語活用能力を修得

国際

企業 市場

教養

 

 

1-1-④ 変化への対応 

平成 17(2005)年１月の中央教育審議会の答申では「我が国の高等教育の将来像」が示さ

れ、「高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化」を一層図ることが重要であると述べら

れている。この答申に立脚するならば、本学科では「幅広い職業人の養成」「地域の生涯学

習機会の拠点」「社会貢献(地域貢献)」の機能に比重を置くことが特色となる。 

近年、能動的学修が求められる動きをよく捉え、平成 13(2001)年度から実施してきた専

攻塾制度【資料 1-1-4：（専攻塾制度について）】や、平成 21(2009)年度から始めた「商学

実習Ⅰ・Ⅱ」【資料 F-2. P11～12】を含む新カリキュラムの導入をするなど、社会の変化

にも教育面での対応をしてきている。 

また、近年は地域における国際化が進展し、円安傾向の影響の下、北海道においてもア

ジア圏からのインバウンド観光客の増加や、北海道からの食品の輸出の動きが進展しつつ

ある。地域において国際的なビジネス活動を担う人材へのニーズの高まりも予測されるな

か、自治体および産業界と連携した「アジア・マーケティング研究会」を発足させた。ま

た、本学学生を海外に派遣して調査研究を行う「地域活性化プロジェクト」を企画実践す

るなど、本学の「地域貢献」の使命に基づいて地域の変化に対応した教育を実践している。 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 
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大学の使命・目的は、自分たちで作り上げていくものであるという自覚を持ち、長期的

な視野に立ってこれからの教育に求められることは何かを考え続けることが重要である。 

 「有為な人材を育成する」「地域に貢献する」などの言葉は形骸化しやすく、常に具体的

な行動が伴っていなければならない。社会ニーズをしっかりと把握し、使命・目的及び教

育目的が現在、そして将来にわたって有効であるかどうか、常に念頭に置いている。社会

に開かれた大学、あるいは大学の国際化が求められる中、本学も「産学連携ポリシー」や

「国際化ビジョン」を制定するなどして、新しい時代に対応していく準備をしているとこ

ろである。【資料 1-1-5：（函館大学産学連携ポリシー）】【資料 1-1-6：（函館大学国際化ビ

ジョン）】 

 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の反映 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－2 の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

 法人及び本学の目的は、それぞれ寄附行為及び大学学則に明記されている。寄附行為の

制定・改定は、理事会・評議員会の承認を必要とし、学則の制定・改定は、理事会・教授

会の承認を必要とする。現行の寄附行為、大学学則は、そのような手続を経て定められて

いる。その意味において、法人及び本学の目的は、役員及び教職員の理解と支持を得てい

る。 

 法人の設置する各校には「学園要覧」【資料 1-2-1：（学園要覧 2018）】を一定数配布して

所属長および幹部職員の手元に置かれており、建学の精神や本学の特色が参照できるよう

になっている。 

３年ごとに作成する中期経営計画には教育理念・経営理念・経営ビジョンが示されてお

り、策定の過程においても法人の各設置校において職員に理解されている。 

教職員には、学園手帳【資料 1-2-2：（平成 30 年度版学園手帳）】を配布して、学園の寄

附行為・教職員名簿・沿革・中期経営計画（ダイジェスト版）を掲載し、本学園の使命・

目的の周知を図っている。 

 

1-2-② 学内外への周知 

新入教職員に対しては、辞令交付式の際に理事長より直接的に講話している。近年は、

教育目標を具体的に表現する作業や、本学の個性・特色を明確にする作業の過程に、教職

員が参画して理解を深めるようにしている。 
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学生に対しては、全学生に配布する学生便覧【資料 F-5】の冒頭に教育目標（具体的人

間像）とあわせて大きく掲載するとともに、入学式、卒業式などの式典や学生、教職員に

配布する「学報」【資料 1-2-3：（学報）】など、ことあるごとに学長が説明し、周知するよ

うにしている。 

 学外に対しては、建学の精神・大学の基本理念に関連させて、一般配布の大学案内【資

料 F-2】や広報誌である「ぽるとさぴえ」【資料 1-2-4：（ぽるとさぴえ）】に明示している

他、ホームページ【資料 1-2-5：（ホームページ「学長挨拶」）】上でも公開して周知に努め

ている。 

 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

 本学園では平成 25（2013）年度から中期経営計画の策定を開始した。現在は、第 2 期中

期経営計画として、平成 29(2017)～平成 31(2019)年度の３か年計画が進行している【資料

1-2-6：（学校法人野又学園中期経営計画（平成 29～31 年度））】。中長期的な計画を策定す

るに当たっては、法人全体として建学の精神、経営ビジョン、経営戦略を明らかにした上

で、本学の使命として掲げている教育目標の達成を第一としている。 

中期経営計画の位置付けは以下の図のとおりである。 

図 1-2-1 中期経営計画の位置付け 

理念

経営ビジョン

経営戦略

経営計画

組織・人事、 経営管理

日常業務活動

建学の精神、学園訓にもとづく教育理念および経営理念

将来、こうありたいという姿を、少子化などの厳しい状況を踏まえつつ、
組織の長期的目標、存在意義として示す

経営ビジョンを実現するための基本手段、コンセプト、方向性

経営戦略を具体化・詳細化したもの（タイムスケジュー
ル、活動計画、数値計画）

①

②

③

 

 

 このように本学園の理念である建学の精神と学園訓にもとづく教育理念および経営理念

は、中期経営計画本文にて「函館における私学の歴史」「本学園の沿革」などとともに、わ

かりやすく教職員に説明されている。 

 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

 3 つのポリシーの策定にあたっては、前述の使命・目的（学則第 1 条）、学科が定める教

育目的（学則第 1 条の 2）に基づいて作成している。また、教学マネジメント組織である

「教育改善会議」を月１回定期開催している。そのなかで、３つのポリシーの策定及び運

用に関するガイドライン（平成 28 年 3 月 31 日、中央教育審議会大学分科会大学教育部会）

を参考として、平成 27(2015)年度から平成 28(2016)年度にかけて３つのポリシーの見直し

改訂を行った。 
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１）ディプロマ・ポリシー 

１．知識 

・豊かな教養と倫理観をもち、国際社会の一員としての責任を果たすために学びつづ

けることができる。 

・法律、経済、会計、流通、経営等の商学に関する専門知識をもち、現実社会の諸課

題の解決を図るために行動することができる。 

 

２．技能 

・地域社会や諸外国とのコミュニケーション経験を発達させ、意思や感情を伝え合う

高度な自己表現ができる。 

・企業活動の現場で有用な基本的ビジネススキルを習得し、実践的に活用することが

できる。 

 

３．態度 

・答えのない問題に取り組む哲学的姿勢をもち、真理を追究する批判的思考ができる。 

・他者と積極的に関わり、意思疎通のために努力を惜しまず、相手を尊重することが

できる。 

 

２）カリキュラム・ポリシー 

１．教育課程の編成 

・商学の専門知識として５つの領域（法学分野、経済学分野、会計学分野、マーケテ

ィング分野、経営学分野）の授業科目を体系的に編成する。 

・教養教育の授業科目を１～２年次を中心に配当し、豊かな知性と人間性を涵養する

とともに、創造的で多様な価値観を醸成する。 

 

２．教育の内容と方法 

・社会科学の精神を涵養するため、初年次から少人数の実習科目を編成するとともに、

講義科目も含めた全ての授業において能動的学修を推進する。 

・会計・情報機器・外国語等のビジネススキルの習得を目的とした授業科目や特別プ

ログラムを編成し、理論だけでなく実践面からも教育を行う。 

 

３．学修成果の評価 

・授業科目ごとの単位認定試験に加え、学部としての共通試験を学年ごとに実施し、

知識・技能・態度の評価を組織的に行う。 

・４年次の卒業論文を学士課程としての最終的な成果物とする。 
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３）アドミッション・ポリシー 

函館大学は、建学の精神と教育理念に基づいて、知識、技能、態度のバランスのとれ

た円満な人格形成を目指します。この教育目標を実現するために、次のような観点から

入学者選抜を行います。 

 

１．基礎的な知識・技能 

・高校卒業程度の基礎知識、特に抽象的な概念を理解するために必要な語彙力を身に

付けているか。 

・社会科学を実践面からも学ぶために、簿記・外国語・コンピュータなどの技能を、

入学後に身に付けられるか。 

・筆記試験を中心として、高等学校での調査書・推薦書、資格および検定試験の結果

などを用いて評価する。 

 

２．社会科学の精神 

・社会で起こっていることに対して、自分の考え（疑問や意見）を持ち、それを言葉

として表現できるか。 

・身近な問題に気づき、適切な方法で解決していく思考力を、入学後に身に付けられ

るか。 

・面接試験および小論文を中心として、大学入学希望理由書などを用いて評価する。 

 

３．円満な人格 

・商業に携わる者として不可欠な、道徳心と誠実さをもっているか。 

・学園訓３箇条「報恩感謝」「常識涵養」「実践躬行」を、入学後に身に付けられるか。 

・面接試験を中心として、大学入学希望理由書、活動報告書、各種大会や顕彰等の記

録などを用いて評価する。 

 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

本学の教育研究組織は、商学部商学科の一学部一学科であり、附属施設として、「附属

図書館」、「函館大学地域総合研究所」を設置している。 

１）学科 

 「企業経営コース」「市場創造コース」「英語国際コース」の 3 コースの中からいずれか

を選択することになっている。「英語国際コース」は 1 年次で選択し、「企業経営コース」

「市場創造コース」は 2 年次から選択するようになっている（【資料 F-2. P4】）。すべての

学生は 1、2 年次に「商学実習」を履修しなければならない。3、4 年次は専門ゼミナール

又は英語特別演習を履修し、卒業論文の提出を義務付けている。 

２）附属図書館 

 「附属図書館」は「函館大学の使命達成並びに広く北海道開発の発展に寄与するために

必要な図書及び資料を収集、整理保管して、調査・研究並びに教養に資することを目的」

としている【資料 1-2-7：「図書館規程」第 1 条】。開設当初より、大学の研究と教育の中

心として、①道南における唯一の社会科学系大学に見合った、②学生の教育のための、③



函館大学 

11 

地域社会のニーズにこたえられる、④国際社会にこたえられる、⑤生涯学習にこたえられ

る、図書館を目指して努力を重ねている。 

３）研究所 

 「函館大学地域総合研究所」は既存の「函館大学北海道産業開発研究所」及び「函館大

学経営研究所」を統合し、「函館大学の科学的研究を促進し、その研究成果を総合して、学

術および産業社会の発展に貢献すること」を目的として、平成 24 年(2012)年に設立された。

本研究所は、本学専任教員全員によって構成し、「函館大学地域総合研究所規程」【資料

1-2-8】に基づいて運営している。 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命・目的は、本学開学以来、普遍性のある内容にもとづき、大きな変更を行わ

ずに、脈々と引き継がれてきている。しかし、その伝え方には絶えざる工夫が必要である。

教育目標（具体的人間像）、３つの方針（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、

アドミッション・ポリシー）は、絶えず見直しを図ることが必要と考えている。その上で

も、理念とビジョンの記述を含む中期経営計画を３年ごとに策定することは意義がある。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

本学の建学の精神は、学園訓 3 か条「報恩感謝」「常識涵養」「実践躬行」により簡潔な

文章化がなされており、内外に広く周知されている。使命・目的および教育目的は、学則

に定められており法令に適合している。 

使命・目的に基づく商学部としての個性・特色は、「函館大学の教育目標（具体的人間

像）」として定められ、学生、教職員に周知されている。この内容は、3 つの方針（ディプ

ロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）および中期経営

計画の策定の基盤であり、教育研究組織の構成とも整合している。 

 使命・目的を内外に周知し理解してもらうために、「学園要覧」「学園手帳」「広報誌ぽる

とさぴえ」「学報」などの印刷物、ホームページ、そして理事長・学長による直接的な講話

の場を通じて周知に努めている。 

 

 

基準 2．学生 

2－1 学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1 の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

 基準 1－1 に述べたように、函館大学の建学の精神は、学園訓 3 か条「報恩感謝」「常識
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涵養」「実践躬行」を具体的信条として知・情・意を高度にして円満に発達させる真の学問

追究をすること」である。そして、本学の使命・目的については、「教養教育と専門教育で

ある商業・経済に関する教育研究は、地域の産業・文化の発展に資することが目的であり、

円満な人格の持ち主としての職業人の養成を使命としている」と定めている。 

これらを基礎に、文部科学省が示したガイドラインをうけた、最新のアドミッション・

ポリシーを、平成 28 年 7 月に策定し、このポリシーの浸透を図っている。 

 

アドミッション・ポリシー 

函館大学は、建学の精神と教育理念に基づいて、知識、技能、態度のバランスのとれた

円満な人格形成を目指します。この教育目標を実現するために、次のような観点から入

学者選抜を行います。 

 

１．基礎的な知識・技能 

•高校卒業程度の基礎知識、特に抽象的な概念を理解するために必要な語彙力を身に付

けているか。 

•社会科学を実践面からも学ぶために、簿記・外国語・コンピュータなどの技能を、入

学後に身に付けられるか。 

•筆記試験を中心として、高等学校での調査書・推薦書、資格および検定試験の結果な

どを用いて評価する。 

 

２．社会科学の精神 

•社会で起こっていることに対して、自分の考え（疑問や意見）を持ち、それを言葉と

して表現できるか。 

•身近な問題に気づき、適切な方法で解決していく思考力を、入学後に身に付けられる

か。 

•面接試験および小論文を中心として、大学入学希望理由書などを用いて評価する。 

 

３．円満な人格 

•商業に携わる者として不可欠な、道徳心と誠実さをもっているか。 

•学園訓３箇条「報恩感謝」「常識涵養」「実践躬行」を、入学後に身に付けられるか。 

•面接試験を中心として、大学入学希望理由書、活動報告書、各種大会や顕彰等の記録

などを用いて評価する。 

 

これを大学案内等の冊子（電子パンフも含む）、各種リーフレット、ホームページなど

に、学園訓 3 カ条などとともに明記し、さまざまな機会を通して、受験生（高校生）やそ

の保護者、高校教員などに周知している。【資料 2－1－1：本学大学案内、ＨＰ等】 

本学では、アドミッション・ポリシーに沿った学生を確保するために、津軽海峡を中心

とした半径 100km の地域（函館市内・近郊及び青森県）の高校を、第一次圏（地元）とお

さえ、本学の教育の特色が同心円的に道央、道北、道東、南東北、関東等の地域へ広がる

よう広報している。さらに、付属高校 2 校（有斗高等学校・柏稜高等学校）はもとより、
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高大連携推進教育協定を締結している近隣 6 高等学校（北海道函館商業高等学校、北海道

函館西高等学校、北海道知内高等学校、北海道八雲高等学校、青森県立青森商業高等学校、

北海道森高等学校（協定締結順））についても、本学の教育に対する一層の理解が得られる

ように啓発を行っている。【資料 2－1－2：各校との連携協定書。連携各校への出前講義等

の連携実績については、「平成 30 年度入試部総括」等】 

これらに加えて、受験生（高校生）に対しては、業者主催の進学相談会やオープンキャ

ンパス（過去 5 年、平成 26(2014)年度～平成 30(2018)年度、おおむね 3～4 回実施）を通

して、アドミッション・ポリシーをはじめ、本学での教育システム（コース、教育課程、

カリキュラムの特色、キャンパス・コンソーシアム函館加盟校との単位互換協定、放送大

学との単位互換協定等）、学生支援体制（キャリア開発課、ピア・サポートセンター、保健

室等）などの情報を提供している。 

 また、入試課員をはじめ、事務職員が中心となって、道南、北東北を中心に、各年度延

べ 450 校以上（平成 26 年～平成 30 年度実績）の高校訪問を実施した。そのほか、高校か

らの依頼による大学見学の受け入れ、高校内または大学内での進路ガイダンスや模擬講義

などを積極的に受け入れ、これらの広報の機会を通してアドミッション・ポリシーを伝え

ている。【資料 2－1－3：「平成 31 年度入試部総括」等】 

 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

本学では、入試区分を｢推薦系｣「試験系」の 2 つに系統化（表 2-1-1）し、入学選考方

法の多様化を図っている。「推薦系」は、指定校推薦入試、専門学科・総合学科推薦入試、

一般推薦入試、付属校推薦入試、課外活動関係特別奨学生入試の 5 つに区分し、すべての

入試で面接を実施している。「試験系」は、本学独自の試験による、試験入試、社会人入試・

シニア入試、付属校特別奨学生入試、編入学試験と、センター試験利用入試に区分される。

また、社会人入試・シニア入試は、「生涯学習」「成人学習」の一環として、すでに社会人

（有職者・主婦・定年退職者等）となっている者に対し、広く大学教育の機会を与えるた

めに制度を設けている。【資料 2－1－4：「平成 31 年度入試要項」等】 

それぞれの入試区分において、アドミッション・ポリシーの各項目に以下のように対応

している。 

1) 基礎的な知識・技能 

「推薦系」においては、高等学校の調査書により基礎的な知識の習得状況を判断すると

ともに、面接において入学後の資格・技能等の学修への意欲を確認している。「試験系」の

一般入試においては、本学で作成した「国語」「英語」「数学Ⅰ・A」「簿記」の４科目の試

験から 2 科目を選択して解答することとし、基礎的知識・学力を確認している。試験の作

成にあたっては、思考問題を含むこととし知識の活用能力に配慮している。センター試験

利用入試では、センター試験の 3 科目または 4 科目の成績を評価している。 

2) 社会科学の精神 

「推薦系」においては、入学志望動機書および活動報告書により身近な問題に対する関

心や取組みを判断し、面接においてそれを表現できているかを確認している。「試験系」に

おいても入学志望動機書と活動報告書の提出を求め、社会で起こっていることに対する興

味関心や自分の考えを表現できているかを確認している。 
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3) 円満な人格 

「推薦系」においては、面接において人柄を判断するとともに入学志望動機書において

建学の精神への理解を確認するなどにより対応している。「試験系」においても入学志望動

機書を中心に活動報告書、調査書から把握できる人柄を基に判断している。【資料 2－1－

5：活動報告書、入学志望動機書、推薦試験実施要領】 

  

活動報告書は、高等学校等での検定などの取得状況、課外活動やボランティア活動での

実績、努力を任意に書いてもらうものであり、入学志望動機書は、志望動機を受験生に意

識してもらうものである。いずれも社会人入試・シニア入試・編入学試験を除くすべての

受験者に提出を求めている。これにより、アドミッション・ポリシーを理解し、本学への

入学意識の高い受験生が入学することを期待している。 

オープンキャンパスでは、全体説明（大学紹介、入試要項の説明、模擬授業等）後、参

加者全員を小グループに分割（参加者 5～6 人を１グループ）して、在学生が参加者の各グ

ループに１人ずつついて、施設見学や情報提供にあたるスタイルを取り入れ、在学生が大

学紹介も行うなど、在学生主体の本学の素顔がわかるオープンキャンパスを実施している。 

また、オープンキャンパスの時間内で、同伴した保護者に対する説明会や少人数での相

談の時間を確保し、本学のアドミッション・ポリシー、入学生の受け入れ体制、学生生活

の実際（学年暦、履修、宿舎での生活）などの情報提供をしており、本学に対する保護者

の理解を深めることに貢献している。 

本学の受験生は、こうしたオープンキャンパスに参加した者が多く、アドミッション・

ポリシーもよく理解した上で出願することが多い。入学後に 1 年次から地域連携や海外研

修に参加する学生が多く出ることにもこうしたアドミッション・ポリシーに沿った入学者

受入れ体制が機能していることが見てとれる。 

さらに、入試区分ごとに入学後の学修状況等の追跡調査を行い、入試委員会、AO 会議で

検討を行っており、改善点の把握に努めている。【資料 2－1－6：AO 会議議事録、入試員会

議事録】 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

函館大学では、入学者の実勢に応じて入学定員の見直しを実施してきており、平成

27(2015)年度入試から募集定員を 100 名としている。 

学生受入れについて平成 31(2019)年度入試までの「入学定員に対する入学者数比率の推

移」を、表 2-1-2 に示した。平成 27 年度までの減少傾向から回復の基調を示し、平成

30(2018)年度・平成 31(2019)年度と２年続けて 100 名を超える入学者を迎えることができ

た。しかしながら、直近 4 か年の平均入学定員充足率は 0.93 で、400 名の収容定員の確保

に向けて実効性のある施策を工夫し、努力を継続していく必要がある。 

表 2-1-4 に示すように、本学の入学者の地域別の比率は、付属校（有斗・柏稜）、函館

市内、道南、東北地方の高校を合わせると、平成 28(2016)年度～平成 31(2019)年度の平均

で 86％（平成 28 年度＝87％、平成 29 年度＝86％、平成 30 年度＝91％、平成 31 年度＝82％）

となっている。ここから函館市とその周辺並びに東北地方に存在感を示すことが、学生募

集上、最も重要であることが明らかである。 
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そのために、地域社会に貢献できる地域密着型の大学を目指し、教育・研究の面で地域

と関わる取り組みを充実させていることの認知度を高めるよう図っている。 

具体的には、津軽海峡を中心とした半径 100ｋｍ程度の地域（函館市内・近郊から青森

県）に対し、高大連携教育推進協定締結校を中心としてこれまでの教育成果等を内容とす

る広報活動を強化している。さらに、同地域を固めながら、各種の情報発信を通して、同

心円的に道央、道北、道東、南東北、関東など隣接する地域へも広報を実施し、より多く

の受験生に函館大学の魅力を伝えるよう努めている。 

 本学は、少人数教育の利点を最大限に生かし、教員と学生との学問的・人格的な触れ合

いを重視している。これに加えて、学生生活へのサポート体制（本学の独自の奨学金、廉

価宿舎の提供、無料学園バスの運行等）、高い就職実績、キャンパス・コンソーシアム函館

(函館市内の高等教育機関連携)の加盟校との単位互換や教育・研究の交流等を行っている

ことを広報の主軸にして、他大学との一層の差別化を図っている。 

 「センター試験利用入試」の入学者は、平成 27 年度＝5 名、平成 28 年度＝7 名、平成

29 年度＝4 名、平成 30 年度＝17 名、平成 31 年度＝17 名と増加してきており、成果をあげ

ている。これは、学力上位の入学者の増加にも寄与しており、特別奨学生の特典を含めて、

学力上位校に向けた広報に効果を見せている。また、編入学生や社会人等入学生の確保に

ついても、積極的に広報活動している。 
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 表 2-1-1 平成 31 年度入試体系 

 

 
種 類 

入試区分 

（日程等） 
出願資格 

主たる選考要

素 

付加的選考

要素、備考 

 

推 

 

薦 

 

系 

推薦入試 

付属校 
付属高等学校から推薦された者、

１浪まで。 高校長の推薦

尊重、調査書、

面接 

  〃 

特別奨学生

希望者は選

抜試験（4

科目から 2

科目選択）     

指定校 

出身学校長から推薦された者、１

浪まで。評定平均値 3.0 以上。 

一 般 

専門学科 

・総合学科 

特別奨学

生入試 

課 外 

（Ａ・Ｂ日程） 

本学の監督、顧問および出身学校

長、顧問から推薦された者、１浪

まで。原則、評定平均値 2.8 以上。 

本学の監督・顧

問の推薦尊重、

調査書、面接 

 

 

 

試 

 

験 

 

系 

 

一般試験 

（含 特奨選考） 

大学入学資格を有する者（含：見

込者） 

学科試験（4 科

目から 2 科目

選択） 

特典希望者

は面接 

一般試験 
大学入学資格を有する者（含：見

込者） 
小論文、面接 

 

センター試験

利用 

（Ａ・Ｂ日程。

含 特奨選考） 

大学入学資格を有する者（含：見

込者） 

大学入試セン

ター試験 

 

社会人・シニア 

本学入学年度 4 月 1 日現在、22 才

以上で大学入学資格を有する者

（含：見込者） 

志望理由書、面

接 
 

特別奨学

生 
学業／付属校 

付属高等学校から推薦された者、

１浪まで。評定平均値 4.3 以上。 

高校長の推薦

尊重、小論文、

面接 

 

編入学 （Ａ・Ｂ日程） 

4 年制大学に 1 年以上在学の者ま

たは短期大学、高等専門学校、専

修学校を卒業の者（含：見込者） 

3 年次編入の場合：60 単位以上 

2 年次編入の場合：30 単位以上 

小論文、面接  

 

表 2-1-2 入学定員に対する入学者数比率の推移（過去 4 ヵ年） 

学部等名 項  目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 
平均入学 

定員充足率 

商学部 

（合計） 

入学定員充足率 0.76 0.88 1.07 1.01 

0.93 入学者数 76  88 107 101 

入学定員 100 100 100 100 

 

表 2-1-3 在籍者数、留年者数、退学・除籍者数の推移（過去 4 ヵ年）  

学部等名 区  分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

商学部 

在籍者数 335 316 302 341 

留年者数 9 6 8 5 

退学・除籍者数 6 12 11 9 

（注）在籍者数は当該年度 5 月 1 日現在、留年者数および退学・除籍者数は当該年度 3 月 31 日現在。  

     留年者数には休学による留年および卒業延期者（就職活動のため、自主的に留年する学生）を含む。 
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表 2-1-4 地域別入学者数の推移（過去 4 ヵ年）  

N0. 対象高等学校 
平成 28 年度 

入学者数（百分比） 

平成 29 年度 

入学者数（百分比） 

平成 30 年度 

入学者数（百分比） 

平成 31 年度 

入学者数（百分比） 

1 付属校（有斗・柏稜） 23 (30.3%) 21（23.9%） 25（23.3%） 24 (23.8%) 

2 函館市内の高校 16 (21.1%) 28（31.8%） 32（29.9%） 28 (27.7%) 

3 道南の高校 6 (7.9%) 4 （4.5%） 9（8.4%） 3 (3.0%) 

4 
道内の高校（道南およ

び上記を除く） 
0 (0.0%) 5 （5.7%）  2（1.9%） 6 (5.9%) 

5 東北地方の高校 21 (27.6%) 23（26.1%） 31（29.0%） 28 (27.7%) 

6 関東地方以南の高校 10 (13.1%) 7（8.1%） 8（7.5%） 12 (11.9%) 

 入学者総計 76 (100%) 88 （100%） 107 （100%） 101 (100%) 

 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

「入学志望動機書」と「活動報告書」の活用、オープンキャンパス等による受験生に対

する周知、入試課職員を中心とした高等学校への広報等によって、本学のアドミッション・

ポリシーは広く理解され、入学者受入れ体制も機能するようになってきている。 

しかし、近年、社会からの高大接続改革への要望が高まってきており、これに対応する

ことが課題となっている。これにともない、令和 3(2021)年度入試から制度上の大きな改

革がスケジュールに上っている。そこで、本学では以下のような改善・向上方策を検討し

ていくこととしている。 

まず、入学試験科目を現在の「国語」「英語」「数学」「簿記」の 4 科目から 2 科目を選

択するものから「国語」「英語」「数学」の 3 科目を必須とするものである。大学での学修

には、この 3 科目の学力が不可欠であり、苦手であっても入学以前にしっかり学んできて

もらう必要がある。そこで、受験生にその必要性を理解してもらい、取組みを促すことを

検討していく。 

次に、英語の入学試験において、「読む」「書く」「聞く」「話す」の 4 技能についてバラ

ンスよく問うことを検討していく。これまでの入学試験においては、「読む」を中心に問う

てきたが、近年の社会からの要請は「聞く」「話す」に重点を置くように求めている。そこ

で、「聞く」「話す」を入学試験に導入するために、試験の実施、採点等の方法を含めて検

討していくこととしている。 

また、本学では、入学者に占める試験系の割合が低いことが課題とされてきた。これに

対し、推薦系の合格者を絞ることで、推薦系で受験を考えている受験生に試験系での受験

を促すことを検討していく。これを実現するためには受験生のみならず高等学校にも理解

を求めていくことが必要になるであろうが、広報体制も強化しながら、高等学校でのより

深い学習を求めることで入学後の学修成果がより高いものになることを期していく。 

いずれにしても、さまざまな機会をとらえて、受験生や高等学校などのニーズを迅速に

把握し、それを学内に持ち帰って周知するとともに、そのニーズに合ったコンテンツを学

内で見出し、次の広報につなげていく。そうした、すばやく的確な対応によって、受験生

やその保護者、高等学校の教員の期待するところを捕らえ、入学者の維持をはかっていく。 
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2－2 学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

（1）2－2 の自己判定 

「基準項目 2－2 を満たしている。」 

 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

1）履修指導体制 

  学年初めにおける履修科目の選択については、職員からの説明後、具体的相談を希望す

る学生に対応する体制をとっており、その上で、3・4 年次については、ゼミ担当教員が研

究室で助言指導する時間帯を設けている。こうした職員と教員の協働を含む履修指導体制

によって、体系的かつ計画的な履修を進めている。 

 

2）授業出席状況の日常的把握と担任制の変更 

  就学上何らかの問題があり指導を要すると思われる学生については、従来からもそのチ

ェックおよび指導の体制を整えて教員と職員が協同して指導に当たってきているが、平成

29（2017）年度からは、新しい学生 WEB システム（学務システム）における学生の授業の

出欠情報を管理・集計できる機能を活用し、これに基づく指導体制を構築している。 

まず、授業出席に対する指導体制として、平成 27（2015）年度から、1・2 年次につい

て、1 限目の必修科目の授業開始 10 分前を学生の集合時間として出席を確認し、職員が欠

席者に電話で連絡するという取り組みを開始しており、この取り組みは引き続き実施して

いる。 

そして、これらの欠席情報は、これまでは、2 限目以降の必修科目である商学実習、体

育実技などの欠席情報、さらに、3・4 年次の欠席情報などとともに、学園システムのグル

ープウェア（掲示板）への書き込みを通じて共有し、学生指導に活用したが、平成 29（20

17）年からは、前述の学務システムの出欠管理・集計機能の活用に伴い、特に欠席が続く

学生や学生の欠席に関する理由等の情報共有のために活用している。 

また、平成 29（2017）年度からは、上述の学務システムの出欠管理・集計機能を活用し

て教授会開催の前週までの出席状況を集計し、その結果を教授会に報告し、クラス担任と

ゼミ担任による指導に活かす体制に移行した。 

その上で、平成 30（2018）年度には、1・2 年次について、それまでの、担任対象の学

生の授業を担当していない教員をクラス担任とする体制から、商学実習担当教員が担任を

兼ねる体制に変えた。また、それと同時に、次のように、商学実習担当教員・ゼミ担当教

員を中心に全教職員が連携して学生指導を行う体制をとることとした。 

すなわち、授業の出席状況や授業態度等に問題のある学生についての情報は、授業担当

教員や学生から情報を得た職員によって、学務システムの出欠管理機能及び学園システム

のグループウェア（掲示板）への登録・書き込みによって、学務課に報告される。担任の

教員は、学務課からのデータをふまえて、必要に応じて学務課とも協力して問題のある学

生に対して指導を行う。しかし、指導によっても改善が見られない場合は、学長による面
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談、あるいは、学長が適任者と判断した教職員による指導を行う。また、身体的問題や精

神的問題、その他学修面以外の問題がある場合は、状況に応じて後述する「チーム支援会

議」の専門家による対応を依頼する。 

こうした全教職員の協働による学生指導の取り組みにより、退学の可能性があると考え

られる学生が以前より把握しやすくなってきている。出席不良などの学生については、日

常的に教員だけでなく、職員からも声をかけるようにしており、退学等の相談に来た学生

に対しては、学務課や入試課が中心となって面談を行い、状況の把握に努めている。また、

これらの問題を抱える学生については、後述する「チーム支援会議」でも取り上げ、学生

個々の問題共有を図り、教授会に報告する体制をとっている。 

 

3）教職協働による授業外学修時間の把握体制の整備 

授業外学修の現状についてはＩＲ委員会による調査が行われ、それをふまえて、授業外

学修の促進・支援のための方策が検討されてきた。 

その上で、平成 30（2018）年度からは、毎日の授業外学修時間を入力し、月ごとの記入

率と月合計時間及び１日平均学修時間を把握できる「ＳＬシート」を活用することとした。

この取り組みでは、シートでの把握結果をふまえた指導をクラス担当教員が行うとともに、

学務課がデータの集計結果をまとめ、必要がある場合は、学長が学生と面談するという形

での教職協働体制をとっている。 

 

4）オフィスアワーの体制整備 

オフィスアワーは、平成 25（2013）年度後期から専任教員だけではなく非常勤講師も含

めて体制を整えた。学生が授業内容に関して質問がある場合などに、気軽に活用できるよ

う、掲示板を通じて学生に伝達している。 

 

5)新聞記事スクラップブック作成に関わる支援体制 

 平成 28（2016）年度からの「共通課題Ⅰ」の実施に伴って、商学 5 分野の専門基礎科目

（法学、経営学総論、経済学Ⅰ、簿記原理、マーケティング総論）では、担当教員の指導

の下で、学生が新聞記事スクラップブックを作成し、それの作成状況を、担当教員がチェ

ックすることになった。この一連の教育活動は、スクラップブックの配布と回収などに職

員の協力を得ての教職協働活動として平成 30（2018）年度も行われている。 

 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

1）学修支援の充実 

  本学には大学院がなく、また社会科学系であり、理系の大学が行っているような TA の組

織的体制は整備しにくい。しかし、専門ゼミナール・商学実習等の授業では、高学年が低

学年の指導を行うような授業支援が行われている。また、次のような内容で、職員を活用

した授業支援の取り組みを行っている。 

すなわち、既に、平成 26（2014）年度より、「情報処理基礎演習」の授業で職員が１名

アシスタントとして授業を支援してきたが、その上で、平成 29（2017）年度からは、新設

科目の「スピーチ・アンド・プレゼンテーション」でも同様の職員による授業支援が行わ
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れている。 

 また、平成 26（2014）年 2 月から業務委託契約を結んだ地域連携コーディネーター（本

学卒業生。平成 29（2017）年度に正規職員として採用）が、「商学実習Ⅰ・Ⅱ」への学修

支援を行う他に、見学先や実習先を含む地域の組織に関する情報の収集とその選定、およ

び具体的折衝、見学当日の引率補助等を行っている。また、商学実習Ⅱは学内プレゼン大

会が必須となっており、平成 28（2016）年度からは、このプレゼンの質向上をはかるため

の全履修学生を対象にした事前指導が職員によって行われている。 

この他に、地域連携コーディネーターの活動として、平成 28（2016）年度から学長裁量

経費を活用したアジア・マーケティング研修活動での学修支援（選抜学生の海外派遣とそ

れに伴う学生引率を含む）、課外活動としての学生の地域ビジネス研究活動への学修支援が

行われている。 

これらに加え、平成 28（2016）年度に実施された教育助手（1 名）による簿記検定のた

めの講習も引き続き実施されている。また、同教育助手は、平成 30（2018）年度には、リ

メディアル講座の「数学基礎演習」も担当している。 

この他に、平成 30（2018）年度には、別の職員による SPI 講座も実施されている。 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

令和元（2019）年度には、単位認定・成績評価要件として最低出席時数を 5 分の 4 とし、

その上で、やむを得ない欠席に対して、最大 2 回の特別補講を実施し、これを出席回数に

加えるという制度を設けることになった。 

この制度においては、欠席届の提出が、やむを得ない欠席の根拠資料とともに、学務課

になされ、その後に科目担当教員に回されるなど、従来とは異なる教職協働の取り組みが

必要になる。 

また、この制度に関連して、商学実習担当教員・ゼミ担当教員を中心に全教職員が連携

して行う授業への出席指導体制が有効に機能することが以前にも増して重要になる。 

新旧制度のそれぞれにおいて必要となる多様な教職協働を有効に連携させて、所期の目的

達成に繋げていくことが重要である。 

 また、新年度には、初年次教育科目としての内容も持っている 1 年次配当のキャリア・

プランニングの授業回の一部を、教員でなく、職員の担当とするなど、教職協働の新たな

取り組みが検討されている。これについても、学修支援効果の向上に繋げていくことが重

要である。 

 

 

2－3 キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 
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本学では、学生の就職・進学を支援するため、「キャリア開発課」を設けている。キャ

リア開発課は、就職業務全般を遂行し、就職・進学に関する事業計画の企画・立案を行う

とともに、学生のキャリア形成、就職指導、就職斡旋など就職支援に関する業務を行って

いる。１年次生からのキャリアサポート及び就職指導、求人企業の開拓、就職斡旋、就職

相談など、学生の就職意識の高揚及び就職活動を全面的に支援している。学生のニーズに

沿った多様な就職支援サービスを整え、ゼミナール担当教員と連携しながらキャリアサポ

ートや就職活動を支援している。 

 

表 2－3－1 本学の内定率・実就職率 

進路区分／年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

就職希望者（卒業者）   91（98） 56（61） 53（68） 

就職内定者（公務含む） 88 54 52 

自家営業従事者 2  0 0 

就職内定率（実就職率） 98.8（91.8） 98.2（88.5） 98.1（80.0） 

 

キャリア開発課内のレイアウトを工夫し、学生が進路・就職相談を気軽に受けることが

できるよう工夫した。就職資料室の向かい側に各職員の机を配置し、その横で学生と対面

し、指導している。さらに、学生が自由に利用できるパソコンを 5 台設置し、インターネ

ットによる企業情報収集、エントリーなどに活用できるようにしている。 

キャリア開発課からの必要な情報や連絡などは、メールを経由して学生の携帯電話に配

信している。また、学生は求人案内や学内説明会・選考会など様々な就職情報を、自宅か

らでもインターネットを利用することで得られるようになっている。 

就職に対する指導・助言については、キャリア開発課を中心に、ゼミナール担当教員、

課外活動の各クラブ顧問や監督と連携しながら、全学的に教職員一体となった体制をとっ

ている。 

 

1）キャリア・プランニング（1 年生必修科目） 

社会人としての必要な基礎力を身につける講座を年 15 回開講した。マナーやコミュニ

ケーション力、チームワーク等を 1 年次から意識して学生生活を送り、企業等が求める基

礎能力を身につけることが目的で、平成 30（2018）年度も、「MY CAREER NOTE」テキス

トを使用した。このテキストは、大学生としての心構えや高校と大学の学びの違い、大学

の学びと社会とのつながり、協働の必要性などについて重点をおいた内容で、グループワ

ークを取り入れ、課題発見やチームで問題解決することの難しさを実感させ、大学での学

びにつなげるきっかけとした。 

キャリア・プランニングの主な授業タイトルは「自己分析・自己理解」「メディアの活

用と情報収集」「コミュニケーションとビジネスマナー」「社会人としての基礎知識を学ぶ」

など。 
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2) キャリアガイダンス 

 キャリア教育の一環として、2 年次生を対象に、社会人基礎力や基礎学力を身につける

支援を行った。3 年次生に対しては、就職活動を始めるにあたっての心構えと自己分析の

必要性、職業選択や企業研究の仕方、就職活動に向けての準備ガイダンスを実施した。 

SPI 試験対策の 11 回の講座を合わせて、キャリアガイダンスを年計 33 回実施した。3

月の情報開示解禁日前の 2 月に講座を開き、就職活動に向けての心構えができ、積極的に

就職活動を始める学生が増えている。 

主なキャリアガイダンスのタイトルは、「就職活動を知る」、「公務員ガイダンス」、「筆

記試験対策」、「インターンシップガイダンス」、「社会について知る」など。 

 

3）WEB（SPI）試験対策 

就職活動において、WEB エントリーや WEB テストなどインターネットによる採用活動が

進んでおり、学生の WEB 活用力を高めるための対策を実施している。就職情報を扱う企業

のツールを活用し、WEB 試験の基本と操作方法についての事前説明を行ったほか、テスト

受験、テスト結果（成績）の見方などを実施した。 

平成 30 年（2018）度は、キャリアガイダンスのなかで、WEB（SPI）による筆記試験対

策を計 11 回、実施した。WEB テストのツールは「マイナビ 2020 全国一斉 WEB 模擬テスト」

を活用し、延べ 58 名の学生が受験した。継続的にこのツールを活用して受験・学習をし

ている学生には、テスト結果に上昇傾向がみられる。 

 

4）地元関係機関との連携事業 

(1)ハローワークとの連携支援 

ハローワークのジョブサポーターによる個別面談を学内で週一回、4 年次生を主対象と

して地元志向学生への情報提供とあわせて行った。さらに、今年度は、障がいのある学生

の就職活動支援を行っているハローワークの「みどりの窓口」と連携し、情報共有と障が

いのある学生に対するサポートを行い、就職内定実績を得ることができた。 

 

(2)北海道中小企業家同友会との連携事業 

北海道中小企業家同友会函館支部と連携して、会員企業から、若手社員及び本学卒業生を

講師として招き、職業職種セミナーを開催し、地元企業で働く魅力や職業観についての講演

を行った。夏季インターンシップの受け入れに関しては、加盟企業 12 社に受け入れ依頼を行

い、受け入れ可能企業は 8 社であった。その内、4 社に 5 名の学生の参加申し込みがあった。 

 

5）就職模擬面接研修会 

面接試験対策として、企業人事担当者を面接者に迎え、参加学生を 5 班に分けて個人面

接、集団面接、グループディスカッションなどの実践指導を行った。人事担当者が評価す

る視点などを、実践を通して学ぶ機会として、参加学生の満足度も高かった。平成 30（2018）

年度の参加学生数は計 31 名、面接者を迎えた企業は、㈱エイチ・ビー・エヌ、ネッツトヨ

タ函館㈱、函館酸素㈱、㈱みちのく銀行、㈱東京アカデミーの 5 社。 

 



函館大学 

23 

6）業界研究会 

 学生の質的なレベルアップを図るため、本学主催の業界研究会を開催しており、例年 60

社前後の参加がある。業界研究会は、本学の教育に関心を抱く人事担当者が参加し、企業

ごとにブースを設置する形式で実施している。参加学生に対して、業界の概要、当該企業

の立ち位置などを人事担当者から直接話しをしてもらうことで、学生の理解と就職活動に

対する意識を向上させることを目的としている。主対象を 3 年次生としながらも、1、2 年

次生、あるいはその時点でまだ内定を得ていない 4 年次生の積極的な参加も促している。

業界研究会終了後、採用情報と学生の就職活動について情報交換をして、交流を図ること

により、就職内定に繋がって行くケースもあり、大きな成果を上げている。 

  

表 2－3－2 業界研究会・就職懇談会参加実績  

＊業界研究会企業数の（ ）は道内参加企業数を示す。 

年度 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

企業数 参加者数 企業数 参加者数 企業数 参加者数 

業界研究会 55（29 ） 89 59(34) 97 60(35) 97 

就職懇談会 34 52 38 60 42(24) 56 

教職員参加人数 25 25 26（業研のみ含む） 

学年別参加総数 121 138 206 

１年生 6 13 86 

２年生 54 49 61 

３年生 48 51 50 

４年生 3 2 0 

短大生 10 23 9（1 年：食物科） 

３年次在籍数／参加率（％） 67 名／71.6% 68 名／75.0% 74 名／69.4% 
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7）企業訪問 

企業訪問は、採用実績のある企業に対して、採用の継続をお願いするとともに、内定に

対するお礼や新規開拓を目的に、就職委員を中心に関東、東北、北海道などで行っている。

企業訪問により、業界の様子、経営状態、採用状況、本学学生の動向や、企業がどのよう

な人材を求めているか等を把握できるため、教育、就職支援にフィードバックして役立て

ている。今後も継続して実施していく。 

 

表 2－3－3 企業訪問実績（過去 3 年間） 

訪問年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

訪問地区 
訪問 

企業数 

訪問 

者数 
ｺｰｽ数 

訪問 

企業数 

訪問 

者数 
ｺｰｽ数 

訪問 

企業数 

訪問 

者数 
ｺｰｽ数 

札   幌 15 2 1 14 1 1 17 2 1 

東   北 19 3 2 21 2 2 19 2 2 

東   京 35 3 3 31 3 3 33 3 3 

関   西 11 1 1 ― ― ― ― ― ― 

函館・道南 27 9 ―       34 6 ― 

合 計 107 18 7 66 6 6 103 13 6 

 

8）宿泊支援 

就職活動における学生の経済的負担を軽減するため、指定宿泊所（札幌、東京）での宿

泊費用の大半を本学が負担している。関東圏で就職活動を行う学生も多く、宿泊支援、AIRDO

就活支援割引を利用する学生が増加している。平成 30（2018）年度の宿泊支援利用学生数

は計 23 名、宿泊数は計 86 泊だった。 

 

9）AIRDO 就活支援 

平成 27（2015）年度より航空会社ＡＩＲＤＯ（本社・札幌市）との契約にもとづき、全

路線を就職活動の目的とした場合に限り、支援割引運賃で利用できるようになった。主な

利用路線は函館・東京間であり、昨年度同様に首都圏への活発な就職活動の支援を行った。

平成 30（2018）年度の利用者数は、函館⇔羽田が 31 名、新千歳⇔羽田が 1 名だった。 

 

10）個人面談 

2～4 年次生を対象に一定期間を設け、個人面談を実施した。2 年次生は将来の目標設定、

大学生活の過ごし方、3 年次生は自己分析、履歴書添削や希望調査の書き方を重点に助言・

指導を行なった。さらに、卒業後の進路についての希望調査を行った。4 年次生について

は、就職活動の状況を把握しながら、実践的な個別指導を随時実施し、タイムリーな求人

情報の提供を行った。 

 

11） 教職教育支援事業 

教職担当教員と連携して、教職課程の全ての履修学生を対象に、教員としての資質向上
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の学修から、教員免許取得、教員登録採用試験合格までの支援講座を開講していたが、平

成 27（2015）年度より講座開講を取りやめ、希望者に対し教職担当教員が個別指導して対

応している。 

 

12）SPI 適性試験およびコンピテンシー適性検査 

1 年次生と 3 年次生に対して「ＳＰＩ、コンピテンシー適性検査」を実施している。本

学入学時点で基礎学力のレベルを理解させ、継続して学習することの必要性を指導してい

る。また、コンピテンシー適性検査は客観的なデータで自分自身を見つめることで自身の

進路決定の参考として活用している。 

 

13）キャリア講演会 

キャリア教育の一環として、全学年を対象に将来の自分のあるべき姿をキャリア・プラ

ンニングさせる目的で、キャリア講演会や職業・職種セミナーを実施している。実社会で

活躍している様々な業界から講師を招き、会社組織と業務、社会とのかかわりについて行

う講演は、学生が就職意識を高める上で非常に効果的である。 

また、職業・職種セミナーでは、本学卒業生を講師として招き、1 年次キャリア・プラ

ンニングの授業を１コマ使い、「地元企業・中小企業の魅力」をテーマに 1 人 30 分程度の

話をしてもらうことで、学生の職業・職種の理解促進や大学生活での目標設定に役立てて

いる。 

 

14）インターンシップ 

市内企業の協力を得て夏季休業期間中にインターンシップを実施している。就業体験を

通じて社会や企業の実情を知り、働く意味や自分の職業適性を見つけるのが目的。平成 30

（2018）年 9 月 6 日の北海道胆振東部地震とブラックアウトの影響により、実習日の延期

や実習を中断した企業もあったが、平成 30 年度は 3 団体・9 企業 19 名と参加人数は前年

に比べて大幅に増加した。 

（1）実施期間 平成 30 年 8 月 20 日（月）～9 月 14 日（金） 

（2）実施日数 各社１週間程度 

 

表 2－3－4 インターンシップ受け入れ実績（過去 3 年間） 

年 度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

依頼社数 32 社 33 社 30 社 

受入社数/受入可能人数 34 社／123 名 22 社／ 99 名 19 社／84 名 

実績者数/参加者数 8 社／ 14 名 4 社／  6 名 12 社／ 19 名 

 

15）保護者に対しての就職支援・情報提供 

学生の保護者に対しては、「協学会」（学生の父母組織で PTA に相当）の地区懇談会にお

いて、就職を含めた相談会を開催している。 

また、保護者含む三者面談を実施している。卒業後の進路の方向性が定まっていない学
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生や出席不良により卒業が危ぶまれる学生、就業意欲の低い学生を対象とした。三者面談

により、就職活動、進路決定への理解を得たうえで保護者と協力し、就職支援指導を行う

ことが出来たため、三者面談実施対象者６名のうち２名の学生の進路・就職先が決定した。 

保護者三者面談 【日時】平成 31 年 1 月 23 日（水）17：00～ 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の課題は、1 年次生・2 年次生からの「基礎学力向上」と「職業人としての就職意

識向上」を図ることである。「基礎学力向上」については、定期的に実施している SPI 適性

検査や WEB 模擬テストの受検機会の提供を今後も継続し、学生の学習意欲を喚起していく。

また、多様化する採用試験に対し、e-ラーニングや WEB エントリーシート、WEB テストな

どインターネットでの採用活動による対策もさらに講じたい。 

「職業人としての就職意識向上」については、近年、産業構造の変化や就業形態の多様

化などにより、労働市場をめぐる就職環境も目まぐるしく変化している状況にある。キャ

リア講演会や職業・職種セミナー、マナー講座等を通じて、就職は自分の問題であること

を理解させ、キャリア・デザインを描かせることが大切である。これらは、目的ある大学

生活をおくることにも繋がるため、更に充実した内容になるよう改善していく。 

インターンシップについては、キャリア教育の観点からさらに充実していく必要がある。

参加学生の増加をはかる意味でも学生の希望業種にあったインターンシップ受け入れ企業

を確保していく。 

なお、ここ数年、留学生の日本での就職希望者もいることから、留学生対しても就労支

援をしていく。 

キャリアサポートの基本は、個別相談であり、学生のニーズに沿った助言指導体制を心

掛けていく。就職ガイダンス、就職模擬面接研修会 、業界研究会、企業訪問等をさらに内

容を充実させ、より多くの学生が参加するよう工夫していく。また、ゼミナールとの連携

を図りながら、全学の教職員の協力体制のもと就職希望学生全員の就職をめざしていく。 

 

 

2－4 学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

（1）2－4 の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

1）奨学金 

本学独自の給付型の奨学金制度として、「甲種」および「乙種」の特別奨学生（以下、特

奨生と称す）を設けている。これらの特奨生に対しては、学費の全額、または一部を給与

するものとしている。 

「甲種」特奨生は、学業関係と課外活動関係の二種類に分類され、その資格としては、

高等学校において、学業、もしくは課外の文化活動・体育活動において、成績優秀、顕著



函館大学 

27 

な業績をあげるとともに、入学後も本学の発展等に貢献しうると認められる者となってい

る。 

「乙種」特奨生は、経済的に就学が困難な者で、本学が定める家計基準に合致する者に

給付するものであり、「甲種」よりも、学業不振時や家計急変時などに、より手厚い対応を

優先して受けられるものである。 

「甲種」「乙種」の特奨生ともに、本学の規程にもとづき、選考から運用まで、適正に行

っている（以上【資料 2－4－1：「函館大学特別奨学生(給与)規程」「函館大学乙種特別奨学

生の取扱実施細則」】）。 

本学独自の貸与型奨学金制度としては、「野又学園奨学金」と「野又貞夫奨学金」がある。

上記の「乙種」特奨生は、学年が上がるごとに学業成績基準が厳しくなるしくみになって

おり、3・4 年次において奨学金の給付が受けられなくなった者に対しては、奨学金と同額

を無利子で貸与する奨学金制度がある。これが、「野又学園奨学金」である。 

「野又貞夫奨学金」は、日本学生支援機構など他からの借り入れがある場合には利用で

きないので、通例の形での利用者は近年がいない状況である。しかしながら、卒業時に学

費等の滞納があり、教育ローン等の利用ができない学生については、特例として、この奨

学金を貸与している。 

これら本学独自の奨学制度以外に、日本学生支援機構奨学金および地方公共団体等の外

部奨学金がある。後者に関しては、募集要領等の情報を掲示して案内するにとどまる。前

者については、学務課が中心となり、学生への案内、相談・指導、および手続等を行って

いる。機構への推薦については、基準を満たした学生を記した原案に基づき、学生委員会

の承認を得て、適正に行っている。 

日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けているものは、平成 30(2018)年度では、在籍全

学生 341 名のうち、58.9％の 201 名（実数＝一種・二種の併用者を除く）、平成 31(2019)

年度では 367 名のうち、62.1％の 228 名となっている。【資料 2－4－2：（学生委員会資料

（奨学金関連））】。 

次に、本学が給付している、上記の「甲種」「乙種」の奨学生については、平成 30(201

8)年度は、「甲種」特奨生は合計 60 名（内訳は、1 年次が 8 名、2 年次 15 名、3 年次 19 名、

4 年次 18 名）となっている。「乙種」特奨生は、合計 114 名（内訳は、1 年次が 58 名、2

年次 43 名、3 年次 7 名、4 年次 6 名）となっている。 

また、上記の「野又学園奨学金」の貸与を受けている者は、平成 30(2018)年度では、3・

4 年生を合わせて、12 名となっている。【資料 2－4－3：（学生委員会資料（奨学金関連））】。 

このほか、自然災害や突発的な家庭環境の変化によって就学困難な状況に陥った学生に

対しては、その都度適時に適切な対応策（学費の減免や各種奨学金の臨時申請等）を講じ

るよう配慮している。【資料 2－4－4：（災害時の対応例（東日本大震災時））】 

 

2）間接的経済支援 

  学生寮および格安アパ－ト等学生宿舎の提供とアルバイト情報の提供・紹介を行ってい

る。いずれも、学生部の掲示板等をつうじて情報提供している。 

  学生宿舎は、入試政策面での配慮に基づく重点施策でもある。【資料 2－4－5：（学生宿

舎関連資料）】に示すとおり、いずれも、格安料金の学生寮およびアパ－トを用意し提供し
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ている。学生宿舎には学園所有のアパ－トと借上契約のそれとがある。近年は、毎年度の

入居希望者数を見計らいつつ、入居者の配置を工夫・整理し、借上契約の余剰戸数を縮小

する方策を進めてきた。これは、入学者数にあった適正規模の学生宿舎の運用、老朽化し

つつある学生宿舎（その備品等）の代替方策の検討、入学者の多様なニーズに合致した新

しいタイプの学生宿舎を模索するなかで進めてきたものである。 

これをうけて、平成 30(2018)年度に新たに 50 室の学生寮を建設し、平成 31(2019)年よ

り入居を開始している。これにより老朽化が進んだ学生宿舎を整理し、学生へのサービス

の維持、向上を図ることとした。 

上記以外のアパ－トの賃貸情報およびアルバイト情報の提供は、掲示板をつうじて行っ

ている。ただし、アルバイト情報の提供に関しては、学業に差し支えないようにとの配慮

から、学生の職種・内容・時間帯として相応しいものに限定している。 

 このほか、函館市内・近郊からの通学生をサポートするために、無料の学園通学バスを

朝夕の時間帯に運行している【資料 2－4－6：（無料通学バス路線図『2019 函館大学案内』）】。 

 

3）課外活動への支援 

  課外活動を支援する中心組織として、学生（正会員）および教職員（特別会員）等によ

って構成される「学友会」がある。スポ－ツならびに学術文化の学生諸団体による活動を

推進支援するために、学生主体の総務局が中心となり、顧問教職員の助言協力を得ながら

企画運営にあたっている。なお、総務局は大学祭の企画・実行の母体も兼ねている。 

  学友会の運営予算は、正会員からの会費および大学・同窓会からの援助金で賄われてい

る。学友会加盟の学生諸団体に対する活動予算の配分および管理業務は総務局が担い、最

高決議機関である「中央委員会」の議を経て執行されている。中央委員会は、専門ゼミナ

－ル、商学実習の各クラス、各部会（クラブ）からの代表代議員によって構成され、毎年

2 回（春と秋）開催される。【資料 2－4－7：（学友会「中央委員会」開催資料）】 

 

4）保健衛生面での支援 

  学生生活上の悩みを抱える学生からの相談には、第 1 次的には教職員が対応するが、よ

り専門的には「保健室」および「ピア・サポートセンター」を設けて対応している。保健

室には 1 名の看護師（臨時職員）が授業期間中、週 5 日体制で勤務し、ケガ・急病の応急

措置および身体的・精神的悩み等の健康相談に応じている。その利用状況は【資料 2－4－

8：（保健室利用状況）】のとおりである。 

 また、平成 27 年（2015）度からは、学生寮に居住する野球部員に対するインフルエンザ

の予防接種の奨励など、保健衛生指導にも取り組んでいる。 

 

5）函館大学におけるピア・サポートの取り組み 

平成 22(2010)年度に文科省大学教育・学生支援推進事業大学教育推進プログラムに選定

されたことから、本学におけるピア・サポートの取り組みを開始した。具体的には、学内

にピア・サポートセンターを開設し、支援者としてカウンセラ－（臨床心理士）を配置し

ている。心理面での援助を要する学生だけでなく、多数の学生が日常的な居場所として利

用しており、学生同士の交流の場・助け合いの場となっている。さらに、本学の定める要



函館大学 

29 

件を満たした学生を「函館大学ピア・サポーター」として認定し、その学生を中心に新入

生へのサポート活動等を実践している（なんでも相談コーナーの設置、履修登録のサポー

ト、談話会・交流会の開催など）。なお、平成 29（2017）年 6 月までの認定証交付者は延

べ 18 名である。 

ピア・サポートセンターに配置された臨床心理士によるカウンセリングはいわゆる学生

相談室の機能を持ち、学生の心理的な相談にあたっている。この臨床心理士は、本学の付

属校である函館大学付属有斗高等学校、及び函館大学付属柏稜高等学校にそれぞれ週 1 回

スクールカウンセラーとして勤務し、付属校から本学に進学してくる学生の情報を把握す

ることが出来ている。また、新入生については、全学生を対象に個別面談を実施し、心理

的な問題を抱える学生の早期把握に努めている。必要に応じて保護者や学外専門機関など

とも連携しながら対応・支援を進めている。【資料 2－4－9：（学生相談（カウンセリング）

実施状況）】 

  また、障がいのある学生や支援を必要とする学生に対して公正な教育を保障し、本学に

おける学生支援に関する事項を円滑に運営・実施することを目的とした「チーム支援会議」

を月 1 回定期開催している。平成 27(2015)年度は、専任教員 4 名、入試課員（1 名）、キャ

リア開発課員（1 名）、看護師、臨床心理士（各 1 名）の合計 8 名の構成で、平成 28(2016)

年度は、入試課員が学務課員に代わった。【資料 2－4－10：（「函館大学チーム支援会議規

程」「函館大学障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針」等）】 

この会議では、本学の学生支援体制の整備に関する事項の検討、支援を要する学生につ

いての情報交換および対応の検討などを行っている。特に配慮を要すると判断された学生

については、「チーム支援会議」の議長から教授会に報告を行うなどして、教職員全員での

情報共有を行っている。【資料 2－4－11：（「平成 29（2017）年度 チーム支援会議 総括」）】 

 

6）新入生に対する支援 

大学に入学後、友人を作れなかったなどの理由で学校になじめず、十分に通学できない

まま退学していくことがある。本学ではそういったことを少しでも減らすため、平成 24(2

012)年度より、「新入生歓迎イベント」を行っている。このイベントは本学の学生組織であ

るイベント実行委員会が中心となって行っているもので、入学式直後の 1 日をあて、新入

生をグループ分けした後、上級生が学内をゲーム感覚で案内したり、上級生や教員と新入

生が食事を共にしたりするものである。 

平成 27(2015)年度～平成 30(2018)年度ともに、このイベントへの 1 年生の出席率は、1

00％であった【資料 2－4－12：（「新入生歓迎イベント 2018 実施報告書」、平成 30 年度学

生部総括資料「平成 29・30 年度学生関係資料」等）】。 

なお、１年次の退学者は、平成 25 年度 2 名、平成 26 年度 5 名、平成 27 年度 1 名、平

成 28 年度 2 名、平成 29 年度 6 名、平成 30 年度 1 名となっている。【資料 2－4－13：（平

成 30 年度「新入生歓迎イベント」開催資料、「新入生歓迎イベント 2018 実施報告書」、平

成 30 年度学生部総括資料「平成 29・30 年度学生関係資料」等）】 

また、担任制を実施しており、1 年次においては少人数の必修科目「商学実習Ⅰ」の担

当教員が担任となり、学修・学生生活等について意見を聞く体制となっている。この中で

学修面に大きな問題があると判断された場合には、学長が面談し指導を行い、健康や生活
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に問題があると判断された場合にはそれぞれの担当職員がケアしていく体制をとっている。 

このほか、平成 28(2016)年度入学生からは、健康に不安を抱える入学生に対して、入学

前に健康状態を申告してもらい、相談にのったり、対応を行ったりする制度を開始した【資

料 2－4－14：（「入学前相談書」ほか）】。申告した入学生に対しては、臨床心理士、保健室、

職員が聞き取りを行い、上記の「チーム支援会議」から教授会に報告を行い、適切な指導、

サポートなされるような体制をとっている。 

 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

退学率は減少傾向にあるが、継続して改善に努めていく。特に、就学年限内の退学率に

留意し、学修・生活両面から問題を抱える学生の早期発見、指導・支援を行う体制を強化

していくこととする。 

また、奨学金に関して、卒業後の返済率の改善に努力していく。そのために、奨学生の

採用の時点で人物、家庭環境等を厳格に審査した上で、卒業時の指導を見直すなどの方策

を検討していくこととする。 

学生寮を新築し、学生の生活環境が改善されたが、なお老朽化した宿舎も利用されてい

るため、集約を進め、整理・改善を行っていく。 

 

 

2－5 学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

 本学キャンパスは、約 80,186.55 ㎡の校地からなり、在籍学生数は 367 人であるから、

大学設置基準に定める１学生あたりの校地面積 10 ㎡は十分充足している。 

 校舎の延べ床面積は、20,308.88 ㎡である。大学設置基準に定める１学生あたりの校舎

面積は、収容定員 400 人であるから、「（収容定員－400）×1,653÷400＋3,305」の計算式

により 3,305 ㎡以上が必要であるが、この基準は十分充足している。 

 施設の維持、管理は総務課が担当している。設備等の点検整備は、委託業者と契約し、

日常及び定期の維持・管理・点検・保守を行っている。施設・設備等で修理・改善等の必

要がある場合には、直ちに委託業者あるいは関連業者に連絡し、対応している。 

 学内警備業務・学内清掃業務は、外部業者と委託契約を結んでいる。キャンパスの環境

維持、エレベーター・冷暖房および空調・消防・電気関係設備等についても専門業者と委

託契約を結び、定期的に点検し、安全管理に努めている。 

 なお、平成 29(2017)年度には、以前から学生満足度調査等で要望が多かったトイレの改
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修工事（洋式化及び温水洗浄便座の設置）を行った。 

講義室は約 30 人収容の小教室から 506 人まで収容できる階段教室まで合計 31 室、ゼミ

等 10 人前後収容できる演習室は 27 室ある。移動スクリーン・可動式 AV 機器・プロジェク

ターも用意され、講義等で有効に利用されている。 

講堂（330 ㎡）は行事等で使用するほか、学生は届出により利用可能である。 

研究室は 51 室あり、教員数と照らして十分に余裕がある。研究室の１室を地域の外部

団体である「函館文化会」に貸与している。 

また、平成 25(2013)年 4 月から、函館市景観形成指定建築物で函館西部地区にある旧金

森船具店を賃借して「函館ベイエリア・サテライト」を本学のサテライト・オフィスとし

て設置しており、本学フィールドワークの拠点として活用するとともに、キャンパス・コ

ンソーシアム函館に所属する高等教育機関等にもしばしば利用されている。（113.83 ㎡）

【資料 2－5－1：（函館大学ベイエリア・サテライト利用案内）】 

屋外運動施設としては、多目的グランド（約 11,846 ㎡）、テニスコート（3 面、2,276

㎡）がある。また、大学から徒歩 15 分の位置に野球場（約 25,100 ㎡）を整備している。

野球場、テニスコートはいずれも夜間照明を備えている。 

体育館および学生会館（2,648 ㎡）は、アリーナ（1,566 ㎡）、武道館（264 ㎡）、トレー

ニングルーム（146 ㎡）、多目的室（174 ㎡）、シャワー室、部室（36 室）、学友会室、会議

室を備えている。体育館には常駐の技術職員（外部委託）がおり、利用者がいる時間帯の

施設管理を担っている。 

音楽棟は 193 ㎡あり、防音装備したスタジオ 3 室を備えており、音楽関係のクラブで利

用している。 

平成 28(2016)年度末には「私立大学等教育活性化設備整備事業補助金」を活用し、1 階

の学生ホールをラーニング・コモンズとして活用すべく整備・充実した。 

保健室（23 ㎡）、ピア・サポートセンター(144 ㎡)では、看護師および臨床心理士が学

生のケアをしている。 

その他、学生用ロッカールーム(85 ㎡)があり、個人用ロッカーが割り当てられている。 

 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

 情報施設は、情報処理室（1 室）がある。情報処理室にはパソコンを 41 台配備し、授業

で活用している。授業で使用していないときには、学生が自由に利用できるよう常時開放

している。平成 23(2011)年度より、入学時にパソコンの所持を義務付けているため、情報

処理室としては十分な台数である。また、学生のほぼ全員がスマートフォン等の端末を所

持するようになり、無線 LAN 環境のさらなる整備が必要になったことから、平成 29（2017）

年度には学内無線 LAN 回線の改修工事を行った。 

 「図書館」は 2 階建てで、床面積 2,229 ㎡、閲覧席 157 席である。蔵書は約 18 万冊、雑

誌は 3,100 種、視聴覚資料 2,700 点を所蔵している。館内では視聴覚教材の VHS、LD、DVD

などが視聴できる。また、館内には資格取得支援コーナーを設け、本学が注力している英

語関係資格や会計関連資格の資料を準備し、学生が活用している。 

また、利用者がより入館しやすくなるように、平成 24(2012)年 10 月には BDS（図書盗

難防止ゲート）を設置し、さらに、インターネット（OPAC）での蔵書検索、新刊本の案内
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および図書館のディスプレイにおいて、デジタル・サイネージ（電子看板）での新着図書・

雑誌の情報を提供している。なお、蔵書検索については、大学内だけではなく学園内各校

の蔵書も検索できるよう、現在整備を進めている。 

なお、図書館の開館時間は平日（月～金曜日）が 9：00～20：00、土曜日が 9：00～13：

00 の 2 体制で運営し、一般市民にも開放し、好評を得ている。 

 図書館の運営は館員が日常的に行っており、適宜点検している。蔵書の除籍に関する規

程も整備しており、十分な広さと受け入れ余力を確保することができている。【資料 2－5

－2：（函館大学図書館規程）】 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

バリアフリーについては、学内各所にスロープや手摺を設置するとともに、学内 1 か所

にエレベーターを設置して対応している。また、学生や教職員だけでなく、近隣の住民が

学内の簡易郵便局や銀行 ATM を利用する際のこと等を考慮して、前述のトイレ改装工事の

際に一階の正面玄関直近に多目的トイレを設置、裏口直近におむつ交換台も備えた多目的

トイレを設置し、車いす利用者や乳幼児に対応できるようにした。 

学生の憩いの場としては、学生食堂（330 ㎡）、談話室・喫茶（406 ㎡）、学生ホール・

リラックスコーナー（3 か所 669 ㎡）がある。また、書店・簡易郵便局・銀行 ATM を備え

ており、これらは学生のみならず、近隣市民もよく利用している。 

駐車場は約 250 台駐車できるスペースを函館短期大学と共同で確保しており、学生は車

で通学することが可能である。本学では各教室等の施設の利用状況に応じて様々な機関に

施設貸し出しを行っており、その際には十分な駐車台数があるため利用者から喜ばれてい

る。 

 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

平成 30(2018)年度は、50 名以上 100 名未満の講義が 28 科目（12.1％）、50 名未満の講

義が 198 科目（85.3％）であった。 教養ゼミナール・商学実習・情報処理基礎演習につい

ては受講者数を制限している。その他の科目は受講者数を制限していないが、教育に支障

をきたすような人数になる科目は生じていない。 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の現状の学生数であれば、校舎の規模等は問題ない。老朽化しつつある設備を順次

更新していくとともに、情報系設備については、学生の PC や情報端末の使用状況に応じて、

環境を整備していく。また、今後は英語教育の強化及び留学希望者の増加に向けての国際

交流関係スペース（Web による自学自習スペース、I-lounge 等）を整備する予定である。 

 

 

2－6 学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 
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2－6 学生の意見・要望への対応 

（1）2－6 の自己判定 

「基準項目 2－6 を満たしている。」 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学修支援に関する学生の意見・要望は、本学では、在学生に対する「学修行動調査」（記

名式）と、各授業科目の「授業評価アンケート」で収集している。 

前者の「学修行動調査」は、教員と職員からなるＩＲ委員会が主管し、毎年実施してい

る。「学修行動調査」では、在学生の生活行動、授業外学習時間、課外活動への参加状況、

資格・免許取得の意向、授業の進行速度、大学生活で身につけたい能力等、進路の希望、

図書館の利用状況、Wi-Fi 環境など、大学生活に関する広範な事柄について聞き取りを行

っている。 

ＩＲ委員会では、この結果を分析して、在学生の生活実態とともに、学修に関わる在学

生の要望がどのへんにあるのかを把握するように努めている。また、分析結果の大要を教

授会に報告して、教職員で情報を共有すると同時に、具体的な改善に役立てている。（【Ｉ

Ｒ委員会議事録】） 

改善の具体例としては、在学生の資格取得の意向と、学力向上をめざす政策的な判断か

ら、平成 29(2017)年度、２年生全員を対象に大学の費用負担による TOEIC IP 受験制度を

始めた。平成 30(2018)年度には、同じく大学の費用負担で日商簿記３級受験制度（簿記原

理を履修する 1 年生対象に実施）の設置などがある。（【教育改善会議議事録】） 

また、こうした資格の受験をサポートする教職員による課外講座の開講（日商簿記検定

対策）や、ネイティブによる英語コミュニケーションカフェなどの学修機会の拡充の取り

組みもなされている。 

このほか、平成 27（2015）年度から、入学時に新入生全員に対して、「SPI 適性検査」（言

語・非言語に関するテスト）を実施し、すべての入試区分で入学してきた学生の学力を把

握している。そこでの成績下位の学生に対しては、学修相談員（非常勤講師）による週 1

コマの個別指導教育を行っている。これは、学生の要望等に基づくものではないが、個別

の面談を通じて学生の本音を聞き出し、学生ができるところから着実に勉強に取り組むよ

う指導し、学修に向けた姿勢の改善を図っている。平成 30(2018)年度には、本学の授業と

の関連で必要な学習内容に限定して、高校までの学習内容を補うために、「国語基礎演習」、

「数学基礎演習」、「英語基礎演習Ⅰ（語彙）」、「英語基礎演習Ⅱ（文法）」の 4 講座を設置

して、在学生の学修支援体制の改善を実施した。（【教育改善会議議事録】） 

「授業評価アンケート」は、ＦＤ委員会が主管して、学期の終わり頃の授業時間に、各

授業科目の担当教員が配布・回収する形で実施している。この質問項目には、板書の見や

すさ、声の聞き取りやすさなどのほか、授業に関する自由記述欄があり、そこに学修支援

に関する要望が記されることがある。 

このアンケートの結果は、ＦＤ委員会で分析して、教員全体の授業の態様、改善点の把

握に役立てている。また、科目ごとのアンケート結果は、担当教員にフィードバックして
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おり、学生からの指摘に対しては、担当教員がコメントをする形で、意見の交換がなされ

るしくみになっている。 

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

1）心身・健康に関する学生の意見等の把握・分析 

学生からの健康に関する相談窓口として、一般の教職員以外に、より専門的な対応を行

う「保健室」および「ピア・サポートセンター」を設けている。 

保健室には 1 名の看護師（臨時職員）が授業期間中・週 5 日体制で勤務し、ケガ・急病

の応急措置および身体的・精神的悩み等の健康相談に応じている。その利用状況は【資料

2－6－1：（保健室利用状況）】のとおりである。 

本学のピア・サポートセンターは、平成 22(2010)年度に文部科学省大学教育・学生支援

推進事業大学教育推進プログラムに選定されたことを端緒とする。ピア・サポートセンタ

ーには、支援者としてカウンセラー（臨床心理士）を配置している。心理面での支援を要

する学生だけでなく、多数の学生が日常的な居場所として利用しており、学生同士の交流

の場・助け合いの場となっている。 

さらに、本学の定める要件を満たした学生を「函館大学ピア・サポーター」として認定

し、その学生を中心に新入生へのサポート活動等を実践している（なんでも相談コーナー

の設置、履修登録のサポート、談話会・交流会の開催など）。なお、平成 30(2018)年 2 月

までの認定証交付者は延べ 37 名である。 

ピア・サポートセンターに配置された臨床心理士によるカウンセリングはいわゆる学生

相談室の機能を持ち、学生の心理的な相談にあたっている。この臨床心理士は、本学の付

属校である函館大学付属有斗高等学校、及び函館大学付属柏稜高等学校にそれぞれ週 1 回

スクールカウンセラーとして勤務し、付属校から本学に進学してくる学生の情報を把握す

ることが出来ている。なお、平成 30(2018)年度については、臨床心理士の育児休暇取得に

ともない、上記の体制を変更した。 

新入生については、ピア・サポートセンターの臨床心理士が、全員を対象に個別面談を

実施し、心理的な問題を抱える学生の早期把握に努めている。必要に応じて保護者や学外

専門機関などとも連携しながら対応・支援を進めている。【資料 2－6－2：（学生相談（カ

ウンセリング）実施状況）】 

  このほか、平成 23(2011)年度に、障がいのある学生や支援を必要とする学生に対して公

正な教育を保障し、本学における学生支援に関する事項を円滑に運営・実施することを目

的とした「チーム支援会議」を設置し、平成 28 年度には、規程などを整備して現在にいた

っている。 

この会議は、専任教員 4 名、事務職員（2 名）、看護師、臨床心理士（各 1 名）で構成さ

れ、月 1 回程度会合を持ち、本学の学生支援体制の整備に関する事項の検討、支援を要す

る学生についての情報交換および対応の検討などを行っている。 

平成 28(2016)年度入試からは、健康に不安を抱える入学生に対して、入学前に健康状態

を申告してもらい、相談にのったり、対応を行ったりする制度を開始した【資料 2－6－3：

（「入学前相談書」ほか）】。 
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在学生・新入生ともに相談があった学生に対しては、臨床心理士、保健室、職員が聞き

取りを行い、その内容を上記の「チーム支援会議」から教授会に報告を行い、適切な指導、

サポートなされるような体制をとっている。【資料 2－6－4：（「函館大学チーム支援会議規

程」「函館大学障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針」等）】【資料 2－6－5：（「平

成 30（2018）年度 チーム支援会議 総括」）】 

 

2)経済的支援に関する学生の意見等の把握・分析 

現在、本学が提供している学生向けの経済的な支援を大別すると、奨学金、学生宿舎、

課外活動支援、その他がある。 

・奨学金 

奨学金については、本学独自の奨学制度と、それ以外の日本学生支援機構や地方公共団

体等による外部からの奨学金に大別される。後者に関しては、募集要領等の情報を掲示し

て案内するにとどまる。前者については、学務課が中心となり、学生への案内、相談・指

導、および手続等を行っている。また、機構への推薦、受給の廃止等については、学務課

が作成した資料に基づき、学生委員会の承認を得る形で適正に行っている。 

本学独自の奨学金として、「甲種」「乙種」の 2 種類の特奨生がある。「甲種」特奨生は、

学業関係と課外活動関係の二種類に分類され、その資格としては、高等学校において、学

業、もしくは課外の文化活動・体育活動において、成績優秀、顕著な業績をあげるととも

に、入学後も本学の発展等に貢献しうると認められる者となっている。 

「乙種」特奨生とは、経済的に就学が困難な者で、本学が定める家計基準に合致する者

に給付するものであり、「甲種」よりも、学業不振時や家計急変時などに、より手厚い対応

を優先して受けられるものである。 

「甲種」「乙種」の特奨生ともに、本学の規程にもとづき、選考から運用まで、適正に

行っている。（以上【資料 2－6－6：（「函館大学特別奨学生(給与)規程」「函館大学乙種特

別奨学生の取扱実施細則」）】） 

このほかの本学独自の貸与型奨学金制度としては、「野又学園奨学金」と「野又貞夫奨

学金」がある。上記の「乙種」特奨生は、学年が上がるごとに学業成績基準（通算ＧＰＡ

による）が厳しくなるしくみになっており、3・4 年次において奨学金の給付が受けられな

くなった者に対しては、奨学金と同額を無利子で貸与する奨学金制度がある。これが、「野

又学園奨学金」である。 

「野又貞夫奨学金」は、日本学生支援機構など他からの借り入れがある場合には利用で

きないので、通例の形での利用者は近年いない状況である。しかしながら、卒業時に学費

等の滞納があり、教育ローン等の利用ができない学生については、特例として、この奨学

金を貸与している。 

日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けている者は、平成 29(2017)年度では、在籍全学

生 302 名のうち、63.9％の 193 名（実数＝一種・二種の併用者を除く）、平成 30（2018）

年度では、在籍全学生 341 名のうち、60.4％の 206 名となっている。【資料 2－6－7：（学

生委員会資料（奨学金関連））】。 

次に、本学が給付している、上記の「甲種」「乙種」の奨学生については、平成 30（2018）

年度は、「甲種」特奨生は合計 54 名で、その内訳は、1 年次が 8 名、2 年次 10 名、3 年次



函館大学 

36 

18 名、4 年次 18 名となっている。「乙種」特奨生は、合計 114 名で、その内訳は、1 年次

が 58 名、2 年次 43 名、3 年次 7 名、4 年次 6 名となっている。 

また、上記の「野又学園奨学金」の貸与を受けている者は、平成 29(2017)年度では、3・

4 年生を合わせて 25 名、平成 30 年度では 12 名となっている。【資料 2－6－8：（学生委員

会資料（奨学金関連））】。 

このほか、自然災害や突発的な家庭環境の変化によって就学困難な状況に陥った学生に

対しては、その都度適時に適切な対応策（学費の減免や各種奨学金の臨時申請等）を講じ

るよう配慮している。【資料 2－6－9：（災害時の対応例（東日本大震災時））】 

・学生寮・学生宿舎 

  奨学金以外の在学生に対する経済的な支援として、学生寮および格安アパ－ト等の学生

宿舎の提供を行っている。 

  学生宿舎については、もともと入学時の経済的負担の軽減を意図した入試政策面での施

策であった。近年、入学生のニーズが多様化してきたこともあり、多様なニーズに対応す

べく、学生寮の整備に注力している。 

大学近接の硬式野球部専用の第 2 学生寮に続いて、その隣りに、平成 31（2019）年 4 月、

函館短期大学と共同で第 1 学生寮を新築した。また、令和元年（2019）年度中に、函館市

湯川町に、学生寮の新設（新築）を計画している。 

上述の格安なアパート等の学生宿舎については、学園所有のアパ－トと借上契約のそれ

とがある。近年は、毎年度の入居希望者数を見計らいつつ、入居者の配置を工夫・整理し、

借上契約の余剰戸数を縮小する方策を進めてきており、今後も縮減していくことになる。

【資料 2－6－10：（学生宿舎関連資料）】。 

・課外活動支援 

課外活動を支援する中心組織として、在学生（正会員）および教職員（特別会員）等に

よって構成される「学友会」がある。スポ－ツならびに学術文化の学生諸団体による活動

を推進支援するために、学生主体の学友会の総務局が中心となり、顧問教職員の助言協力

を得ながら企画運営にあたっている。なお、総務局は大学祭の企画・実行の母体をも兼ね

ている。 

  学友会の運営予算は、正会員からの会費および大学・同窓会からの援助金で賄われてい

る。学友会加盟の学生諸団体に対する活動予算の配分および管理業務は総務局が担い、最

高決議機関である「中央委員会」の議を経て執行されている。中央委員会は、専門ゼミナ

－ル、商学実習の各クラス、各部会（クラブ）からの代表代議員によって構成され、毎年

2 回（春と秋）開催される。【資料 2－6－11：（学友会「中央委員会」開催資料）】 

 「中央委員会」に先立って、在学生の学友会役員と担当教職員で構成される「運営協議

会」が開催される。運営協議会は、学友会の運営（役員、事業、予算・決算、その他）に

関する協議の場となっており、上記の「中央委員会」とともに、在学生の意向を聴取する

機能も果たしている。こうしたところで出された要望についても、出席の教職員がくみあ

げ、実現するように努力をしている。 

・その他 

在学生の利便や健康の向上のために、アパートの賃貸情報の提供、アルバイト情報の提

供、第 1 学生寮に居住する野球部員に対するインフルエンザの予防接種の奨励（平成 27（2
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015）年度から）、函館市内・近郊からの通学生をサポートする無料学園通学バスの運行な

どのサービスや支援を行っている。【資料 2－6－12：（無料通学バス路線図『2020 函館大学

案内』）】。 

 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学修環境に関する学生の意見等の把握については、おもに「学生生活満足度調査」（上

述）、「学生 FD 授業アンケート」、学生代表からの意見聴取などによって行っている。 

最初の「学生生活満足度調査」は、ＩＲ委員会を主管としたもので、上述の「学修行動

調査」と同様の生活行動とともに、教室、図書館、体育館、保健室、情報処理室、キャリ

ア開発課、学生会館、食堂・喫茶の利用度や満足度、シラバス・学生便覧の活用度や利便

性、大学からの情報提供の頻度やわかりやすさ、大学のイベント、教職員の対応、そのほ

か大学生活の全般の満足度などについて聞き取りを行っている。【学生生活満足度調査 結

果報告書】 

その結果については、ＩＲ委員会で分析を行い、「学修行動調査」と同様に、教職員間

でその結果について情報共有するとともに、改善に努めている。 

こちらの具体的な改善例としては、教室の椅子の改善、トイレの改善（洋式化、温水洗

浄式への転換、手の乾燥機設置）などがある。 

二番目の「学生ＦＤ授業アンケート」とは、学生が、本学の授業や教育内容に対して改

善の要望がある場合に、学内に設置された「学生ＦＤ授業アンケート」の投書箱に記名式

で投書し、学長に直接に意見を届けることができる制度である。年に数件の投書が寄せら

れ、体裁や内容を確認して、重大なものについては、学長が学生から直接に意見を聴取す

るなど、適切な対応を行っている。 

三番目の学生代表からの意見聴取については、平成 30（2018）年９月に初めて実施した

ものである。大学の自己点検評価委員会に学生の代表 3 名を招請する形で、本学の施設に

ついて意見を聴取した。（【自己点検評価委員会 議事録】H30/9/26） 

 この意見聴取においては、学修環境について、教室関係では、網戸や冷房設備の設置、

椅子や Wi-Fi 環境の改善。体育施設関係では、体育館の多目的室トレーニングルームの清

掃状況や床などの傷みについて改善の要望が出された。 

このように、学修環境に関するいくつかの観点から調査により、当該の観点での学生の

要望・意見は、かなりの程度把握し、それを分析して活用できていると考えている。 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

上記の①～③のうち、学修支援、健康相談、学修環境などの観点においては、各種のア

ンケート、面談、情報共有の会議などによって、在学生の意見や実態をある程度把握し、

活用できているものと思われる。 

しかしながら、学修支援、学修環境という面では、学生の資格等の取得意向、理解度に

応じた授業進度、冷暖房などの設備に関する不満など、より深く正確に学生の要望を聞き

取り、活用・反映していくことが求められる事柄もある。その点、アンケートの質問項目

を精査して、重要と判断した項目については、重点的に要望を聞き取る工夫も必要になっ

てくると考えられる。 
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②の経済的支援にあたる奨学金は、とりわけ入試政策的な面から推進されてきた面が強

い。この点、奨学金については、令和 2（2020）年 4 月に高等教育負担軽減制度が始まる

ことから、こうした公的な制度との整合性、合理性を勘案して、今後見直しが必要になっ

てくる可能性が高いものと考えられる。学費負担軽減による恩恵は、学生の学修時間の増

加、留学・進学などの学修機会の拡充、アルバイト等の労働時間の短縮といった学生の学

修環境の改善に充てられるべきである。そのためには、入学後に、学生の学修意欲を喚起

するタイプの奨学金制度への移行が重要ではなかろうか。 

さまざまな支援には、財政的な裏付けが必要であり、すべての要望に応えることは不可

能である。ゆえに、より効率的で、学生満足度が高い支援体制の構築が、今後必要である

といえる。 

 

［基準 2 の自己評価］ 

 学修支援・教授体制はもとより、経済的・健康面で支援を必要とする学生に対するサポ

ート体制ついても、小規模大学ならではのきめ細かい体制が整っていると自負している。 

学生の受入れは、ＡＯ会議を中心として、アドミッション・ポリシーに沿って適切に行っ

ており、近年では入学生の多面的な選考にも積極的に取り組み、ここ数年は入学定員を充

足できている。 

 学修支援については、学生の出席状況管理をはじめ、「共通課題」や資格取得支援などの

授業外学修にかかわる教職協働による支援が定着し、効果を上げつつある。 

キャリア支援では、従来からの取り組みに加えて、就職意欲が低い学生について、その保

護者との面談を行うなど、学生への進路サポートを進化させている。学生生活に対する支

援は、経済的に就学が困難な学生への給付型奨学金をはじめ、新入生歓迎イベント、担任

制、学生寮・学生宿舎の新設、保健室やピアサポートセンターの設置（看護師・臨床心理

士を配置）など、さまざまな観点から手厚いサポートを行ってきている。 

学修環境としては、図書館はもとより、教室の規模、設備や用途の多彩さなどからもみて、

収容定員４００人の大学としては十分なものがある。教室のイスやトイレの改修など、学

生からの要望も生活環境の改善に取り入れている。学内には、食堂・喫茶のほか、簡易郵

便局、銀行 ATM もあり、地域住民のニーズも応えている。 

学生からのさまざまな要望は、事務局の窓口をはじめ、各種のアンケート調査によっても

収集し、教職員間で情報共有をして改善に努めている。また、心身の健康相談は、上記の

看護師や臨床心理士などの専門職員があたりし、必要に応じてチーム支援会議、教授会で

情報を共有して、サポートする体制ができている。 

このように、教員・職員が、学生一人ひとりの情報をきちんと把握、共有し、それを個々

の学生の指導やサポートに生かしてゆく体制を整えている。 

近時の大学入試改革や高等教育負担軽減制度については、ＡＯ会議と入試部が一体となっ

て、学生の受入れから在学中の各種サポートを行う体制を整えつつある。学生の要望につ

いても、ＩＲ委員会により、学生満足度調査や学修行動調査などのデータの蓄積、分析が

進んでいる。高大接続の相互授業見学、大学教員等人事評価制度の本格的な運用など、Ｆ

Ｄや教員個人の意欲を高めるしくみも整えてきた。 

こうした取り組みを着実に推進して、学生の満足度を高めると同時に、教職員の職能・意
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欲を高めることができればと考えている。 

 

 

基準 3．教育課程 

3－1 単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了

認定基準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

（1）3－1 の自己判定 

「基準項目 3－1 を満たしている。」 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

函館大学の教育目的は、学則第 1 条の 2 に、「広くビジネスに関連する専門の学芸を教

育研究し、豊かな人間性を備えた幅広い職業人を養成する」ことと規定している。これに

従い、人材育成目的は、「北海道道南の学術の中心として広く知識を授けると共に商業およ

び経済に関する高度の学芸を教育研究し、北海道開発および産業の興隆並びに文化の発展

に役立つ専門的職業教育を施すことを目的とし、知・情・意の高度にして円満なる人格の

持主としての職業人を養成すること」と定めている。 

 上記の目的実現のために、ディプロマ・ポリシーを、平成 27（2015）年 8 月に改定し、

「函館大学は、建学の精神と教育理念を体現する人を育成するため、知識、技能、態度の

バランスのとれた円満な人格形成を目指している。本学の所定の単位を修得し、以下に掲

げる資質と能力を身に付けた者に対して、卒業を認定し学位を授与する」と述べて、学位

授与に必要な資質と能力を、「知識」、「技能」、「態度」という三つの評価項目について具体

化して示した。 

すなわち、「知識」については、「教養・倫理観」と「専門知識」を、「技能」について

は、「コミュニケーション」と「ビジネススキル」を、「態度」については、「批判的思考」

と「他者尊重」を求める評価基準として具体化してその内容を規定している。 

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修 

了認定基準等の策定と周知 

科目の単位認定については試験等により評価することとなっているが、科目ごとにシラ

バスにその評価基準を示している。成績の評価は、平成 28(2016)年度より、S・A・B・C・

D の 5 段階評価とし、D を不合格としている。それぞれの評価は、S が 100～90 点、A が 89

～80 点、B が 79～70 点、C が 69～60 点、D が 59 点以下とした。 

 単位については、本学の授業を履修し、取得するほか、単位互換協定を結んだ大学（放

送大学、及びキャンパス・コンソーシアム函館（函館市内の高等教育機関連携））での科目

の履修による単位の取得を認めている。また、一部科目では資格取得による単位認定を行

っている。 
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 学年ごとの進級についての条件は、平成 30（2018）年度においては設けておらず、1 年

次終了時で取得単位数が 30 単位未満、2 年次終了時で取得単位数が 60 単位未満、3 年次終

了時で取得単位数が 100 単位未満の学生の保護者には、過少単位取得者として文書で注意

を促している。また、S を 4 点、A を 3 点、B を 2 点、C を 1 点、D を 0 点として、GPA（Grade 

Point Average）を計算することとし、これを年 2 回本人と保護者に通知している。GPA は、

平成 30（2018）年度においては、卒業・進級の基準としてはいないが、奨学金の選考、商

学実習のクラス選抜等に活用している。 

 卒業については、ディプロマ・ポリシーを前述のように定めている。ディプロマ・ポリ

シーが学位授与の要件とする「学則に定める科目の単位」は 124 単位であり、学則第 10

条にその内訳を以下のように定めている。 

(1)基礎教養科目 

①  一般教養  人文・社会・自然を含め 24 単位以上 

②  外国語    4 単位以上 

③  情報      2 単位以上 

④  総合      4 単位以上 

⑤  保健体育  2 単位以上 

(2) 専門科目 

専門ゼミナールⅠ・Ⅱまたは英語特別演習Ⅰ･Ⅱ、及び商学実習Ⅰを含め 62 単

位以上 

 

 卒業の要件は学則第 19 条に、上記の科目に加え「共通課題Ⅰ」「共通課題Ⅱ」「共通課題

Ⅲ」に合格することとされている。 

 上記の科目のうち、専門ゼミナールⅡと英語特別演習では、学修を総合的に評価する最

終的な成果物として卒業論文を必修としており、その合格基準は、学生の専門ゼミナール・

英語特別演習の選択時の資料に示されている。 

 また、共通課題は、1 年次に新聞記事のスクラップ作成とそれを基にしたレポート、2

年次に商学に関する基礎知識を問う試験、3 年次に読書を基にしたレポートと学長面談を

課し、その達成を全教職員が指導して到達させるものである。これによりディプロマ・ポ

リシーに定める知識・技能・態度の到達状況を総合的に判断することができるようになっ

ている。 

なお、平成 30（2018）年度においては、GPA による卒業要件は定めていない。 

また、平成 28(2016)年より、コモンルーブリックおよび法学、経済学、経営学、マーケ

ティング（流通）、会計学の商学 5 分野についてのルーブリックを作成し、コアとなる学修

の到達目標を明示している。さらに、平成 30（2018）年度には、専任教員が 1 科目につい

てルーブリックを作成して、科目ごとの学修の到達目標を明示している。 

コモンルーブリックでは、「知識」については「教養・倫理観」と「専門知識」の内容

を、「技能」については「高度コミュニケーション」と「ビジネススキル」の内容を、そし

て、「態度」については「批判的思考」と「他者尊重」の内容を 4 段階の到達レベルとして

示すことで、ディプロマ・ポリシーを具体的な学修目標に結びつけることができるように

している。さらに、このうち、「専門知識」に関しては、別に「補足説明」として、法律・
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経済・会計・流通・経営という商学 5 分野における基本用語等を示し、また、「ビジネスス

キルの目安」を TOEIC、英検、日商簿記等について示している。併せて、「読書習慣の目安」

も明示している。 

以上の、単位認定基準、GPA の規定と活用、ディプロマ・ポリシーと卒業要件、コモン

ルーブリックは、毎年度、全学生に配付する『学生生活の手引き』に掲載しており、特に、

ディプロマ・ポリシーは、大学のホームページでも公開している。 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

成績評価にあたって参照された資料をすべて科目ごとに保存し、不服申し立て等があっ

た場合に具体的な資料を基に対応できるようにしている。また、試験・レポートに対する

フィードバックについてシラバスに明記した上で、すべての科目で実施することとしてい

る。 

学修に専念できるようにするため、学生の履修上限単位を 40 単位とし、学生に自学自

修に時間をとるよう求めている。 

さらに、4 年次に学生が作成する卒業論文については、平成 30(2018)年より、中間報告

会で発表することを必須としている。報告会では、学生は、5 項目からなるレジュメを作

成して発表し、これに、発表学生のゼミ・演習の担当教員とそれ以外の教員との 2 名が助

言・アドバイスを行って、卒業論文の内容の向上を図っている【資料 3-1-1：（平成 30（2

018）年度ゼミⅡ・英語特別演習Ⅱの卒論中間報告会の実施について）】（平成 30（2018）

年 5 月 15 日教授会資料）。 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 令和元（2019）年度には、ディプロマ・ポリシーに掲げる函館大学の建学の精神と教育

理念を体現する人を育成して、教育目標を達成するための新たな基準・制度として、当該

年度入学生から、合計取得単位数と通算 GPA による進級要件、及び、従来の要件に通算 GPA

の基準が加えられた新たな卒業要件が適用される。また、学期の GPA によって、注意、警

告、退学勧告を行うことも開始される【資料 3-1-2（卒業要件・進級要件・退学勧告等に

関する規則）】。 

また、ルーブリック作成の新たな取組みとして、商学実習の一層の「質の向上」をはか

るために、商学実習の各クラスの担当教員がルーブリックを作成することになっている。

これらの新たな取組みを円滑に進めて、所期の目標の達成に繋げていくことが重要である。 

 

 

3－2 教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

（1）3－2 の自己判定 

「基準項目 3－2 を満たしている。」 
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（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

函館大学の教育目的である、「広くビジネスに関連する専門の学芸を教育研究し、豊か

な人間性を備えた幅広い職業人を養成する」ことと規定している。これに従い、人材育成

目的は、「北海道道南の学術の中心として広く知識を授けると共に商業および経済に関する

高度の学芸を教育研究し、北海道開発および産業の興隆並びに文化の発展に役立つ専門的

職業教育を施すことを目的とし、知・情・意の高度にして円満なる人格の持主としての職

業人を養成すること」の実現のために定める 

カリキュラム・ポリシーについては、平成 28（2016）年に改定を行い、「教育課程の編

成」、「教育の内容と方法」、「学修成果の評価」の三つの観点から方針を定めて、ホームペ

ージに公表している。また、毎年度、全学生に配付する『学生生活の手引き』にも掲載し

ている。 

 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

函館大学のディプロマ・ポリシーは、「建学の精神と教育理念を体現する人を育成する

ため、知識、技能、態度のバランスのとれた円満な人格形成を目指」すとし、「所定の単位

を修得し、以下に掲げる資質と能力を身に付けた者に対して、卒業を認定し学位を授与す

る」と述べて、その資質と能力を、「知識」、「技能」、「態度」という三つの観点から具体的

に規定している。 

すなわち、「知識」については、「豊かな教養と倫理観をもち、国際社会の一員としての

責任を果たすために学びつづけることができる」とするとともに、「法律、経済、会計、流

通、経営等の商学に関する専門知識をもち、現実社会の諸課題の解決を図るために行動す

ることができる」としている。 

次に、「技能」については、「地域社会や諸外国とのコミュニケーション経験を発達させ、

意思や感情を伝え合う高度な自己表現ができる」とするとともに、「企業活動の現場で有用

な基本的ビジネススキルを習得し、実践的に活用することができる」としている。 

そして、「態度」については、「答えのない問題に取り組む哲学的姿勢をもち、真理を追

究する批判的思考ができる」とするとともに、「他者と積極的に関わり、意思疎通のために

努力を惜しまず、相手を尊重することができる」としている。 

「教育課程の編成」、「教育の内容と方法」、「学修成果の評価」の三つの観点から方針を

定めたカリキュラム・ポリシーは、このディプロマ・ポリシーとの一貫性を有する内容で

規定されている。その一貫性の幹となる部分については次のように説明できる。 

すなわち、「教育課程の編成」においては、ディプロマ・ポリシーの「知識」の「商学

の専門知識」に関わって、「商学の専門知識として５つの領域（法学分野、経済学分野、会

計学分野、マーケティング分野、経営学分野）の授業科目を体系的に編成する」とし、他

方では、「教養と倫理観」に関わって、「教養教育の授業科目を 1～2 年次を中心に配当し、

豊かな知性と人間性を涵養するとともに、創造的で多様な価値観を醸成する」と定めてい

る。 

そして、「教育の内容と方法」においては、ディプロマ・ポリシーの「知識」の「現実

社会の諸課題の解決を図るための行動」や、「技能」における「地域社会や諸外国とのコミ
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ュニケーション経験」と「意思や感情を伝え合う高度な自己表現」、そして、「態度」にお

ける「他者との積極的な関わり」や「意思疎通の努力」と「相手への尊重」に関わって、

「社会科学の精神を涵養するため、初年次のから少人数の実習科目を編成するとともに、

講義科目を含めた全ての授業科目において能動的学修を推進する」としている。 

また、他方では、ディプロマ・ポリシーの「技能」の「基本的なビジネススキル」に関

わって、「会計・情報機器・外国語等のビジネススキルの習得を目的とした授業科目や特別

プログラムを編成し、理論だけでなく実践面からも教育を行う」としている。 

最後に、「学修成果の評価」においては、ディプロマ・ポリシーの「態度」の「答えの

ない問題に取り組む哲学的姿勢」と「真理を追究する批判的思考」や、「他者との積極的な

関わり」や「意思疎通の努力」と「相手への尊重」に関わって、これらが求められる「4

年次の卒業論文を学士課程としての最終的な成果物とする」としている。 

また、「学修成果の評価」では、ディプロマ・ポリシーが「知識」、「技能」、「態度」と

いう三つの観点から規定していることに対応して、「授業科目ごとの単位認定試験に加え、

学部としての共通試験を学年ごとに実施し、知識・技能・態度の評価を組織的に行う」と

している。 

 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

前述のカリキュラム・ポリシーを踏まえて、平成 28（2016）年度にカリキュラムの大き

な改編を行った（同年度入学の 1 年生から適用）。その内容を、教育課程の体系的編成とい

う観点から見ると、以下のとおりである。 

1） 授業科目については、演習科目と実技科目を除いて通年科目を廃して、前期・後期そ

れぞれ 15 回で完了するものとし、学生にとって学修活動とその成果の関係がより明確にな

るようにした。 

 さらに、単位実質化の観点から次の表のように履修下限・上限単位を引下げるとともに、

平成 28（2016）年度に策定したナンバリングを踏まえて年次配当を見直し、学生が、授業

外学修を含めて適切な学修計画を立てられるようにした。 

表 2-2-1 履修登録単位の上限及び下限の一覧表 

 
履修登録上限

単位 

履修登録下限単位 

企業経営コー

ス・市場創造コー

ス 

英語国際コース 

１年次 40 32 34 

２年次 40 32 34 

３年次 40 32 34 

４年次 40 12 12 

 

2) 教養教育の授業科目については、一般教養科目（「倫理学Ⅰ・Ⅱ」、「日本文学Ⅰ・Ⅱ」、

「社会学」、「自然科学概論」、「地球環境」等）を主に 1～2 年次を中心に配当し、人文・社

会・自然の領域からバランスよく学修して知性と人間性を涵養するとともに、多様な価値
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観を醸成し、現代社会の課題に向き合う心構えを持つことを目指している。 

 また、基礎技能科目の「外国語」については、「英語リーディングⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」を 1

～2 年次に必修科目として配当し、これに加えて、英語国際コースについては、1～2 年次

に「英語スピーキングⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」、「英語リスニングⅠ」、「英文法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を、

そして、3 年次に、「英語リーディングⅤ・Ⅵ」、「英語スピーキングⅤ・Ⅵ」を必修科目と

して配当している。また、全コースの選択科目として、「中国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」を 1～2

年次に配当して、それぞれのコースの教育目標に適した外国語の授業科目の履修を可能と

している。 

 また、基礎技能科目の「情報」については、「情報処理基礎演習Ⅰ・Ⅱ」と「コンピュー

タ基礎」を 1～2 年次に必修科目として配当し、総合科目については、「体育」、「キャリア・

プランニング」、そして、文献により学修をすすめる方法を学ぶ「教養ゼミナール」、そし

て、平成 29（2017）年度から設けた「スピーチ・アンド・プレゼンテーション」を 1 年次

の必修としている。 

このような「情報」の科目と総合科目の履修によって、1～2 年次に、情報機器やコミュ

ニケーション、プレゼンテーションのスキル修得や心身の健康維持・増進の知識・能力の

修得、さらに、働くこと・職業についての意識の醸成をはかることで、次に述べる専門科

目の確実な学習に繋がるようにしている。 

 

3) 商学の専門科目については、1 年次に商学５分野（法学、経済学、会計学、マーケテ

ィング・流通、経営学）の基礎を学べるよう科目を配置し、2 年次においては、商学 5 分

野のナンバリング上位の基礎科目（「経営管理論」、「会計学総論Ⅰ・Ⅱ」、「民法Ⅰ・Ⅱ」、

「経済学Ⅱ」、「マーケティング戦略論」等。コース別に必修）を配置するとともに、後期

には、発展科目（「経営組織論」、「経営戦略論」、「企業分析論Ⅰ・Ⅱ」、「流通論」、「消費者

行動論」等。コース別に必修）も配置して、基礎から上級への体系的学修を可能にしてい

る。そして、3 年次には、各学生の関心に応じて、より進んだ理論および実践に関する科

目を選択できるように配置している。 

 

4) 社会科学の精神に基づく問題発見・解決能力の涵養のために、1 年次に、「教養ゼミナ

ール」、「社会調査」、「商学実習Ⅰ」を必修としている。「教養ゼミナール」では文献により

学修をすすめる方法を、「社会調査」ではデータ収集と分析の方法を、「商学実習Ⅰ」では、

地域課題について調査・研究する活動を通して、フィールドワークとグループワークの方

法を養うことを目的としている。また、これらの科目で数多くの課題をこなすことにより、

やり抜く力の涵養も目指している。また、1 年次の「商学実習Ⅰ」に続き、2 年次には「商

学実習Ⅱ」を必修科目として設置している。 

なお、「商学実習Ⅰ」については、平成 29（2017）年度に、これまでの授業内容がアン

ケート調査と統計的手法に分析手法が偏っていた点を、様々な分析アプローチがあること

をふまえて、教員の裁量に委ねるものに改めた。 

以上の 2 年までの学修をふまえ、3・4 年次には、「専門ゼミナールⅠ・Ⅱ」に所属し、

理論面の理解を深めつつ、自ら課題を設定しての研究活動を行うこととしている。4 年次

の「専門ゼミナールⅡ」の単位認定には、この研究活動の成果を卒業論文としてまとめ、
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提出することを必須としている。 

卒業論文は、学士（商学）としての学修の具体的成果物であり、その指導を重視してお

り、平成 29（2017）年度に 3 年次「専門ゼミナールⅠ」に所属した学生から、4 年次の 7

月に卒論中間報告会を実施した。その目的は、問題意識ならびに研究の意義を明確にし、

研究方法を考えさせることであり、実施要領では、「報告の項目」に対応した「評価の観点」

を示し、それに基づいて複数名の教員がアドバイスを行うこととした。 

 なお、卒業論文の様式については、平成 30（2018）年度から、文字数の変更と文字カウ

ント方法の統一などの見直しを行った【資料 3－2－1：（函館大学卒業論文の書式について

（教務委員会））】。 

 

 

5) 平成 28（2016）年度から、新規の科目として、「共通課題Ⅰ」、「共通課題Ⅱ」、「共通

課題Ⅲ」をカリキュラムに加えた。これらは、1 年から 3 年の各学年の全員の必修科目で、

いずれの科目においても、学生には、課題、もしくは、試験での合格が求められ、卒業に

とっての必須の要件となる。したがって、アセスメントテストとしての意味を持っている。

なお、単位数は、学生に直接求められる学修時間数に基づいて小数点以下を切り下げて、0

単位としている。 

平成 28（2016）年度には、1 年生が履修する「共通課題Ⅰ」が実施された。これは、1

年生が大学負担で購読する新聞の記事スクラップ作成を前提に、記事内容を要約し、考察

を加えるレポートを前・後期それぞれで作成するものである。上述したアセスメントテス

トとしての趣旨から、不合格者には、合格に至るまで、繰り返し、教員から指導が行われ、

レポート課題が課される。 

また、平成 29（2017）年度には、2 年生が履修する「共通課題Ⅱ」を実施した。これは、

商学 5 分野－法律・経済・会計・流通・経営－の基礎知識に関する各分野 50 題ずつ合計 2

50 題の問題を公開して、その中から各分野 10 題計 50 題の出題で試験を行うものである（6

0％以上の正答率で合格）。 

なお、平成 29（2017）年度の実施では、問題の難易度を考慮して、一部の問題を出題範

囲から外す措置をとり、その後、当該問題については、次年度に新たな問題に差し替える

ことで難易度の平準化を図ることとした。 

そして、平成 30（2018）年度には「共通課題Ⅲ」を実施した。これは、教職員が推薦す

る古典・良書を読んで人間性の向上を図るとともに、「どんな本を読んできたか」という就

職活動での質問に答えられるようにすることを目的としたものである。平成 30（2018）年

度 4 月には、教職員が選んだ「函館大学の 50 冊」のリストが公開され、学生はこの中から

1 冊を読んでレポートを作成し、10 月に学長による面談を実施し、合否が決定した。 

6) 以上のような、教育課程の体系的編成に有機的に結びつくものとして、平成 27（2016）
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年度にコモンルーブリック及び専門基礎教育ルーブリックを策定し、平成 29（2017）年度

からは個別科目のルーブリックの作成を行い、平成 30（2018）年度は全ての専任教員が 1

科目以上の個別科目のルーブリックを作成した。 

コモンルーブリックは、ディプロマ・ポリシーをふまえて、「教養・倫理観・責任」、「専

門知識」、「高度なコミュニケーション」、「ビジネススキル」、「批判的思考」、「他者尊重」

という 6 つの評価基準について、本学学生に求められる到達度を、レベル 0 からレベル 3

の 4 段階で示したものである。このコモンルーブリックは『履修の手引き シラバス』に掲

載して、学生の自己評価への活用を可能としている。 

また、専門基礎教育ルーブリックは、法学、経済学、会計学、経営学、マーケティング・

流通という商学 5 分野について、１～２年次に配当される授業の学修内容を中心に本学学

生に求められる到達目標を、「知識」「技能」「態度」という三つの観点から、レベル 1～レ

ベル 3 の 3 段階で示している。平成 29（2017）年度に実施した前述の「共通課題Ⅱ」はこ

の専門基礎教育ルーブリックに基づくアセスメントテストである。 

 さらに、個別科目のルーブリックは、平成 29（2017）年度は 3～4 年次配当の発展科目

についてルーブリックを作成して学生に示すという方針の下で、商学 5 分野各 1 科目ずつ

が作成対象とされ、平成 30（2018）年度は、配当年次を問わず、全専任教員が 1 科目以上

の個別科目のルーブリックを作成することとした。 

 

7） 前述したような教育課程に基づいて学生が 4 年間の学修活動をスムーズに進められる

よう、入学時の学生の基礎学力をふまえて実施されるものにリメディアル教育がある。 

当該教育としては、まず、入学時の「SPI 適性検査」（言語・非言語に関するテスト）に

基づいて平成 27（2015）年度から実施した、成績下位の学生への学修相談員（非常勤講師）

による週 1 コマの個別指導教育がある。そこでは、個別の面談を通じて学生の本音を聞き

出し、その上で、漢字検定のテキストや新聞コラム欄の読解など、学生ができるところか

ら着実に勉強に取り組むよう指導し、学修に向けた姿勢の改善を図っている。 

 その上で平成 30（2018）年度には、本学の授業との関連で必要な学習内容に限定して、

高校までの学習内容を補うために、「国語基礎演習」、「数学基礎演習」、「英語基礎演習Ⅰ（語

彙）」、「英語基礎演習Ⅱ（文法）」の 4 講座を設置して、リメディアル教育を拡充した。受

講する学生は、4 月に行われる英国数の到達度テストの結果で決定され、学生は、授業外

の時間にスタディサプリ（リクルート制作）などを使った学修に取り組んだうえで、授業

に臨んだ。 

  

8) 前述したような教育課程の体系的編成に関わって、学生の資格取得に向けた自主学修

を支援する制度として、平成 29（2017）年度には、2 年生全員を対象にした、大学の費用

負担による TOEIC IP 受験制度を設けた。これは、授業科目としては英語リーディングⅣの

補講として実施したもので、未受験学生は単位認定が不可となる。ただし、未受験学生の

翌年度のリーディングⅣの履修に関わって管理が煩雑になる（リーディングⅣの成績と

TOEIC 受験・未受験の二重の管理）ため、平成 30（2018）年度は、授業科目と切り離して

実施した。 

 さらに、平成 30（2018）年度には、学生の資格取得を支援する制度を拡充し、簿記原理
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を履修する 1 年生を対象にした、大学の費用負担による日商簿記 3 級の受験を実施した。 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

本学は、小規模大学ゆえに、教養教育の実施のみに関わる特別の組織を設けてはいない

が、教育改善会議において、不断の見直しを行い、教務委員会において具体的な改善案を

作成して、実行に移している。 

具体的には、平成 30（2018）年度は、社会科学的思考の基盤となる数学の学習のために、

既存の授業科目の期末試験で数学の問題を出題することとし、その科目を社会調査とした。 

また、初年次教育科目である、「教養ゼミナール」、「スピーチ・アンド・プレゼンテー

ション」、「社会調査」、「キャリア・プランニング」について、その内容の統合・再編につ

いて議論し、教務委員会での検討を行った。平成 30（2018）年度には成案を得なかったが、

令和元（2019）年度には、その議論を受けて、「キャリア・プランニング」の一部の内容変

更を行うことになった。 

 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

教授方法の工夫については、以下のような取組を行っている。 

1)「相互授業公開」は、平成 27（2015）年度に 8 人の専任教員の授業について実施、平成

28（2016）年度は、9 人の教員について実施し、平成 30（2018）年度には、二巡目の実施

となり、5 人の教員について実施した。特に、その中の 2 人の教員の授業については、付

属校との連携授業公開を兼ねるものとして実施し、この連携授業公開は、この他に、さら

に、2 人の教員の授業について実施した。 

 

2) 授業評価アンケートは、学生による授業評価を毎年 2 回実施し、結果を各教員にフィ

ードバックするとともに、授業を担当する全専任教員が、「授業改善コメント」を作成し、

学務課が、これをファイリングして学生の閲覧を可能にする制度である。 

この取組みについては、平成 28（2016）年度に、評価表の項目・内容の見直し、集計方

法の改善（各設問の全学平均の算出による相対的評価の確認等）学生へのフィードバック

方法の改善（学生ＷＥＢシステムへの改善コメントと当該授業アンケート結果の公開）、結

果の冊子形式での教員への配布、アンケート実施規程の整備などの見直しが行われた。 

平成 30（2018）年度も、この見直した内容によってスムーズに実施された。 

 

3) 地域課題をとりあげて、その解決のための学修活動を、学生自身によるアクティブ・

ラーニングとして行う追求する科目が商学実習Ⅰ・Ⅱである。同科目でのアクティブ・ラ

ーニングという学び方をより高度なものにするために、商学実習担当者会議において、「商

学実習Ⅰ・Ⅱ」のテーマ選定や進め方について、アイデアを出し合いながら情報の共有化

を進めている。また、学園システムのグループウェアに商学実習担当者掲示板を設置し、

見学先企業や授業内容等の情報を共有している。 

この掲示板での議論をふまえて、平成 29（2017）年度には、商学実習Ⅱのプレゼン大会

の評価基準が見直され、プレゼンにおける課題設定や問題意識・研究の意義の明確さ、先

行研究・研究方法の学習、学外での発表の有無といった評価の観点が組み入れられた。こ
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れは、アクティブ・ラーニングの一層の高度化に寄与するものであり、平成 30（2018）年

度のプレゼン大会は、この新たな評価基準によって実施された。 

 

(3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 27（2015）年度から平成 28（2016）年度にかけて、本学のディプロマ・ポリシー

及びカリキュラム・ポリシーは教育目的との有機的関連を一層明確にするものに改定され

た。このカリキュラム・ポリシーをふまえて、平成 28（2016）年度に行なわれたカリキュ

ラムの改編（同年度 1 年生から適用）によって、教育課程はより体系的に編成されたと言

える。 

その新カリキュラムの完成年度は令和元（2019）年度であり、当該年度の教育課程を滞

りなく具体化していくことが、改善・向上方策のベースに置かれる必要がある。 

その上で、令和元（2019）年度には、ディプロマ・ポリシーに掲げる建学の精神と教育

理念を体現する人を育成し、教育目標を達成するための新たな基準・制度として、当該年

度入学生から、合計取得単位数と通算 GPA による進級要件、及び、従来の要件に通算 GPA

の基準が加えられた新たな卒業要件が適用される。また、学期の GPA によって、注意、警

告、退学勧告を行うことも開始される。これらの、新たな取組みを円滑に進めていくこと

が重要である。 

また、教授方法の工夫については、平成 27（2015）年度から継続して実施され、平成 3

0（2018）年度には付属校との連携公開授業へと拡充された、授業公開の取組みについて、

これらを引き続き実施するとともに、情報の共有化や優れた改善事例の紹介など一層の活

用をはかることが重要である。また、商学実習におけるアクティブ・ラーニングの一層の

発展・高度化のために、同科目の評価基準（ルーブリック）の策定などを進めていくこと

が必要である。 

 

 

3－3 学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフ

ィードバック 

（1）3－3 の自己判定 

「基準項目 3－3 を満たしている。」「基準項目 3－3 を満たしていない。」 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

1) アセスメントテストの実施 

 平成 29（2017）年度から、2 年次の学生に「共通課題Ⅱ」を課している。商学 5 分野－

法律・経済・会計・経営・流通－の基礎知識に関する各分野 50 題ずつ合計 250 題の問題を

予め公開して、その中から各分野 10 題計 50 題を無作為に出題するもので、2 年次前期試

験期間に実施し、合格しなかった学生（60 点未満、未受験者）には、その後、合格するま

で、各学期末の試験期間中に再受験を課している。平成 30（2018）年度では、前後期の実
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施の結果、13 名が合格に至らず、令和元（2019）年度前期に再度受験することになった。

本学では、この「共通課題Ⅱ」を 2 年次前期におけるアセスメントと位置付けている。 

 平成 29（2017）年度から、卒業時における学修成果を把握することを目的に、4 年次生

に、河合塾グループの KEI アドバンス社の PROG テストを受験させることを開始し（平成

29（2017）年度の試験は、平成 30（2018）年 2 月実施）、平成 30（2018）年度は、12 月に

実施した。 

このテストは、大学での学修を基にした問題解決能力と言語・非言語処理能力を問うリ

テラシーテストと対課題基礎力、対人基礎力、対自己基礎力を問うコンピテンシーテスト

からなるもので、知識の習得・活用能力とコミュニケーション・行動力を評価することを

目的としている。  

実施結果によると、コンピテンシーは全国平均を上回ったが、リテラシーは全国平均を

下回った。これは平成 29（2017）年度の結果にも見られた傾向であり、この結果について

は、数年間継続的な調査をおこない問題点を探っていくこととしている。 

 さらに、平成 30(2018)年より大学での学修成果を判定するための基礎として、入学時の

学力を把握するテストを実施した。これまでの本学の入試においては、学力試験を課さな

いものもあり、入学までの学修状況を必ずしも把握してこなかった。そこで、入学時に国

語・英語・数学のテストを実施することで、①学力の不足する学生の把握と指導、②入学

後の学修成果を評価する際のベース、③入試制度の問題点を把握することを期している。 

2) 資格試験に対する取組み 

 平成 29（2017）年度より、2 年生に対し TOEIC の受験を義務付けた。同様に、平成 30（2018）

年度より 1 年生に対し、日本商工会議所簿記検定（3 級）の受験も義務付けた。これらは、

学生の学修意欲を高めることを主な目的とした取り組みであるが、本学における授業科目

の単位認定の客観性の検証にも活用できる。 

 

3）就職先企業からの評価について 

就職先企業における卒業生の評価については、定期的に在学生のための就職支援を目的

とした教職員による企業訪問を行っており、その際、卒業生の企業における評価を調査し、

その情報を共有して学生指導に活かすとともに、教育目標の達成状況を確認するための資

料としている。この調査では、現在まで大きな問題は指摘されていない。【資料 3－3－1：

（平成 30（2018）年度企業訪問採用情報記録（抜粋））】 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフ

ィードバック 

1）学修行動調査 

平成 27(2015)年度から学生の学修についてより深く調査することを目的として、IR 委

員会の所管により学修行動調査を実施することとした。この調査は、全学生に対し、記名

式で回答を求め、学修の状況とそれに繋がる学修動機、生活習慣について調査を行うもの

で、毎年実施することとしている。平成 30(2018)年度は、７月に実施し、336 名中、85.1 %

の 286 名が回答した。【資料 3－3－2：（平成 30（2018）年度学修行動調査結果）】 

授業外学修時間について、「授業の予復習や課題に取り組む時間」、「授業以外の自主勉
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強（資格取得など）、「読書（マンガ、雑誌を除く）」の 3 項目に分けて調査したところ、い

ずれの項目でも、前年度に比べて大きく増加し、合計では、前年度の週 6.42 時間に対し、

8.08 時間となった。 

     図 2－6－1 授業外学修時間の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業外学修時間が増加する傾向は、昨年度に引き続くものであり、平成 28（2016）年度

の 1 年生から課した共通課題Ⅰ、平成 29（2017）年度の 2 年生から課した共通課題Ⅲ、平

成 30（2018）年度の 3 年生から課した共通課題Ⅲと、同年度の 4 年生から課した卒論中間

報告会での発表など、近年の教育課程上の新たな取り組みの成果であると思われる。 

2）学生による授業評価 

前・後期末の年 2 回全科目を対象に学生による授業評価アンケートを FD 委員会の所管

により実施してきている。これは、開講しているすべての科目で学生に授業の内容等につ

いてアンケートを行うもので、平成 28(2016)年度よりアンケート項目を変更し、全授業科

目に共通する質問項目と、商学実習に限定した質問項目（後期に実施）を設定して、学生

から回答を得るように改善した。 

全授業科目に共通する質問項目の平均は表 2-6-1 であり、商学実習に限定した質問項目

の平均は表 2-6-2 のとおりであった。 

表 2-6-1 平成 30(2018)年度 学生による授業評価アンケート結果 

項目 前期 後期 

聞き取りやすさ 4.18 4.32 

教材 4.13 4.26 

板書・スライド・資料 4.05 4.17 

参加態度に対する指導 4.21 4.33 

公平性 4.31 4.40 

この授業を受講してよかった 4.21 4.33 

 

（6.42時間） 

（3.03時間） 

（8.08時間） 

（3.52時間） 
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表 2-6-2 平成 30(2018)年度 商学実習に関する授業評価アンケート結果 

項目 後期 

役割分担の公平性 4.35 

教員からの指導 4.51 

主体的に行動する力 4.40 

課題提起力 4.50 

伝える力 4.41 

違和感 4.49 

 

大学全体の平均は、高い評価であったといえる。 

全体のアンケート結果は教授会で報告され、個別科目のアンケート結果については担当

教員にフィードバックされている。教員は、アンケート結果を受け、授業の見直しを行い、

改善に努め、改善コメントを作成している。改善コメントは、アンケート結果とともに、

学内 WEB サイトに載せられて、学生が閲覧できるようになっている。 

 

3) SL シート 

 平成 30(2018)年より、1 年次の学生が、毎日の学修時間を、スマートフォンを通じて大

学のサーバーに登録する制度を導入した。登録の状況と学修時間は、担任（商学実習担当

教員）が把握し、未登録及び学修時間の少ない者について厳しく指導するとともに、学務

課が月ごとに集計した資料が教授会に提出され、学生指導のために活用されている。 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学が一貫して重視してきた学修時間の増加という課題で、平成 30（2018）年度は大き

な前進が見られた。この傾向を継続させ、一層の成果へと繋げていくことが必要である。

そのためには、学修時間の増加は、本学の教育活動の総合的な結果であるという見地に立

って、共通課題Ⅰ・Ⅱ・Ⅲや卒論中間報告会、また、大学の費用負担による TOEIC 受験や

日商簿記検定受験制度を含む教育課程のすべてにおいての確実な教育活動を実践するとと

もに、1 年次に対する SL シートによる学習時間把握、及び、全学年に対する学修行動調査

による学修時間の把握を、学生に対する有効な指導へと結びつけていくことが必要である。

また、そうした指導を、担任によるものの他に、副学長、そして、学長による指導など複

数のレベルで重層的に行っていく。 

 学習成果の把握のための PROG テストは継続的に実施し、IR 委員会で問題点とその原因

の検討を行い、その改善を図っていく。 

 入学時の到達度テストの結果を基に、教育改善会議を中心として基礎学力の不足を解消

する方策について検討し、入学前教育、リメディアル教育、初年次教育科目の改善・見直

しを行っていく。 

資格取得については、引き続き、TOEIC IP テストと日商簿記検定 3 級の本学費用負担に

よる受験を実施するとともに、一部の英語科目の単位取得要件に、本学費用負担による

TOEIC Bridge の一定以上のスコアの取得を課すことにしている。 
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［基準 3 の自己評価］ 

 平成 27（2015）年度以降、本学は、数多くの教育改革の施策に取り組んできた。平成 27

（2015）年度には、本学の使命・目的にもとづいて３つのポリシーの見直しを行い、本学

が果たすべき役割を内外に明らかにした。また、ディプロマ・ポリシーと有機的に関連す

るコモンルーブリック及び専門基礎教育ルーブリックを策定し、平成 29（2017）年度から

は個別科目のルーブリックの策定も進めてきた。 

そして、平成 28（2016）年度からは、新たなカリキュラム・ポリシーに基づいて、カリ

キュラムの改編を行い、アセスメントの視点をとり入れた共通課題Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの導入や PROG

テストの実施、さらに、卒論中間報告会の実施、そして、TOEIC IP や日商簿記検定の本学

費用負担による受験制度、さらに、ＩＲ委員会の設置と学生満足度調査及び学修行動調査

の活用と、教養教育を含む全教育課程についての教育改善会議による不断の見直しの実施

など学修成果の点検・評価のための諸制度の構築にも取り組んでいた。 

これらの取り組みを今後も着実に実施し、検証・改善して定着させていくことが重要で

ある。 

 

 

基準 4 教員・職員  

4－1 教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの確

立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

（1）4－1 の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの

確立・発揮 

平成 26(2014)年度までの体制では、教育研究に関する意志決定機関として教授会を位置

づけていた。平成 27(2015)年 4 月からの学校教育法等の改正の施行にともない、平成

27(2015)年度からは、教授会は決定権限者である学長に意見を述べる場となることを受け、

独断専行にならないようなリーダーシップの適切な発揮ができるよう、法人の各校も含め

て所属長の役割を明確にした。 

所属長である学長は、年度の事業計画の策定にあたり中期経営計画を踏まえて「所属長

方針」を示し、当年度の教育および経営の方針を明確にしている。これにより、教職員は

学長の方針に沿った内容を実施しやすくなっており、いわゆるボトムアップでの組織的活

動ができるようになってきている。【資料 4-1-1：（平成 26 年度第 2 回所属長会議資料「事

業計画書の見直しについて」）】 

学長が年度当初に定めた「所属長方針」に基づき、各部長が事業計画を策定する。部長

は所管する委員長を監督し、その進捗状況は定期的に開催する部長会議にて学長に報告さ
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れている。 

このような仕組みによって、学長は各部門における状況を的確に把握し、方針の徹底や

細部の確認など管理業務を行っている。 

学部長は学長を補佐し、本学の基本的な業務である「入試」「学生」「教務」「就職」「図

書館」「国際交流」「地域連携」の７委員会の所管業務について部長の相談を受けている。

学長はそれらを統括しつつ、「FD」「IR」「チーム支援」「アドミッション・オフィス」「プラ

ットフォーム推進」といった特別委員会を直轄し、業務を効率的に分担している。【資料

4-1-2：(平成 30 年度函館大学組織図)】【資料 4-1-3：（平成 27 年度以降の学長直轄組織に

ついて）】 

平成 28(2017)年度からは副学長を任命し、学長の業務を補佐している。特に重点課題と

している FD の充実と規律ある授業を推進しつつ、行事や渉外において学長の代理を務めて

学長の負担を軽減している。 

教授会は月１回を定例として学長が招集しており、学長が議長となり議事を進行してい

る。教授会において意見を聞いた上で、学長の決定が周知されている。 

また、研修においても学長が講師となってリーダーシップを発揮している。平成 28

（2016）年度以降毎年、SD 研修会にて、学長が「大学の質保証」「グローバル化」につい

て講話している。【資料 4-1-4：(平成 30 年度函館大学 SD 研修計画)】 

加えて、高大接続研修読解力向上プロジェクトでも全体研修会の講師を学長が努め、大

学のみならず付属高校も含めて方針を示しリーダーシップを発揮している。【資料 4-1-5：

(平成 30 年度高大接続研修読解力向上プロジェクト全体研修会資料)】 

すでに述べたとおり、学長は「所属長方針」をもとに事業計画の作成を指示しており、

リーダーシップとボトムアップのバランスをとることに留意している。 

学長は学園システムのグループウェア等でスケジュールを公開しており、来客や会議中

以外は学長室のドアを解放している。教職員は職位に関わらず、必要に応じて学長に直接

相談することができる環境にある。学長は逐一指示せずに、方針や考え方を伝え、可能な

限り教職員がそれぞれ自律的に仕事をするボトムアップ組織を指向している。リーダーシ

ップが有効に機能するかどうかは、教員が担う中間管理職である学部長・部長の働きに大

きく依拠していると考える。教授会・部長会議・教育改善会議・各委員会を適切に運営し

ていくことは重要であり、会議資料の作成について学長は、厳しく指導している。 

ボトムアップが機能するには、一人一人が課題意識をもって目標を定め、計画的に行動

していく習慣がなければ成立しない。法人で実施している事務職員等人事評価制度にもと

づいて、学長が直接、係長以上の事務職員の面接指導を行っている。【資料 4-1-6：（平成

28 年度事務職員等人事評価実施要項）】 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

現体制は、学長、学部長の下に 3 部長を配置し、3 部長が 2～3 の委員会を監督する体制

をとっている。さらに、学長の直轄組織として特別委員会である「FD 委員会」「IR 委員会」

「チーム支援会議」「アドミッション・オフィス会議」「プラットフォーム推進委員会」と、

「学長室スタッフ会議」「部長会議」および「教育改善会議」を設置している。 

「学長室スタッフ会議」は、事務管理規則に定められた一部署であり、経営の企画立案
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に関する事務を分掌する。 

「部長会議」は実質的な執行機関であり、方針を決定し業務を執行（教職員に指示）す

る。部長は、報告、連絡、相談の基本的な執行ラインにおける管理職となる。【資料 4-1-7：

（部長会議規程）】 

「教育改善会議」は教学上の課題を明確にし、改善策を検討する教学マネジメントを司

る会議である。部長会議のメンバーに加え、課長（3 名）で構成される。【資料 4-1-8：（教

育改善会議規程）】 

本学設置のいずれの委員会も原則として月１回開催し、議事の内容は委員長もしくは部

長から学長に報告された上で、教授会に審議上程または報告されている【資料 4-1-9：（平

成 30年度委員会開催状況）】。各教員は特別委員会も含めて 3～4の委員会に所属しており、

意見を述べる場が確保されている。 

事務職員は、事務管理規程に基づく組織図のとおり、部・課が組織されており、事務局

長が事務組織を統轄している。 

 また、運営協議会については常勤監事・理事長と大学教職員の意見交換の場とし、意志

決定の場ではないことを明らかにして混乱しないように規程の改正を行った。 

平成 27(2015)年度から施行された学校教育法等の改正により、大学の意志決定は学長が

行い、教授会は意見を述べる役割であることが明確となっている。本学においては学長が

教授会審議事項を学長決定として周知している。【資料 4-1-10：（函館大学学則第 46 条第 3

号に基づく教授会の審議事項について）】 

教授会の議を経て学長が決定した事項は、関係する部・課を通じて執行する。その経緯

及び結果は、適宜教授会に報告事項として伝達される。教授会構成員と事務部門職員とが

常に緊密な連携を保ち、大学組織全体で迅速かつ円滑な意思疎通を図るためである。 

 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

 大学の管理機関として、学長、副学長、学部長、部長会議、教育改善会議、教授会を設

置している。学長は大学の最高責任者として、副学長は寄附行為第 6 条に定める副所属長

として、学部長は学長の補佐として、部長会議は執行機関として、教育改善会議は教学マ

ネジメント機関として、教授会は教員が学長に意見を述べる場として、それぞれの機能を

果たしている。 

事務職員は、事務管理規程に基づく組織図のとおり部・課が組織されており、事務局長

が事務組織を統轄している。教学マネジメント組織である「教育改善会議」には、事務局

長・事務部長・課長が出席しているほか、教務委員会では事務局長・学務課長の２名の事

務職員が委員として意見を述べている。他の委員会にも事務職員が陪席するが、委員とほ

ぼ同様に発言の機会が与えられており、教職協働による教学マネジメントが機能している。 

平成 30(2018)年度からは、カリキュラム編成のための専門的知識を有する職員として、

学務事務部長を「カリキュラム・コーディネーター」に任命し、カリキュラム編成につい

ての起案・調整を行っている。 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

大学の意思決定機関については、平成 27(2015)年度から施行された学校教育法等の改正
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にともない、従前から大幅な変更を加えたところである。教員の校務負担を減らす工夫を

しつつ、会議の回数を確保している。また法人としても、所属長方針に始まる事業計画書

の見直し、所属長のリーダーシップを発揮しやすくなるようにしており、この取り組みも

ほぼ定着したといえる。 

 大学の意思決定は学長のリーダーシップのもと適切に行われているので、委員会からの

ボトムアップでの起案がより活発になるよう、SD・FD や人事評価制度を通した教職員の能

力開発に努めていく。 

 

 

4－2 教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

（1）4－2 の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

 平成 30 (2018)年度の専任教員は 23 名で、そのうち教授 12 名、准教授 6 名、専任講師 5

名である。また、年齢構成は、70 代が 4 名、60 代が 8 名、50 代が 8 名、40 代が 1 名、30

代が 2 名となっている。ま分野別では、専門科目を主に担当する教員が 15 名、教養科目を

主に担当する教員が 2 名、英語科目 4 名、教職科目 2 名で、専門が多くなっている。 

平成 25(2013)年度から入学定員を 150 名から 120 名に減員し、平成 27(2015)年度から

入学定員を 120 名から 100 名に減じたことにより、設置基準で必要とされる専任教員数が

毎年変動している。設置基準により必要とされる専任教員数は、平成 30(2018)年度は 23

名となり、現状において人数的には教員を確保できている。 

   表 4－2－1 函館大学の専任教員数       平成 30（2018）年 5 月１日現在 

学部 

（定員） 

専任教員数 

計 

大学設置基準で定める教員数 

教授 
准教

授 
講師 助教 

別表第

一 

別表第

二 
計 

商学部

(400) 
12 6 5 0 23 14 7 21 

 

 教員の採用に関しては、函館大学の使命である、「知・情・意の高度にして円満なる人格

の持主としての職業人を養成すること」を目指した教育を進めるように、教養分野、専門

分野のバランスを考慮しつつ、しかも学界、実業界など幅広い分野から採用し、本学の教

育目標を達成できる人材の確保に努力している。 

 採用時における選考については、函館大学教員の任用および昇格選考基準【資料 4-2-1】

（以下「選考基準」という）第 2 条（選考の原則）「本学の教員の任用および昇格の選考は、

人格・学歴・教歴並びに著書・論文・学会における発表等の研究業績について行うものと
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する」に基づいて選考を行っている。 

 「選考基準」に基づき採用については、必要な専攻科目を教務委員会、教授会で決定し、

理事長の承認を得たのち、教授のみによる「審査会」において担当科目の教員募集手続き

に入る。「審査会」は学長を議長とし、教授全員がメンバーとなっている。教員募集は公募

制を採用しており、広く全国から人材を集めている。応募者の中から一次選考として書類

審査を行い、二次審査対象者を決定し、二次審査で模擬授業や面接試験を行う。選考に際

しては、本学の建学の精神の具体化を念頭に学生の教育面を考慮しつつ、教育歴、研究歴、

研究業績、研究・教育方針等を中心に審査を行い、理事長に推薦する候補者を決定する。

候補者に適任者が複数いる場合には順位をつけて「審査会」で合意形成した後、学長から

理事長に推薦し、理事長が最終的に決定し、教授会に報告をする。 

 昇任の選考についても採用と同様に「選考基準」第 2 条に基づいて行っている。 

 運用は「選考基準」第 3 条から第 7 条に基づく。昇任の条件は「選考基準」に示されて

いる。その条件に該当する者は「選考基準」第 10 条に基づき、学長に申請する。学長は「審

査会」を招集し、昇任の手続きを開始する。審査は研究業績、教育業績等を中心に行い、

論文審査は他大学の教員等外部の研究者 1 人と学内の教授 1 人に依頼し、その審査結果を

参考に「審査会」で審査を行う。「審査会」で昇任が妥当との結論が出れば、学長は理事長

にその旨を報告し、理事長が最終的に決定し、教授会に報告をする。 

 教員評価については、平成 27(2015)年度から「学校法人野又学園大学教員等人事評価規

程」に基づいて、年度ごとの業績を「教育」「研究」「アドミニストレーション」の３つの

観点から理事長が評価しており、その結果を賞与に反映する制度としている。【資料

4-2-2：（学校法人野又学園大学教員等人事評価規程）】 

「学生による授業評価」は、毎年前期・後期とも実施することになっており（ただし通

年科目は後期のみ）、教員の授業ごとの「学生による授業評価」結果と本学全体の「学生に

よる授業評価」集計結果とが、ともに各教員に報告されている。なお、平成 29(2017)年度

から、全教員が全教員の授業評価結果を見られるように冊子形式で配布している。さらに

全教員は評価結果に対する改善コメントを学長に提出することが義務づけられており、意

見を取り入れる努力をしている。改善コメントは学生 WEB システムに掲載され学生が閲覧

することができる。【資料 4-2-3：（授業改善コメント）】 

また、「選考基準」に見られるように、昇任に際して、研究業績、教育業績に加え人格

等も考慮されることになっているので、教員各自が自己研鑽に努めている。実務経験のあ

る教員の活用については、平成 30（2018）年度に実務家教員についての基準として、期間

要件、実績要件、資格要件を定めた【資料 4-2-4：（実務家教員に関する規程）】。 

 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開

発と効果的な実施 

 FDについては、平成 27(2015)年度から学長直轄の特別委員会として FD委員会を設置し、

FD 研修会や相互授業見学といった活動を精力的に行っている。なお、FD 活動にはすべての

専任教員が参加することを要請している。【資料 4-2-5：（平成 30 年度 FD 研修会の実施に

ついて）】【資料 4-2-6：（平成 30 年度相互授業見学の実施について）】 

 FD 研修会は、内外の講師による講演や、グループに分かれての討議を行っている。例え
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ば、教室の座席指定制を導入して双方向授業を円滑に行うといった工夫が共有されている。 

 付属校である函館大学付属有斗高等学校・函館大学付属柏稜高等学校と連携した授業公

開では、高等学校の授業を大学教員が見学し、大学の授業を高等学校教員が見学し、互い

に意見をフィードバックするというもので、双方にとって有意義な研修となっている。 

 アクティブ・ラーニング科目である「商学実習Ⅰ」については、「商学実習Ⅰの留意点」

をまとめるなどして、本学の PBL 授業の質的向上を図っている。「商学実習担当者会議」や

「教務委員会」では、商学実習Ⅰ・Ⅱのルーブリックや評価基準の策定を進めている。 

 FD 以外の教育内容・方法の改善の工夫については、教育改善会議からの発案で実施に至

ったものがいくつかある。例えば、授業外学習時間を週ごとに記録させる「SL シート」の

導入、TOEIC IP 試験の２年生全員受験、日商簿記３級試験の簿記原理Ⅰ・Ⅱ授業履修者全

員受験、学習支援員による個別学習相談、大学１年生へのスタディサプリの導入、１年生

全員の新聞購読などが挙げられる。 

 このように、様々な教育内容の改善が組織的に図られている。 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の規模であれば、教員の採用体制については現状でも大きな問題はないと考えられ

るが、今後の定年退職等を勘案すると、年齢バランスを考慮しカリキュラムの充実を図り

つつ、より計画的な教員の採用が必要である。平成 31(2019)年度からは４名の教員が新た

に着任しており、年齢バランスの改善が進行中である。 

FD 活動においては、付属校を中心に地域の高等学校との高大接続を、高等教育プラット

フォームを通じて推進していき、地域全体の学力向上、教育力向上を目指す。 

 

 

4－3 職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上

への取組み 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向

上への取組み 

 平成 29（2017）年度の大学設置基準等の改正において、職員（教員を含む）への研修

が義務付けられたことを受け、職員研修規程を整備したうえで、研修計画を策定して SD

を実施している。SD についても FD と同様に全専任教員・全事務職員の参加を要請してい

る。【資料 4-3-1：（函館大学職員研修規程）】 

 教員も対象となっていることから、SD 研修会の内容は大学運営に資するテーマとして、

「大学改革」「自己点検評価」「内部質保証」「業務の専門知識」「グローバル化」「財務状況」

といった内容とし、基本的に学内の適任者を講師として、職員の資質向上・能力開発に取

り組んでいる。 

また、平成 27(2015)年度からはキャンパス・コンソーシアム函館主催の合同ＩＲ・合同
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ＳＤ研修会を本学で開催し、函館地域の教育、ＳＤにかかわる諸課題について、情報の共

有と理解を深め、学生の指導・支援の糧としている。【資料 4-3-2：（平成 30 年度 SD 研修

会実施計画）】 

事務職員の研修については、加盟団体の日本私立大学協会及び同北海道支部の研修プロ

グラムが充実している。全職員の当該研修参加状況を確認し、4 種類の研修（初任者、中

堅実務者、中堅指導者、課長職相当者）に計画的に参加させるよう企画している。また、

全国研修には、毎年又は隔年で参加するように計画している。 

 加盟団体の行う「外部研修」では全国的水準の最新知識や成功事例を習得することがで

き、研修後も、重要事項は教授会に報告し、情報を共有するなど、小規模校の本学にとっ

て有益である。 

 また、事務職員の資質向上については、平成 25(2013)年度下期から副主任以上の事務職

員を対象とした人事評価制度の導入を実施し、平成 26(2014)年度下期から賞与への反映を

実施した。平成 28(2016)年度上期からは、対象を全職員に拡大し、平成 29(2017)年度上期

から賞与への反映を実施している。 

  その他には、平成 19(2007)年度に職員の能力開発およびキャリア形成を促進するための

「資格取得支援制度」を整備している【資料 4-3-3：（学校法人野又学園資格取得支援に関

する規程）】。支援対象資格としては、①経営に役立つ資格（日商簿記検定、ビジネス実務

法務、中小企業診断士）、②情報処理に役立つ資格（MOS2013、IT パスポート試験、基本情

報技術者試験など）、③学生・保護者とのコミュニケーションに役立つ資格（TOEIC、キャ

リア・コンサルティング技能検定）を指定し、各資格取得者に対しては検定料と難易度に

応じた手当を支給することにしている。 

 さらに、学生に対する TOEIC指導に有益であるとして、TOEICテスト（Listening & Reading, 

Speaking & Writing）についても教職員に受講を促しており、平成 30(2018)年度はのべ 15

人の教職員が受験した。 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 平成 29(2017)年度から定期的に教員を含めた SD 研修会を開催することにより、大学を

取り巻く状況についての理解が全教職員に浸透し、委員会等での議論も建設的なものにな

っている。今後も SD を活動については、定期的に実施していく。また、能力開発という点

では資格検定の受験を推奨していく。本学は商学部であることから、職員に求められる資

質と学生が受験する資格検定には共通点がある。職員が学生の資格検定の学習をサポート

する役割を担うという点からも、職員には資格検定の受験を勧めていく。 

 

 

4－4 研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

（1）4－4 の自己判定 

基準項目 4－4 を満たしている。 
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（2）4－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

 本学の教員（非常勤講師を含む）は、本学が年２回発行する「函館大学論究」に学術論

文等を掲載する事ができる【資料 4-4-1：（函館大学論究規程）】。函館大学論究は、全国の

図書館に寄贈される他、インターネット上に「函館大学学術リポジトリ」として公開され

ている。 

 専任教員は著書の出版をするにあたり、函館大学出版会による助成を受けることができ

る。なお、助成金額は原価への直接とし、1 件当たり 50 万円かつ費用の 2 分の 1 が上限

である。【資料 4-4-2：（函館大学出版会規程）】 

 専任教員は授業のある週１日について研修日を申請することができる。ただし、研究活

動が精力的に行われている実績（科研費の申請、査読付き論文の投稿、著書の刊行、学会

発表など）を要する。【資料 4-4-3：（専任教員の「研修日」申請制について）】 

 大学教員等人事評価では「教育」「研究」「アドミニストレーション」が評価項目となる

が、研究は全体の 25％を占めている。優れた研究実績をあげて、高い評価を得ることによ

り、教員の賞与支給額が増える制度となっており、教員の研究に対する意欲を高めること

に役立っている。 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

 函館大学および函館短期大学では、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・

監査のガイドライン(実施基準)」を踏まえ、「公的研究費等の不正使用防止対策に関する基

本方針」【資料 4-4-4】を定めて、ホームページに公開している。 

 この中で、法人本部事務局が監事と連携し、調査部署・公益通報窓口・内部監査部署と

なって、大学・短期大学の公的研究費等に係る不正防止の役割を担っている【資料 4-4-5：

（函館大学・函館短期大学における公的研究費等の不正防止体制図）】。法人の設置する内

部監査委員会が、科研費等を受給している教員に対して年 4 回の実地調査を行っている。 

 大学・短期大学の学長・事務局長の４名で構成する「公的研究費管理委員会」では、科

研費等の申請書の内容を吟味し、経費の使途、研究の実現可能性について検討し、決裁を

経てから申請する体制となっている。 

科研費に申請する前提となる研究倫理教育は、日本学術振興会による研究倫理 e ラーニ

ングの受講や、学内での研修会を通じて、周知を図っている。また、報道されている大学

における不正事案をよく参考にし、不正防止計画を策定している【資料 4-4-6：（函館大学・

函館短期大学における公的研究費等の不正防止計画）】。また、大学としても「物品購入」

「物品検収」「非常勤職員雇用管理」について行動規範を定めている。【資料 4-4-7：（函館

大学公的研究費使用に関する行動規範）】 

 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

 専任教員に対し、個人研究費として年 380,000 円を配分し研究を支援している。個人研

究費の内訳は、消耗品費 5 万円、図書費 15 万円、研究旅費 18 万円である。専任教員には

個人研究室１室と備品が貸与されており、個人研究費で購入した図書については退官する

まで研究室に配備しておくこともできるし、図書館に返却することもできる。 
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 学長裁量経費は、函館大学の教育改革に取り組む教員又は委員会を財政的に支援するこ

とを目的とするが、研究面に対しても用いることができる。費用が大きくなる海外の研究

者との研究（例えば、海外学会での発表、海外の研究者を招聘する研究会の開催など）に

おいて、学長裁量経費から支出することができる。 

 教員は、研究計画書を毎年度初めに提出し、年度末には 1 年間の進捗状況、推進した研

究内容、教育への活用、研究発表（学会発表を含む）、地域貢献、研究推進についての自己

評価、出張先（公費を用いたもの）について報告をしている。また、専任教員には、教育

に関する業績をまとめた「ティーチング・ポートフォリオ」を作成・提出することも義務

付けられている。 

 

（3）4－4 の改善・向上方策（将来計画） 

 研究不正防止については、「動機」「機会」「正当化」の３つの観点から不正防止計画を策

定しており、特に「正当化」が起こりやすい多忙を極める教員については、重点的に監督・

監査をするよう心がけている。 

 現状、個人研究費については全員に一律支給しているが、研究実績に応じた支給額に変

えていくことも必要であると考えている。研究支援の方向性としては、研究者の自由な発

想に基づく研究については科研費等の外部資金を活用し、内部資金は本学が推進する社会

的要請の高い研究に対して活用していくような見直しを、今後慎重に検討したい。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

現在、本学は理事長が学長を兼務していることから、リーダーシップの発揮という点では

十分な体制にある。教学マネジメント組織である教育改善会議を通じて、種々の教育改善

に取り組んできている。また一方で、ボトムアップによる改善も進んでおり、各委員会か

らの提案による改善も増えている。その根底には、FD 活動・SD 活動の充実があると考えら

れるので、今後も継続していきたい。 

 教員の任用については、年齢のバランスがやや高い現状を改善していく必要があるもの

の、全体としては商学の専門領域、一般教養、語学、教職と必要な教員が配置されており、

実務経験のある実務家教員も充実している。 

 研究不正防止については、会計上の不正防止は体制ができているので、これを維持しつ

つ、今後は研究倫理の不正（改ざん・剽窃など）についても注意を払っていきたい。 

 

 

基準 5 経営・管理と財務 

5－1 経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

（1）5－1 の自己判定 

基準項目 5－1 を満たしている。 
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（2）5－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

 「学校法人野又学園寄附行為」（以下「寄附行為」という）第 3 条において「この法人

は、教育基本法及び学校教育法並びに私立学校法に従って学校教育を行い、学園訓 3 か条

「報恩感謝」「常識涵養」「実践躬行」を具体的信条として、知・情・意の円満にして高

度に発達した人材を育成することを目的とする」としており、同第 4 条において「前条の

目的を達成するため」として、函館大学をはじめとする各校の設置を定めている。【資料

5-1-1：（学校法人野又学園寄附行為）】 

 「寄附行為」に則り、本学園の経営は、教育基本法及び学校教育法並びに私立学校法を

遵守し、同法の趣旨に従って堅実に運営されており、業務・経営の遂行の上で遵守すべき

事項は、関係諸規程により明確にされている。 

 この学園訓 3 か条「報恩感謝」「常識涵養」「実践躬行」については、各校内の主要箇

所に常掲されているほか、学校案内、学園ホームページ、各種広報誌などの媒体を通じ示

されている。入学式、卒業式等での式典における理事長、学長（校長・園長）からの式辞

等でも、常に建学の精神を背景にした内容が盛り込まれ、学園訓 3 か条が解説される。【資

料 5-1-2：（学園訓 3 か条）】【資料 5-1-3：（建学の精神）】【資料 F-2：（大学案内）】 

【資料 5-1-4：（野又学園 HP http://www.nomata.ac.jp）】【資料 5-1-5：（ぽるとさぴえ）】 

【資料 5-1-6：（学長の入学式・卒業式式辞）】 

 また、教職員辞令交付式等では、理事長自ら学園の経営方針等が述べられるなどして、

教職員に対しても理解を得る機会となっていると判断できる。 

 このように、建学の精神や学園訓 3 か条を尊重することにより、私立学校としての自主

性を確立するとともに、教育機関に求められる公共性を高めるための組織体制や関係諸規

程を整備して、高等教育機関として地域社会の要請に応える経営を行っている。 

近年、事業者内部からの通報（いわゆる内部告発）を契機として、国民生活の安心や安

全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになった。このため、そうした法令違反行

為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライア

ンス（法令遵守）経営を強化するために、公益通報者保護法が平成 18(2006)年 4 月に施行

され、本学園でも平成 20(2008)年度に「学校法人野又学園公益通報者保護規程」を定めた

ところである。【資料 5-1-7：（学校法人野又学園公益通報者保護規程）】 

近年、世間を騒がせた公的研究費等の不正使用に対しても、本学園として体制を整備す

るべく基本方針や規程等の制定を行いホームページに公開している。【資料 5-1-8：（函館

大学・函館短期大学における公的研究費等の不正使用防止対策に関する基本方針）】【資料

5-1-9：（函館大学・函館短期大学における公的研究費等の不正使用防止対策に関する規程）】

【資料 5-1-10：（函館大学・函館短期大学における公的研究費等の不正使用防止計画）】【資

料 5-1-11：（野又学園ホームページ・不正防止）】 

 

 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

 「学校法人野又学園寄附行為施行細則」（以下「寄附行為細則」という）第 8 条では、

理事会と各校との間に、各校別の「運営協議会」を設置することを定め、各校の重要事項
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の解決策を講ずるための協議を行うこととしている。【資料 5-1-12：（学校法人野又学園

運営協議会規程）】 

 各校別の就業規則では、各々その第 1 条において「職員はすべて教育に従事するものと

して、「寄附行為」第 3 条（目的）の趣旨により本学園に勤務し、教育者としての自覚の

もとに、学生の育成に努めなければならない」としている。【資料 5-1-13：（学校法人野

又学園就業規則管理規程）（［別紙］各校就業規則作成基準）】 

 さらに、本法人が設置する各校が「寄附行為」に定める目的の実現へ向かって適切に機

能しているかを法人自ら点検・評価するために「野又学園教育向上推進委員会規程」を定

め、法人には学園内理事で構成する「教育向上推進委員会」を、各校にはそれぞれ学校長

及び教職員で構成する「自己点検・評価委員会」を設置している。上記規程第 2 条では「学

校法人野又学園（以下「本学園」という）は、設置する各学校の教育研究、組織及び運営

並びに施設及び設備、財政の状況について、建学の精神に基づき、点検と評価を行い、本

学園の教育の充実向上を図り、もって本学園の社会的使命を達成することを目的とする」

としており、「学校法人野又学園自己点検評価実施規程」の第 2 条（基本方針）において

「本学園の法人及び各校における自己点検・評価は、各実態に応じて、建学の精神を具現

化する教育の充実向上と社会的使命の達成に資することを第一主義として実施されるもの

とする」との基本方針を定め、点検・評価にあたっている。【資料 5-1-14：（野又学園教

育向上推進委員会規程）】【資料 5-1-15：（学校法人野又学園自己点検評価実施規程）】【資

料 5-1-16：（平成 26 年度教育向上推進委員会議事録）】 

 本法人の各校は所属長のリーダーシップのもと、教職員 1 人 1 人の経営参画意識の高揚

や教学の充実を図る工夫をするなど、総じて、「寄附行為」及び「学則」に明定している

目的を達成するために、管理運営体制を整備しており、適切に機能していると評価できる。

なお、函館大学においては「部長会議」を設置し、学長・副学長・学部長・部長（3 名）・

事務局長・事務部長（2 名）が構成員となっている。【資料 5-1-17：（函館大学校務分掌

組織図 ）】また、大学の経営計画策定を主な目的として、平成 30（2018）年度より新た

に学長室を設置し、「部長会議」の構成員が兼務して業務にあたっている。【資料 5-1-18：

（学校法人野又学園事務管理規則）】  

 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

 キャンパス内は造園業者に委託し、定期的に手入れをして、緑化に努めている。彫刻等

も配置し、美観に注意を払っている。 

 食堂は学生食堂と喫茶があり、いずれも業者委託である。学生食堂は 150 席、喫茶は 100

席あり、いずれも教職員、学生が頻繁に利用している。自動販売機も食堂、学生談話室等

に設置している。食堂については、メニューや料金について学生の要望も強く、改善の検

討の余地があると考えている。 

 学生の憩いの場として学生談話室、学生ホール、リラックスコーナー３カ所、その他、

有効スペースを利用して学生がくつろげる場所を確保している。また、図書館には、ソフ

ァーなどを備え、憩いの場としても整備し、多くの教職員、学生が利用している。 

 校舎内には簡易郵便局と銀行 ATM が設置されており、学生・教職員だけではなく地域住

民も利用している。 
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 地球温暖化の防止など地球規模の環境問題について啓発していくことは教育機関として

必要なことである。学内の暖房システムについても研究室、ゼミ室等を中心に一斉暖房か

ら個別暖房に切り替え、また、平成 24(2012)年度より大学事務室内をはじめ、学内の蛍光

灯を LED 照明に順次切り替えを進めて省エネに取り組み、徐々にではあるが環境問題にも

取り組み始めている。 

 施設設備の整備および維持・管理は概ね適切に行われていると考えており、校舎内は常

に清掃が行き届き、快適な環境が保たれている。また、敷地内を全面禁煙にし、快適に過

ごすことができる環境になっている。 

 バリアフリーについては身障者用トイレ、エレベーター、スロープを整備し、車椅子で

学内のほとんどの場所に移動でき、学内施設の利用が可能な状態になっている。 

 ハラスメント事案については、相談窓口や調査体制についてハラスメント防止規程を定

めている。また、簡単なリーフレットを作成し、毎年新入生全員に配布をしており、HP に

も掲載している。【資料 5-1-19：（セクシャルハラスメントの防止に関する規程）】【資料

5-1-20：（函館大学ハラスメントの防止等に関する規程）】【資料 5-1-21：（ハラスメントリ

ーフレット）】平成 26(2014)年度には１件のハラスメント事案の申告があり、ハラスメン

ト委員会を設置して当事者から事情を聴取し、ハラスメントの有無を調査・審議した。 

 学内警備については、平成 23(2011)年度に機械警備を設置し、24 時間体制で監視できる

体制になっている。 

 体育館には警備員が常駐し、体育館内を定期的に巡回している。事故時の連絡体制はあ

らかじめ決められており、緊急時に対応できる体制になっている。 

 消火栓、消火器、避難はしご等の消火設備は基準通り設置してあり、専門業者と委託契

約を結び、定期的に検査、点検、整備を実施している。火災時の誘導灯、避難経路等の表

示も適切になされている。「函館大学消防計画（防火管理）」に基づき、防火管理と非常

時の体制を明確にしてあり、火災に関する避難訓練も実施している。【資料 5-1-22：（函館

大学消防計画（防火管理）】【資料 5-1-23：（火災避難訓練実施要領）】  

 自動体外式除細動器（AED）を玄関と体育館にそれぞれ１台ずつ設置し、緊急時に対応で

きるようにしてある。AED については、教職員と学生に、使用法を周知している。 

 アスベスト対策については平成 17(2006)年度に校舎内でのアスベストの有無を専門業

者に調査依頼し、使用されていないとの検査結果を得ているが、煙突でのアスベストの使

用有無については調査中である。【資料 5-1-24：（アスベスト調査結果）】 

 耐震診断については平成 19(2008)年度に実施し、その結果、耐震工事の必要なところに

ついては、平成 21(2010)年度に耐震改修設計を行い、平成 24(2012)年度に工事を終えたと

ころである。また、大地震への備えとして、地震防災応急計画を策定し、緊急時の体制や

備蓄について定めている。【資料 5-1-25：（函館大学大地震対策マニュアル）】 

災害用品としては、水・食料（乾パン）・毛布・簡易トイレ・ダンボールベッドを備蓄

している。 

 

（3）5－1 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 27(2015)年度からは理事長が学長を兼務する体制となり、強力なリーダーシップを

発揮しやすい体制をとっている。学校教育法等の改正の趣旨をよく理解して社会から求め
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られる大学改革を遂行していく。 

 施設の安全については、引き続き点検を実施していく。教育研究環境の整備と有効利用

については、学生満足度調査からの学生の要望等を参考に改善に努めていく。 

 

 

5－2 理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）5－2 の自己判定 

基準項目 5－2 を満たしている。 

 

（2）5－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

現在の「寄附行為」で定めている人数は、理事の定数 7～9 人に対し実数は 9 人、監事

の定数 2 人に対し実数は 2 人、評議員の定数 15～19 人に対し実数は 19 人となっている。

【資料 5-2-1：（学校法人野又学園寄附行為）】 

 理事会は、「寄附行為」第 17 条第 2 項に規定しているとおり「この法人の業務を決し、

理事の職務の執行を監督する」との基本権能と責任を有し、「寄附行為細則」第 3 条によ

り、10 項目にわたる業務決定権限と、理事解任の議決権（「寄附行為」第 11 条）、学園

長・法人名誉顧問の選任権（「寄附行為」第 28 条、第 31 条）を持っている。それ以外の

事項については同第 3 条第 2 項により理事長に業務決定の権限が委ねられている。理事会

の開催は年間 8 回程度であり、事業計画及び予算、事業報告及び決算、主要人事等決定権

限事項に係る審議決定を行うほか、各校の状況について、適宜、報告を受け意見交換を行

うなど適切に機能している。【資料 5-2-2：（学校法人野又学園寄附行為施行細則）】 

 理事長は、「寄附行為」第 12 条により、「この法人を代表し、その業務を総理する」と

の基本権限と責任を有している。理事会の業務決定や執行が適切・円滑に進むよう、理事

長は平常、自ら各校をよく視察するなど現況把握に努めており、また、理事長と各所属長

とは懸案事項を中心によく意見交換を行い、毎年度上半期及び年度末には、各校毎に事業

計画の遂行状況に関する報告書の提出を求め、共に総括するなどしてその業務を総理して

おり、これらは適切に機能している。 

 評議員会は、「寄附行為」第 23 条により「この法人の業務若しくは財産の状況又は役員

の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、または

役員から報告を徴することができる」との基本機能と責任を有し、「評議員の内から選任

する理事の選任に関する決定権」（「寄附行為」第 7 条）、「役員の解任に関する議決権」

（同第 11 条）、「評議員の解任に関する決定権」（同第 26 条）をそれぞれ有する。また、

「寄附行為」第 22 条により、事業計画、予算等 10 項目にわたる事項については、理事長

は、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないとされ、また、事業の実績及び決

算について理事長及び監事から定期的に報告を受けるなど、理事会から独立したチェック

機関として適切に機能している。なお、評議員会は年 3 回程度開催され、理事長からの諮

問等に基づき、上記諮問事項を中心に審議（意見聴取）を行っている。【資料 5-2-3：（理

事会・評議員会出席状況）】 
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 理事、監事、評議員の選任規定は「寄附行為」に明定し、外部者も含めて適切に選任し、

広く意見を求める布陣となっている。理事会、評議員会における事業計画、予算、事業報

告書、決算等の審議面では資料もよく整備され、監査法人及び監事による監査報告も踏ま

えて、審議を適切にしている。 

 事業の結果及び決算を法人ホームページに詳細に掲載するなど透明性も確保し適切に運

営している。 

 前述のとおり役員及び評議員の選任規定は「寄附行為」に明示しており、公正に人選し

ている。また、学識経験者の選任にあたっては、学園及び大学の目的達成並びに当面する

諸課題の解決を考慮し、地域の産学官との連携を重視した人選をするなど、適切な人事を

行っている。【資料 5-2-4：（法人役員評議員等名簿）】 

 また、学長及び副学長の選任は統治に係る重要人事として理事会で決定することを「寄

附行為」に明定している。学長選任に関しては、従前は「学長候補の選出に関する事項」

を教授会審議事項として学則に定めていたが、学校教育法等の改正を受け、学長候補の選

出は教授会の役割を越えていると判断し、学則の改正を行い、函館大学学長候補選挙に関

する規則および函館大学学長候補選挙施行細則を廃止した。 

 

（3）5－2 の改善・向上方策（将来計画） 

厳しい経営環境において、法人の意思決定は的確かつ迅速に行わなければならない。理

事は「寄附行為」に基づき教職員並びに学識経験者がバランス良く選任され、外部からの

多様な意見を取り入れることを可能としており、理事会における意思決定は円滑かつ機動

的に行われており、今後も継続していく。 

平成 28(2016)年度からは課題であった常勤監事も１名就任したので、各校の業務監査を

充実させていきたい。 

 

 

5－3 管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

（1）5－3 の自己判定 

基準項目 5－3 を満たしている。 

 

（2）5－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

法人本部においては、「寄附行為」に基づき、本法人の管理機関として、理事・理事会・

理事長・監事・評議員会を設置している。理事は理事会構成員として、理事会は最高決議

機関として、理事長は法人代表権者並びに執行機関最高責任者として、監事は監査機関と

して、評議員会は諮問機関として、それぞれの機能を果たしている。【資料 5－3－1：（学

校法人野又学園寄附行為）】【資料 5－3－2：（理事会・評議員会出席状況）】 

 また、「寄付行為施行細則」に基づき、運営協議会・所属長会議を設置している。運営協

議会は理事長と各学校教職員の意見交換の場として、所属長会議は設置校横断的な内容に
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関する協議の場として設置されている。 

 理事・監事は年 8 回程度開催している理事会において、理事・監事・評議員は年 3 回程

度開催している評議員会において意志決定を行っている。必要があれば臨時に評議員会・

理事会を開催することもあり、法人の管理運営機関のコミュニケーションは問題なく機能

している。 

大学においては、平成 26(2014)年度まで、学長・副学長の下に各教員がおり、学長が経

営部会をスタッフ組織としながら事務局長のもとに部長（教員）・課長があり、教授会の下

に委員会があって教授会から委員会に諮問するという組織であった。平成 27(2015)年 4 月

からの法改正の施行にともない、平成 27(2015)年度からの新体制をとることとした。 

新体制は、学長・副学長・学部長の下に 3 部長を配置し、3 部長が 2～3 の委員会を監督

する体制をとっている。さらに学長の直轄組織として特別委員会である「FD 委員会」「IR

委員会」「チーム支援会議」「アドミッション・オフィス会議」「プラットフォーム推進委員

会」と、「部長会議」および「教育改善会議」を設置している。【資料 5－3－3：（平成 28

年度函館大学校務分掌組織図）】【資料 5－3－4：（平成 27 年度以降の学長直轄組織につい

て）】 

「部長会議」は実質的な執行機関であり、方針を決定し業務を執行（教職員に指示）す

る。部長は、報告・連絡・相談の基本的な執行ラインにおける管理職となる。【資料 5－3

－5：（部長会議規程）】 

「教育改善会議」は教学上の課題を明確にし、改善策を検討する会議であり、平成

26(2014)年度までは「中期経営計画実施委員会」であったものである。教育改善会議は、

部長会議のメンバーに加え、特別委員会の委員長（3 名）と課長（2 名）で構成される。【資

料 5－3－6：（教育改善会議規程）】 

本学設置のいずれの委員会も原則として月１回開催し、議事の内容は委員長もしくは部

長から学長に報告された上で、教授会に審議上程または報告されている。【資料 5－3－7：

（平成 28 年度委員会開催状況）】各教員は特別委員会も含めて 3～4 の委員会に所属してお

り、意見を述べる場が確保されている。 

事務職員は、事務管理規則に基づく組織図のとおり部・課が組織されており、事務局長

が事務組織を統轄している。平成 30（2018）年度は、事務局長は法人本部事務局長も兼ね

ており、予算や人事に関して重要な役割を担った。 

 なお、従前設置していた経営部会については部長会議がその役割を担っている。また、

運営協議会については理事長との意見交換の場とし、意志決定の場ではないことを明らか

にして混乱しないように規程の改正を行った。 

平成 27(2015)年度から施行された学校教育法等の改正により、大学の意志決定は学長が

行い、教授会は意見を述べる役割であることが明確となっている。本学においては学長が

教授会審議事項を学長決定として周知している。【資料 5－3－8：（函館大学学則第 46 条第

3 号に基づく教授会の審議事項について）】 

教授会の議を経て学長が決定した事項は、関係する部・課を通じて執行する。その経緯

及び結果は適宜教授会に報告事項として伝達される。教授会構成員と事務部門職員とが常

に緊密な連携を保ち、大学組織全体で迅速かつ円滑な意思疎通を図るためである。 
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5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

本法人の管理機関のひとつである監事は 2 名おり、理事会・評議員会に出席して意見を

述べている。監事は文部科学省が開催している「学校法人監事研修会」になるべく参加し、

監事の役割を果たしている。【資料 5－3－9：（学校法人監事研修会参加状況）】平成 28(2016)

年 5 月からは、2 名の監事のうち 1 名は常勤監事となり、フルタイムで勤務している。 

 大学の管理機関のひとつである教授会は、学長や部長会議で決定した内容に対するチェ

ック機能を果たしている。学長が決定しようとしている事項やすでに決定している事項は、

審議事項もしくは報告事項として教授会に上程され、詳細に説明されている。 

平成 26(2014)年度までの体制では、教育研究に関する意志決定機関として教授会を位置

づけていた。平成 27(2015)年 4 月からの法改正の施行にともない、平成 27(2015)年度から

は、教授会は決定権限者である学長に意見を述べる場となることを受け、独断専行になら

ないようなリーダーシップの適切な発揮ができるよう、法人の各校も含めて所属長の役割

を明確にした。 

所属長である学長は年度の事業計画の策定にあたり中期経営計画を踏まえて「所属長方

針」を示し、今年度の教育および経営の方針を明確にしている。これにより、教職員は学

長の方針に沿った内容を実施しやすくなっており、いわゆるボトムアップでの組織的活動

ができるようになってきている。【資料 5－3－10：（平成 26 年度第 2 回所属長会議資料「事

業計画書の見直しについて」）】各部長は前述の「所属長方針」に基づき、所管する委員会

の事業計画を策定する。部長は所管する委員長を監督し、その進捗状況は定期的に開催す

る部長会議にて学長に報告されている。 

このような仕組みによって、学長は各部門における状況を的確に把握し、方針の徹底や

細部の確認など管理業務を行っている。 

学部長は学長を補佐し、本学の基本的な業務である「入試」「学生」「教務」「就職」「図

書館」「国際交流」「地域連携」の７委員会の所管業務について部長の相談を受けている。

学長はそれらを統括しつつ、「FD」「IR」「チーム支援」「アドミッション・オフィス」とい

った特別委員会を直轄し、業務を効率的に分担している。【資料 5－3－11：(平成 28 年度

函館大学組織図)】 

平成 28(2017)年度からは副学長を任命し、学長の業務を補佐している。特に重点課題と

している FD の充実と規律ある授業を推進しつつ、行事や渉外において学長の代理を務めて

学長の負担を軽減している。 

教授会は月１回を定例として学長が招集しており、学長が議長となり議事を進行してい

る。教授会において意見を聞いた上で、学長の決定が周知されている。 

また、研修においても学長が講師となってリーダーシップを発揮している。平成 28

（2016）年度から SD 研修会で、学長が「大学の質保証」「グローバル化」について講話し

ている。【資料 5－3－12：(平成 28・29 年度函館大学 SD 研修計画)】加えて、高大接続研

修読解力向上プロジェクトでも全体研修会の講師を学長が努め、大学のみならず付属高校

も含めて方針を示しリーダーシップを発揮している。【資料 5－3－13：(平成 29 年度高大

接続研修読解力向上プロジェクト全体研修会資料)】 
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（3）5－3 の改善・向上方策（将来計画） 

大学の意思決定機関については、平成 27(2015)年度から施行された学校教育法等の改正

にともない、従前から大幅な変更を加えたところである。教員の校務負担を減らす工夫を

しつつ、会議の回数を確保している。また法人としても、所属長方針に始まる事業計画書

の見直し、自己点検評価報告書の作成を 4 年に１度から毎年行う変更を加えるなどしてお

り、取組が定着しつつある。大学の意思決定は学長のリーダーシップのもと適切に行われ

ているので、委員会からのボトムアップでの起案が活発になるよう努める。 

 

 

5－4 財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）5－4 の自己判定 

基準項目 5－4 を満たしている。 

 

（2）5－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

本学は、定員割れに伴う財務の悪化を解消するため、平成 20(2008)年度に函館大学再建

計画[平成 21(2009)年度～平成 26(2014)年度]を策定し、①函館大学の教育方針の明確化、

②定員および学科構成の見直し、③学費および奨学金制度の見直し、④人件費・経費の見

直しなどの計画を段階的に実行した。次に、平成 26(2014)年度に函館大学経営改善計画[平

成 27(2015)年度～平成 29(2017)年度]を策定し、より具体的な計画として、①学習支援員

やＴＡ、地域連携コーディネーターといった教員以外の教育支援人員の雇用、②学生の地

域の国際化課題（グローカル課題）に係る学習への補助（渡航費支援等）、③学生の地域課

題・地域連携・新聞購読費用の補助などを段階的に実行している。更に、経営安定資金よ

り総額１億円を「教育改善活動予算」として確保し、年間 2,000 万円を 5 年間にわたり集

中的に執行し、短期間で教育の改善を図るという計画を策定し、実行に移している。 

本法人の帰属収支差額（基本金組入前当年度収支差額）は、平成 25(2013)年度は 8,993

万円、平成 26(2014)年度は 657 万円であり、帰属収支差額のプラスを維持することをひと

つの目標として、学校法人野又学園経営改善計画[平成 27(2015)年度～平成 31(2019)年度]

を策定した。平成 27(2015)年度は 1 億 3,297 万円、平成 28(2016)年度は 1,969 万円、平成

29(2017)年度は△4,607 万円、平成 30（2018）年度は△3 億 152 万円であった。また、日

本私立学校振興・共済事業団の示す「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法

人全体）」では、計画最終年度まで「A3」を維持することも目標としているが、平成 29(2017)

年度決算の結果「A3」から「B0」に移行しており、更にイエローゾーンへ移行しないため

には第１の設問「教育活動資金収支差額が３か年のうち２か年以上赤字である」において

「はい」にならないことが必須である。なお、この経営改善計画については、平成 27(2015)

年 8 月に学園の全教職員を対象とする説明会を開催し、理事長から説明がなされた。 

また、本法人は、今後更に進む少子化による収入減少等に対処するため、教育の質と経

営の質を高めるべく学校法人野又学園中期経営計画[平成 26(2014)年度～平成 28(2016)年
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度]を策定した。この計画では、①経営理念、②経営ビジョン、③経営戦略、④各校の経営

計画を明らかにし、特に、④については各校において計画を立案、計画全体について全教

職員が情報を共有し理解することを目標としている。なお、平成 29(2017)年度には本経営

計画の総括をするとともに、新たに学校法人野又学園中期経営計画[平成 29(2017)年度～

平成 31(2019)年度]を策定している。 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

1）法人全体の財務状況 

 平成 27(2015)年度に改正された学校法人会計基準では、消費収支計算書が事業活動収支

計算書に置き換えられるなど、大幅な見直しが行われた。 

平成 26(2014)年度から平成 30(2018)年度までの 5年間における経常収支状況は表 5-4-1

に示すとおりである。この 5年間で比較すると学生生徒等納付金が 1億 8,100万円減少し、

教育活動収支差額は 2 億 5,200 万円減少している。なお、平成 30(2018)年度の経常収支差

額は、学生生徒等納付金の減少に加えて、教育活動収支における支出金額の増加から 2 億

4,391 万円のマイナスとなった。 

 また、この 5 年間の特定資産残高を比較すると 7 億 7,707 万円減少し、平成 30(2018)年

度末の残高は 43 億 129 万円となった。 

 

表 5-4-1 法人全体における学生生徒等納付金および収支差額の推移（単位：百万円） 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

学生生徒等納付金 1,332 1,313 1,244 1,207 1,151 

教育活動収支差額 △73 23 △116 △220 △325 

経常収支差額  34  137 △29 △148 △244 

基本金組入前当年度収支差額    6  133 19 △46 △276 

基本金組入額     △62    △348     △91    △620 △460 

当年度収支差額     △56      △215     △72    △666 △736 

前年度繰越収支差額        4       72    △116    △168 △833 

基本金取崩額      124       27       20        1 52 

翌年度繰越収支差額       72    △116    △168    △833 △1,517 

 

2）函館大学の財務状況 

 平成 26(2014)年度から平成 30(2018)年度までの 5年間における経常収支状況は表 5-4-2

に示すとおりである。この 5 年間で比較すると、学生生徒等納付金が 1,500 万円減少して

いるが、教育活動収支差額は 1,800 万円増加している。また、経常収支差額は 1,500 万円

改善している。 

大学における収支の改善の理由としては、平成 28 年度から入学定員を 120 名から 100

名に変更したことによる収容定員の減少と、入学生が平成 27（2015）年度の 62 名を最低

として以後順調に回復していることにより、収容定員充足率が平成 27（2015）年度の 68.1％

から平成 30（2018）年度の 81.2％へ回復していることが挙げられる。収容定員充足率の改
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善により経常費補助金の減額率が小さくなり、経常費補助金の一般補助は平成 26（2014）

年度の 6,774 万円から、平成 30（2018）年度は 9,604 万円まで増加した。また、平成 30(2018)

年度については、経常費補助金の特別補助を 6,909 万円獲得することが出来た。特に、私

立大学等経営強化集中支援事業 2,500 万円、私立大学等改革総合支援事業タイプⅠ580 万

円・タイプⅤ1,000 万円を獲得したことが特別補助の増額に大きく寄与している。経常費

補助金の過去 5 年の推移は図 5-4-1 のとおりである。 

 しかし、それでもなお経常収支差額がマイナスなのは、減価償却費の計上額が大きいこ

とが主な原因として挙げられる。また、平成 30（2018）年度には、新たに第一学生寮を建

設したことで、施設関係支出として 3 億 9,089 万円を計上した。 

 なお、この 5 年間の特定資産残高を比較すると 5 億 3,450 万円減少し、平成 30(2018)年

度末の残高は 11 億 3,148 万円となった。 

 

表 5-4-2 函館大学における学生生徒等納付金および収支差額の推 （単位：百万円） 

 平成 26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

学生生徒等納付金 347 327 305 299 332 

教育活動収支差額 △134   △73   △104   △152 △116 

経常収支差額  △113 △52 △82 △133 △98 

基本金組入前当年度収支差額 △113 △52 △25 △138 △120 

基本金組入額     △20     △35     △18     △71 △328 

当年度収支差額    △133     △87     △43    △209 △448 

前年度繰越収支差額    2,254    2,125    2,050    2,011 1,802 

基本金取崩額        4       11        5        0 0 

翌年度繰越収支差額    2,125    2,050    2,011    1,802 1,354 

 

図 5-4-1 函館大学における国庫補助金収入の推移 
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（3）5－4 の改善・向上方策（将来計画） 

安定した財務基盤の確立のためには、学生生徒等納付金収入と補助金収入の安定的な確

保に加えて、外部資金の積極的な導入が課題である。 

学生生徒等納付金収入の確保のためには、大学教育の質を高め地域から必要と評価され

る大学にならなければならない。補助金については、特別補助を獲得するための諸施策を

実施すること、及び定員充足率を意識して一般補助の増額を図ることが必要である。科研

費については、申請件数が少ないことが課題のため、応募の奨励に取り組んでいく。 

 また、寄付金獲得のための体制を整備する必要がある。現在は特定公益増進法人の証明

を取得しているが、税額控除の証明については平成 30(2018)年度に再取得することが出来

た。 

なお、平成 30(2018)年度も経常収支差額がマイナスとなっており、改善が大きな課題で

ある。そのために、収入の確保に加えて、支出面の精査をさらに進めていきたい。 

 

 

5－5 会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）5－5 の自己判定 

基準項目 5－5 を満たしている。 

 

（2）5－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

本学は、教育研究の目的を達成するために、学園の予算編成方針をもとに予算編成を行

って、教育研究、施設整備の充実に取り組んでいる。予算は、毎年予算編成方針に基づき、

10 月ごろから作成し、12 月下旬までに法人本部に提出し、2 月の法人本部との予算ヒアリ

ング及び調整を経て 3 月の評議員会への諮問、理事会での審議に付されその承認を経て成

立し、4 月の入学者確定を踏まえた 5 月補正により確定する。確定した予算は各部署に通

知し、平成 17(2005)年度から導入している会計システムで処理するとともに監査法人の中

間監査も受け、執行状況を管理している。また、平成 27(2015)年 4 月 1 日から学校法人会

計基準が改正されたことに伴い、新会計システムの入替を実施している。予算の流用、変

更等については、事前に法人本部の稟議決裁を仰ぐこととしており、稟議決裁を経ない予

算の変更等は行われていない。【資料 5－5－1：（予算編成方針）】 

 決算については法人の監事及び監査法人の監査を得て評議員会に報告し意見を求めた後、

理事会に報告し承認を経て決定する。 

 また、収入支出の経理処理は、学校法人会計基準に則り運用しているが、平成 17(2005)

年 4月 1日施行の学校法人会計基準の一部改正及び平成 27(2015)年 4月 1日施行の学校法

人会計基準の一部改正に伴い、会計処理の解釈に不明確な問題がある場合は、学校経理研

究会編の「学校法人会計要覧」を参照し、不明な点は監査法人や日本私立学校振興・共済

事業団に指導を仰ぎ、確認しながら処理することとしている。 

 平成 25(2013)年度からは、経理処理の本部集中化を図るため本部事務局経理課職員を中
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心とする経理改善推進委員会が発足され、平成 26(2014)年度には本学の会計に関する処理

は全て本部事務局に吸収された。 

 なお、資産運用については、平成 21(2009)年 9 月 25 日制定の「学校法人野又学園資産

運用規程」に従い、安全・確実を第一として、国内の公共債を中心とした運用を実施して

いる。【資料 5－5－2：（学校法人野又学園資産運用規程）】   

 公的資金に対する適正な管理については、補助金・科研費等に係る公的研究費管理委員

会で検討し、平成 27(2015)年 7月設置の内部監査委員会が年 4回の実地調査を行っている。 

 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学では、私立学校振興助成法に基づく監査法人による外部監査、私立学校法に基づく

監事監査、学園規程に基づく内部監査を実施するとともに、監査法人と監事の意見交換の

機会を設けている。 

１） 外部監査 

 本学園は、平成 28(2016)年度から新たな監査法人と監査契約を交わしている。監査法人

を替えたことにより、基本の再確認とともに新しい角度からの監査が行われるようになり、

本学園の監査体制が充実した。なお、平成 29(2017)年度には担当の公認会計士が監査法人

を転籍したため、改めて新たな監査法人と監査契約を交わすことになった。平成 30(2018)

年度の監査結果は適正意見であった。 

２）監事監査 

 法人監事は評議員会、理事会に毎回出席し、運営及び法人の業務に関する監査や決算時

の監査を行い、監査報告書を作成して、評議員会、理事会に監査報告している。 

 平成 27(2015)年度決算までは非常勤監事 2 名体制であったが、平成 28 年(2016)年 5 月

に開催された理事会での役員改選により新たに常勤監事 1 名が選出され、常勤監事 1 名非

常勤監事 1 名の体制になった。 

 監査の範囲は業務報告書、事業報告書、計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算

書、人件費内訳表含む）及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細書、基本金明細表

含む）並びに収益事業に係る貸借対照表、損益計算書、その他の関連帳簿、評議員会、理

事会議事録等である。 

３）内部監査 

 所属長会議の下に内部監査委員会を設置し、年度毎に監査計画を立て監査を実施してい

る。監査の種類は、会計監査と業務監査で、会計監査には①外部会計監査、②科研費の監

査、③特別監査の三種類があり、特に③の特別監査は平成 29(2017)年度から実施している

もので、各校の会計業務の中から毎年三件を抽出し監査することにしている。また、業務

監査は授業見学を行うもので、理事長と法人本部事務局長と常勤監事が各所属校の授業を

見学することで学園の教育に関する状況を監査している。 

 

（3）5－5 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も、学校法人会計基準、本学園の経理規程等に準拠して適正な会計処理を行い、監

査についてもより厳格化を図り、公正かつ適正な会計処理を心がけて業務を行う。また、

担当職員の外部研修への参加等により、スキルアップと業務効率の向上に努めていく。 
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［基準 5 の自己評価］ 

経営に関しては、「寄附行為」にも明記されているように教育基本法・学校教育法・私

立学校法等の関係諸法を遵守し、高等教育機関としての社会的役割を基本に、単年度毎の

事業計画を立案し将来に向けた目的実現に努めている。 

 本学は、学長が設置法人の理事長を務めており、理事会、教授会等で決定された目的等

に向けての戦略的意思決定及び学長のリーダーシップは、十分に発揮されている。また、

法人の各組織と本学内の組織のスムーズな連携により業務執行体制も機能的に運営されて

いる。 財務基盤について、法人全体では特定資産の積立を実施し、収支バランスにおい

ては収益事業からの繰入等財務基盤の安定強化を図っている。 

 会計処理は、学校法人会計基準等に従い、また、公認会計士による監査を受け適正かつ

厳正に実施されている。 

 上記のように、本学の「経営・管理と財務」については、その目的実現に対して、理事

長・学長のリーダーシップにより、適正な組織、監査体制、厳正な会計処理がなされてい

るが、今後も安定した財務基盤を維持すべく努力が必要である。 

 また、事務職員の資質向上については、平成 25(2013)年度下期から事務職員を対象とし

た人事評価制度の導入を実施し、意識改革を図っている。 

 

 

基準 6 内部質保証 

6－1 内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

（1）6－1 の自己判定 

基準項目 6－1 を満たしている。 

（2）6－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

函館大学の母体である学校法人野又学園では、内部質保証に関し、従来は法人内の各学

校（函館大学、函館短期大学等）で、自己点検評価に関する規程を定めていた。しかし、

平成 16(2004)年度以降、すべての大学、短大等が 7 年以内ごとに文部科学大臣が認証する

評価機関の評価を受けることが法律で義務付けられたことから、平成 23(2011)年度に規程

の改廃を行い、法人内各校の規程を「野又学園教育向上推進委員会規程」「学校法人野又学

園自己点検評価実施規程」に一本化して、自己点検・評価のプロセスを法人として確立し、

自主的・自律的な内部質保証の取り組みを進めている。 

法人全体では、「野又学園教育向上推進委員会規程」に基づき、法人内に野又学園教育

向上推進委員会を常置している。野又学園教育向上推進委員会は、理事長および理事であ

る各学校の所属長が委員となり、責任体制を明確にし、各校の FD、自己点検評価、認証評

価等を推進する役割を担っている。法人内各校の授業を委員が見学し、授業の内容や学生

の受講態度についての報告を理事会に対して行っている。平成 28(2016)年度から法人に常

勤監事を１名配置しており、業務監査の一貫として常勤監事も各学校の授業見学を行って

いる。 

 「野又学園自己点検評価実施規程」は、野又学園が設置する各学校の自己点検評価実施
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に必要な事項を定めている。第 3 条で「各校には、自己点検・評価委員会を置き、教員お

よび事務職員で組織するものとする」と定めており、法人内の学校ごとに恒常的な自己点

検評価組織を設置することを求めている。さらに、函館大学は、学則第１章（「目的及び使

命」）第２条に「本学はその教育研究活動等の状況について自ら自己点検および評価を行い、

その結果を公表するものとする」と定めている。この「野又学園自己点検評価実施規程」

第 3 条及び学則第１章第２条に基づき、函館大学は、学内に自己点検評価委員会を常置し

ている。同委員会は学長を委員長とし、副学長、学部長、部長（3 名）、事務局長、事務部

長（2 名）の計 9 名で組織し、責任の所在を明確にして、三つのポリシーを起点とした内

部質保証の恒常的な組織体制を整えている。 

 

（3）6－1 の改善・向上方策（将来計画） 

学校教育法に定める自己点検・評価の義務化の趣旨は、PDCA サイクルの確立により教育

研究水準の向上に努めることと、学校の情報公開を進めていくことにある。 

本学は、PDCA サイクルの確立に努める上では、自己点検評価報告書に代表される「検証」

だけでなく、次の行動につながる「計画」を策定することが重要と考えている。法人全体

として 3 年間の中期経営計画の策定を行うため、所属長会議の下に特別委員会である中期

経営計画策定委員会を設置し、経営理念・経営ビジョン・経営戦略をトップダウンで記述

しつつ、本学を含めた設置各校の教職員に周知し、各学校の経営計画を策定している。現

在は平成 29(2017)年～平成 31(2019)年の中期経営計画が進行中であり、中期経営計画策定

委員会で案をとりまとめ、理事会で承認を得ている。また、所属長会議で進捗を報告して

いる。 

また、平成 27 年度に策定した「学校法人野又学園経営改善計画（平成 27(2015)年度～

平成 31(2019)年度）」は、財務計画を含む計画となっており、理事会ごとに進捗状況を報

告している。 

このように、PDCA サイクルの「計画」を充実させる取り組みを通じて、対となる「検証」

の実効性を高めていくことが、本学の教育研究を向上させる上で必要であると考えている。 

 

 

6－2 内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

（1）6－2 の自己判定 

基準項目 6－2 を満たしている。 

 

（2）6－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

 函館大学では、自己点検評価委員会が中心的な役割を担い、各部署が内部質保証のため

の自主的・自律的な自己点検・評価を行っている。 

中核を担うのは、学長直属の常設組織で、教学マネジメントを担当する「教育改善会議」、

大学のガバナンスを担当する「部長会議」、教育内容の方法の改善を担当する「FD 委員会」、
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ケアを必要とする学生の支援を担当する「チーム支援会議」、入試方法・広報内容の改善を

担当する「アドミッション・オフィス」、各種情報の集約・分析を担当する「IR 委員会」

が、定期的に自己点検・評価を行っている。 

自己点検評価委員会は、IR 委員会等が実施した調査・分析などエビデンスに基づく自己

点検・評価結果を自己点検評価報告書にまとめ、学内外に公表している。 

これまでに、函館大学では、平成 30(2018)年度（本報告書）、平成 29(2017)年度、平成

28(2016)年度、平成 27(2015)年度、平成 26(2014)年度、平成 23(2011)年度、平成 19(2007)

年度（前回の第三者認証評価）、平成 16(2004)年度、平成 14(2002)年度、平成 9(1997)年

度に自己点検評価報告書を作成した。これらの自己点検評価報告書は、いずれも野又学園

教育向上推進委員会の議を経て、理事会の承認を得ている。平成 26(2014)年度以降は、「学

校法人野又学園自己点検評価実施規程」第 6 条に基づき、毎年、自己点検・評価を行い、

自己点検評価報告書を作成している。 

 作成された自己点検評価報告書は、全教職員に配布している。平成 19(2007)年度、平成

23(2011)年度、平成 26(2014)年度、平成 27(2015)年度、平成 28(2016)年度、平成 29(2017)

年度、平成 30(2018)年度（本報告書）の自己点検評価報告書は、函館大学ホームページに

公開している。また、認証評価機関である日本高等教育評価機構のホームページには、自

己点検評価報告書とともに評価結果についても公開されている。 

（http://www.hakodate-u.ac.jp/information/） 

 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

平成 27(2015)年度から新たに設置した IR 委員会が、各部署に散在するデータ等を取り

まとめ、三つのポリシーを踏まえた現状把握のための調査・データの収集と分析に取り組

んでいる。 

平成 30(2018)年度、IR 委員会は学部長を委員長とし、学部長を含む教員４名と事務職

員３名を委員として組織し、「データに基づく教育改善」をテーマに基礎資料の収集と分析

を行い、結果を内部で共有するとともに、外部に公表した。 

 平成 30(2018)年度、IR 委員会は、① 学修行動調査②学生生活満足度調査③民間業者に

よる PROG（Progress Report On Generic Skills）テストの実施④到達度テスト（新入生

学力調査）等のデータを収集し、分析を行った。 

 具体的には、①学修行動調査では、学生の学修に対する取り組み状況および大学の学修

指導上の課題を見出すことを目的として平成 30 年 7 月に実施し、前年までの資料を参照し

ながら分析を行った。授業外学修時間が 0 時間の学生は前年より減少し、全体の平均も増

加した。しかし、週 10 時間以上学修する学生は約 10％であり、一層の改善が必要と判断

された。 

 ②学生生活満足度調査は、学生の生活および学修環境について調査し、改善点を見出す

ことを目的に、4 年生は平成 31 年 1 月に実施、その他の学生に対しては平成 31 年 3 月に

実施した。毎年 6 月の教授会に報告し、学生の生活および学修環境の改善を図っている。 

 ③PROG テストは、リテラシー（新しい問題やこれまで経験のない問題に対して知識を活

用して課題を解決する力）とコンピテンシー（周囲の環境と良い関係を築く力）を把握す

るための民間業者が設問を作成した調査で、卒業時点の能力を把握することを目的に、4
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年生を対象に平成 30 年 12 月に実施した。函館大学全体の平均は、全国平均と比べると、

リテラシーが低くコンピテンシーが高い結果となった。また、リテラシーとコンピテンシ

ーの間の負の相関が例年より高くなった。 

 ④到達度テスト（新入生学力調査）は、入学時点での学力を把握し、学修に支援を必要

とする学生を掌握することを目的に 1 年生を対象に平成 30 年 4 月に実施した。数学につい

ては、出題に改善すべき点もあったが、全体平均の低さに対しての対応が必要と判断され

た。それぞれの科目で低得点の学生に対しては、リメディアルへの参加を求めた。 

以上の調査と分析の結果は、平成 30 年 8 月に函館市内の 8 高等教育機関（大学・短大・

高専）と函館商工会議所、函館市が連携した組織である「キャンパス・コンソーシアム函

館（CCH）」の合同 FD・IR 研修会で報告を行った。 

（3）6－2 の改善・向上方策（将来計画） 

学校教育法に定める自己点検・評価の義務化の趣旨には、学校の情報公開を進めていく

ことも含まれていると考える。大学の情報公開という点では、本学ではホームページに自

己点検評価報告書を公開しており、前回の第三者認証評価の受審の平成 19(2007)年度時点

からは進歩していると言える。 

平成 26(2014)年度の見直しにより法人全体としての PDCA サイクルを確立し、そのサイ

クルの中に自己点検評価報告書を位置づけ、従前の 4 年に 1 回以上から毎年、自己点検評

価報告書を作成にしていることは、自己点検の取り組みに所属長や教職員がなれ親しみ、

特別な業務ではなく、本来行うべき業務として受け入れられたといえる。 

 

 

6－3 内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組み

の確立とその機能性 

（1）6－3 の自己判定 

基準項目 6－3 を満たしている。 

 

（2）6－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組 

みの確立とその機能性 

平成 27(2015)年度から、自己点検評価報告書を毎年、作成することにした。これにより

1年ごとの自己点検評価報告書の作成過程が大学全体の PDCAサイクルに位置づけられるこ

とになった。 

PDCA の P(Plan)は前年度の 11 月～3 月で、三つのポリシーを踏まえた所属長方針・事業

計画・当初予算の作成を行った。D(Do)は点検・評価の当該年度の 4 月～3 月の 12 ヶ月間

であり、翌年度の 4 月から 9 月までの期間に自己点検評価報告書の作成を作成することで

C(Check)を行った。その自己点検評価報告書の内容をもとに、A(Action)として次の年度の

所属長方針・事業計画・当初予算に、大学全体の教育の改善・向上等を図る施策を反映さ

せた。 
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図 6－3－1 函館大学の PDCA サイクル 

  

 

11 月～2 月までの期間は、３つの年度の PDCA サイクルが重なる。前年度の自己点検評

価報告書のエビデンスに基づく検証、当該年度の事業実施状況を踏まえて、次年度の方針・

計画を策定することになる。 

 このように 3 年度にまたがっての PDCA サイクルとなっているが、PDCA サイクルは一般

的には短いほうが、改善が早く、望ましい。そのため、学校全体・法人全体の大きな PDCA

サイクルは 1 年単位のものとし、各部署における改善活動としての PDCA は、1 年単位では

なく、より短いサイクルで実施した。 

 具体的には、函館大学では自己点検評価委員会を定期的に開催し、Check にあたる 4 月

から 9 月の期間は、自己点検評価報告書の執筆に当たり、10 月から 3 月に関しては、点検

項目に基づく点検を実施した。この期間内に短期間サイクルの検証を行い、年度中に改善

を図った。 

また、中長期的な計画としては、法人全体として 3 か年の中期経営計画を策定している。

直近の中期経営計画は平成 29(2017)年～平成 31(2019)年の 3 か年である。加えて、法人全

体で 5 か年の経営改善計画も策定している。平成 27 年度に策定した「学校法人野又学園経

営改善計画（平成 27(2015)年度～平成 31(2019)年度）」は、財務計画を含む計画となって

おり、理事会ごとに進捗状況を報告した。PDCA サイクルの結果を踏まえ、理事会で適時、

中期経営計画及び経営改善計画の修正を行っている。 

 

（3）6－3 の改善・向上方策（将来計画） 

自己点検・評価については平成 27(2015)年度から現在の形となり、特別な体制を組むこ

となく、PDCA サイクルを機能させ、自己点検・評価ができるようになった。自己点検・評

価結果等をもとに、平成 27(2015)年度から平成 28(2016)年度にかけて三つのポリシーの見

直しと改訂を行ったが、今後は、三つのポリシーを踏まえた適切性にかかわる自己点検・

評価をさらに進めるとともに、自己点検・評価結果をもとに、三つのポリシーの修正・改

善が必要な場合は、適時、見直しを図っていきたい。また、日本高等教育評価機構の評価

基準の変更への対応も行っていく。 
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［基準 6 の自己評価］ 

内部質保証のための恒常的な組織の整備、責任体制は確立されている。三つのポリシー

を踏まえた自主的・自律的な自己点検・評価が適切かつ誠実に行われており、平成 24（2014）

年に受審した日本高等教育評価機構による認証評価においても、大学評価基準を満たして

いると認定されている。IR 委員会などを活用した調査・データの収集と分析は年々、拡充

を図っており、エビデンスに基づく分析結果を学内で共有し、各部署が、PDCA サイクルを

まわして自ら改善し、大学教育改革につなげる仕組みを構築している。法人全体でも、中

長期的な計画を踏まえた大学運営の改善・向上が図られている。以上のことから、基準 6

「内部質保証」を満たしていると自己評価する。 

 

 

Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．地域貢献 

A－1 地域から必要とされる大学づくり 

A-1-① 地域貢献の理念が明確であるか 

A-1-② 卒業生が地域において貢献しているか 

A-1-③ 地域の他の教育機関との連携がとれているか 

A-1-④ 地域課題に取り組んでいるか 

 

（1） A－1 の自己判定 

基準項目 A－1 を満たしている。 

 

（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 地域貢献の理念が明確であるか 

函館大学は機能的分化（平成 17 年の中教審「将来像答申」）において「③幅広い職業人

養成」「⑥地域の生涯学習機会の拠点」「⑦社会貢献機能」の 3 つを選択している。その中

でも、社会貢献機能は、函館大学のみならず、設置法人である学校法人野又学園全体とし

ての経営理念でもあり、地域に必要な人材育成を実践してきている。 

設置する学校法人野又学園は、昭和 13(1938)年に創設され、平成 30（2018）年で創立

80 年にあたる。開校以来、全人教育を目標とし、「学園訓３か条“報恩感謝”“常識涵養”

“実践躬行”を具体的信条として、知・情・意の円満にして高度に発達した人材を育成す

ることを目的」（学校法人野又学園寄附行為第 3 条）として教育を行ってきた。 

本法人は、現在、函館大学、函館短期大学、函館看護専門学校、函館歯科衛生士専門学

校、函館短期大学付設調理製菓専門学校、函館大学付属有斗高等学校、函館大学付属柏稜

高等学校、函館短期大学付属幼稚園、函館自動車学校の 9 校を設置し、地域の総合学園と

して主として道南地域における教育研究の向上発展に取り組んできた。すべての設置校は、

本申請が地域とする函館市に立地し、本学園が教育に携わった卒業生は８万人以上にも達

している。 

創立者の建学の精神は、真の学問的追究を通じて、人はすべからく職業教育を受け、立
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派な専職を持ち、地域社会に貢献し得るような人材の養成にある。このような創立者の建

学の精神の背景には、函館が幕末の開港地として、諸外国との玄関口となった都市である

ことが影響している。明治初期より宗教的あるいは篤志家による私立学校が設立・運営さ

れ、それらを背景として、本学園のように地域に役立つ職業教育を中心とした私立学校が

形成され、現在、人口約 26 万人の函館市において、1 校の私立大学（本学）、2 校の私立短

期大学、5 校の私立学校法人立専修学校、8 校の私立高等学校、3 校の私立中学校、1 校の

私立小学校、22 校の幼稚園と、計 42 校もの私立学校が設置され、地域の教育を実施して

いる。 

 函館市は、人口減少に苦しむ地方自治体の一つであるが、厳しい財政状況にも関わらず、

これらの私立学校に対して最大限の理解と援助を行っている。特に、函館市独自の財源に

よる私立学校への助成金は、一条校（学校教育法第１条で定める学校）の学生等一人当た

り年 24,000 円、学校法人立専修学校の学生等一人当たり 13,000 円と多大な助成をうけて

いることは特筆すべき事項であり、学生等一人当たりの金額としては、中核市においても

突出している。 

このような助成が市民の理解のもと私立学校に対して行われている理由は、それぞれの

教育機関が、地域に役立つ人材の育成を心がけてきたからに他ならない。 

 

A-1-② 卒業生が地域において貢献しているか 

 本学は創立から 50 年を経過し、卒業生を地域に多数輩出している。本法人は昭和 13

（1936）年の函館経理学校の創設以来、函館商科短期大学、函館大学と約 80 年にわたって

経済・商業の教育で地域に貢献してきている。経済界においては、函館商工会議所や函館

国際観光コンベンション協会などの中心的な経済団体の長や、行政においては市議会議員

などを複数輩出するなどしてきた。加えて本法人では、各種の有資格者（看護師、保育士、

栄養士、歯科衛生士、調理師、製菓衛生師、幼稚園教諭、中学校・高等学校教諭、栄養教

諭）の育成も担ってきている。これらの有資格者と共に、本学卒業生が地域において働い

ている。建学の精神を同じくする人材が、地域において献身的に協力しあい、相乗効果を

発揮していくことが、本学の理想である。 

立地する都道府県である北海道からの入学者の割合は、60.4%（平成 31(2019)年 4 月入

学生）と半数以上を占めており、そのほとんどが道南とよばれる渡島地方・檜山地方であ

る【資料 A-1-1（平成 31 年度入学者選抜地区別志願状況）】。このような中で、卒業生のう

ち北海道内に就職する者の割合は 46.2%（平成 31 年 3 月卒業生）となっており、函館市内

にある他大学と比べると、地元に残る学生が多い【資料 A-1-2（平成 30 年度卒業生進路状

況および求人実績）】。これは、地域を支える人材、地域が必要とする人材を考えて、商学

部を設置しているからに他ならない。 

また、立地する函館市は津軽海峡を共有する青森県と隣接しており、平成 28(2016)年 3

月には北海道新幹線が開通した。本学には古くから青森県・秋田県・岩手県の北東北３県

出身の学生がいる。大都市圏である札幌、仙台の間で、本学は地域に根ざした大学として、

北東北出身の学生の出身地に就職開拓の企業訪問を行っている。その成果もあり、本学の

卒業生のうち北海道・東北地方に就職する者の割合は 53.9%となる。また、本学同窓会の

青森県支部も設置され、立地自治体だけでない広域の地域において卒業生が活躍している。 
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A-1-③ 地域の他の教育機関との連携がとれているか 

函館には、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・専修学校・短期大学・大学の私立学校

による函館私学振興協議会が昭和 44 年より現在に至るまで設置運営されており、本学学長

が団体の長として私立学校を代表し、函館市長に対して教育研究への理解を訴えてきてい

る。教育という聖域にとどまることなく、常に地域のことを第一に考え、地域発展に貢献

しなければならないという、強い使命感が本学にはある。【資料 A-1-3：（函館私学振興協

議会加盟校名簿、役員名簿、補助金推移）】 

また、私立学校だけでなく、国公立大学とも同様に連携している。キャンパス・コンソ

ーシアム函館では、公立はこだて未来大学、北海道教育大学函館校、北海道大学大学院水

産科学研究院・大学院水産科学院・水産学部等の 8 校が共同で各種事業を実施している。

その中でも、教育事業としては、「単位互換集中講義 市民が担う国際観光論」「市民講座 

函館学」「合同研究発表会アカデミックリンク」「集中講義 まちづくりに挑む！～地域課

題解決型講義 ソリューションビジネスを実践で学ぶ～」といった活動を共同で展開して

いる。【資料 A-1-4：（キャンパス・コンソーシアム函館 （加盟校名簿、役員名簿、事業

計画書））】 

平成 29(2017)、平成 30(2018)年度には、文部科学省の補助事業である私立大学等改革

総合支援事業タイプ５（プラットフォーム形成）に選定された。函館・高等教育プラット

フォームは、キャンパス・コンソーシアム函館を母体として函館市・函館商工会議所を含

む高等教育プラットフォームであり、函館大学・函館短期大学が中心となってプラットフ

ォーム基本方針およびプラットフォーム中長期計画の策定を行った。【資料 A-1-5：（函館・

高等教育プラットフォーム基本方針）】【資料 A-1-6：（函館・高等教育プラットフォーム中

長期計画（平成 30～34 年度））】 

このように、函館における地域志向とは、単独の学校でとどまるものではなく、学校種

や国公私立を問わず、教育機関がすべて連携し、地域を題材として学び、地域に役立つ人

材を育成することであると考える。 

本学は大学としては小規模であり、地域においても、もっとも規模の小さな大学である。

しかし、法人としては、前述のとおり卒業生の数、教育に携わる人数は、地域において最

大の学校法人である。この責任を自覚し、私立学校の学校種を超えた連携・協調において

中心的な役割を果たしていくとともに、国公私立の垣根を越えた大学間連携のさらなる充

実に向けて、リーダーシップを発揮していく。 

 

A-1-④ 地域課題に取り組んでいるか 

授業科目「商学実習Ⅰ（１年次）」「商学実習Ⅱ（２年次）」において学生が地域課題を

設定し、グループワーク、現場でのアンケート等の調査活動、分析、プレゼンテーション

を行っている。【資料 A-1-7：（平成 30 年度商学実習Ⅰ・Ⅱ発表プログラム）】 

本学の商学実習は、１年次から開始される点が特徴であり、社会科学系の大学としては

現場感を持つこと、リーダーシップに触れることを重視しており、3 年次以降のゼミナー

ル、卒業論文に主体的に取り組む意欲を持たせる狙いがある。学生は就職活動において、

名前の知られた大企業ばかりに目が行ってしまう傾向が強く、学生は地元企業のことをよ

く理解していないため、地元就職を増やすためにも 1 年次からの取り組みが有効である。
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また、地元企業の経営者や幹部職員と対話することが効果的である。 

平成 26(2014)年度には、科研費で基盤研究（C）（一般）研究課題「北海道新幹線開業前

後の沿線自治体および事業者の動向」が採択され、「商学実習連続講座北海道新幹線を知ろ

う」は一般の方にも公開している。また、平成 29(2017)年度には、科研費で基盤研究（C）

（一般）研究課題「北海道における日本版 CCRC の成果評価 －東京圏高齢者の移住構想の

事例分析」が採択されている。 

【資料 A-1-8：（「北海道新幹線開業前後の沿線自治体及び事業者の動向）研究計画調書）】

【資料 A-1-9：（平成 26 年度商学実習連続講座『北海道新幹線を知ろう』パンフレット）】 

教員により組織されている函館大学地域総合研究所では、いくつかのプロジェクトで地

域に関する研究を進めている。【資料 A-1-10：（地域総合研究所事業報告）】 

平成 25(2013)年度に開設した函館大学ベイエリア・サテライトは授業や公開講座で学生

が使用をしているほか、キャンパス・コンソーシアム函館の加盟大学にも無償で貸出を行

っている。【資料 A-1-11：（函館大学ベイエリア・サテライトについて）】 

平成 27(2015)年度からは、公開講座委員会を「地域連携委員会」に改組した上で、常設

の地域連携センターを設置した。平成 30(2018)年 4 月現在、専従の職員を２名配置してい

る。【資料 A-1-12：（函館大学各種委員会規程）】【資料 A-1-13：（函館大学地域連携センタ

ー設置規程）】 

平成 26(2014)には、函館市との相互協力協定を締結した。教育、文化、学術および地域

振興などまちづくり全般に係るものであり、経済・産業のみならず交通・福祉・環境等の

幅広い分野での連携をすることとし、定期的な話合いの場をもつこととなっている。【資料

A-1-14：（函館市と函館大学の相互協力協定書）】 

平成 27(2015)年度には、北海道中小企業家同友会函館支部との相互協力協定を締結して

いる。【資料 A-1-15：（北海道中小企業家同友会函館支部と函館大学の相互協力協定書）】 

函館商工会議所とは協定の締結はないものの、平成 27(2015)年度に市民向けの講演会を共

同開催し、また、商工会議所から要望されていた中国語講座（全８回）を本学にて開催す

るなどしている。【資料 A-1-16：（函館商工会議所創立 120 周年・函館大学創立 50 周年記

念講演会パンフレット）】 

また、本学の教育課程についての意見を聴取する場を設け、函館市企画部長、函館商工

会議所専務理事などに本学のシラバスなど資料を見ていただきつつ、ひとりずつ対面にて

意見を伺った。その中でも国際人材への要望が少なくなかった。【資料 A-1-17：（産業界か

らの意見聴取記録）】 

平成 28(2016)年度には、FD 研修会としてニセコエリアの国際化、北海道ご当地居酒屋

の海外展開など、地域におけるビジネスの国際化の動きを取り上げ、実践的な内容の勉強

会を実施した。【資料 A-1-18：（平成 28 年度ＦＤ研修会実施報告）】 

平成 27(2015)年度にはアジア・マーケティング研究会の発足、アジア・マーケティング

研修として香港、シンガポールで調査を実施したほか、長栄大学（台湾）との学術協力協

定も締結して交流を深めている。【資料 A-1-19：（函館新聞 2016 年 4 月 6 日、アジア・マ

ーケティング研修 in 香港）】 

平成 28（2016）年度には、函館・台湾の高校生が相互に修学旅行に訪れることの実現可

能性について共同で調査を行い函館市長に報告した。【資料 A-1-20：（函館新聞 2017 年 5
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月 30 日、「高校の教育旅行台湾に」）】 

平成 29（2017）年度には、観光地としてのムスリム対応についての提言を行い、函館市

観光部長や函館市長に報告した。【資料 A-1-21：（函館新聞 2018 年 5 月 26 日「ムスリム観

光客受け入れは」）】 

平成 30(2018)年度には、本学のベイエリア・サテライトにムスリム観光客のための礼拝

所を学生の発案で開設し、全国紙でも取り上げられ、北海道知事を始めとする道内外から

の視察があった。【資料 A-1-22：（日本経済新聞 2018 年 8 月 23 日「学生発案でイスラム礼

拝所 函館、観光客に配慮」）】 

また、学長は同法人が設置する函館短期大学付設調理製菓専門学校との連携により、地

域の関心の高い「食」への取組を進めるべく、平成 26(2014)年度から、渡島・檜山の 18

市町の首長を訪問し、地域課題や人材ニーズを直接聞き、本学および法人への声を直接聞

く機会をつくっている【資料 A-1-23：（渡島・檜山１８市町訪問記録）】。 

平成 30(2018)年度には、「地域の農水産物の輸出拡大に寄与する実践的商学研究の推進」

をテーマとして私立大学等研究ブランディング事業に申請した。結果は不採択となったも

のの、北海道渡島総合振興局を含め地域の関心の高いこの研究テーマについて、本学とし

て着実に取り組んでいるところである。【資料 A-1-24：（平成 30 年度私立大学等研究ブラ

ンディング事業申請書）】 

他にも、商学部としての特色を活かし、地域の金融機関との連携も行っている。平成

30(2018)年度には、日本銀行主催の学生政策コンテスト「日銀グランプリ」において本学

学生が優秀賞を受賞することができた。その際には、地域の金融機関の方にプレゼンテー

ションのリハーサルに協力していただいた。また、当日会場では元日本銀行函館支店長か

らの激励もあった。このように、地域との密接な連携により、地方大学であることを強み

に変えることができたことが、受賞の大きな要因となっている。【資料 A-1-25：（第 14 回

日銀グランプリ 2018）】 

 

（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 地域課題への取り組みは、さらに質的にも量的にも向上させていきたい。近年は地域課

題の取り組みと、国際化の取り組みが接近している。これは本学にとって望ましい状況で

あると考えている。もともと商学部は、ビジネスにおいて外国と互角に渡り合う必要性か

ら生まれた学問といってよい。地域のグローバル化への対応に本学が教育研究面で貢献し、

本学の評価を一層高めていきたい。その際、農水産物の輸出拡大は重要なテーマである。 

 

［基準 A の自己評価］ 

 地域に教育機会を提供し、地域を発展させる人材を育成することは、法人の建学の精神

として明確になっている。創立から 50 年の節目を超えて、卒業生は函館市の重要な位置を

占めている。卒業生の多くは地元から入学し、地元に就職していることから、商学部が地

域から必要とされている学部であることを示している。 

 地域の教育機関としては、キャンパス・コンソーシアム函館や函館私学振興協議会にお

いて、中心的な役割を担っている。地域の高等教育プラットフォーム形成においても中心

的な役割を担っている。 
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 学生が地域課題に取り組む少人数授業を１年次から必修化しており、ベイエリア・サテ

ライトを設置して、地域課題に取り組みやすい環境を構築し、教員も研究活動として地域

課題に取り組んでいる。ムスリム礼拝所のメディア掲載や、日銀グランプリでの受賞は、

本学の地域課題に取り組む教育の方向性の正しさを示している。 


